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　本市は、合併後の平成 20（2008）年に「第１次燕市総合計画」（以下、「第１次
総合計画」という。）を策定し、「人と自然と産業が調和し、進化する燕市」を市の将
来像として掲げ、新市の均衡ある発展や市民サービスの向上に努めるとともに、地域
の特性を生かした一体的なまちづくりを進めてきました。
　平成 28（2016）年に策定した「第２次燕市総合計画」（以下「第２次総合計画」
という。）では、市の将来像に「『日本一輝いているまち』を目指して」のフレーズを
加えるとともに、国に先駆けた人口減少対策として、「定住人口」「活動人口」「交流・
応援（燕）人口」の3つの人口増戦略に取り組んできたところです。
　そのような中、令和2（2020）年以降、新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」
という。）の困難に見舞われ、市民生活や地域経済は大きな打撃を受けました。それ
まで概ね順調に進んでいた第２次総合計画の進捗にも大きな影響が出ています。また、
急速な人口減少と少子高齢化など、これまでの課題に加え、コロナ禍を契機としたデ
ジタル化の進展や、脱炭素社会の推進をはじめとする社会環境の変化といった新たな
課題への対応も求められています。
　第２次総合計画が令和 4（2022）年度に終期を迎えるに当たり、直面するコロナ
禍の影響から早期に回復を図るとともに、新たな課題や多様化する市民ニーズに的確
に対応していく必要があることから、第２次総合計画の進捗状況を踏まえ、「第３次
燕市総合計画」（以下「本計画」という。）を策定しました。

（１）市の最上位計画

　　　本計画は、市政運営の方向性を示す計画として最上位に位置し、各分野の個別
　　計画に方向性を与えるものです。本計画の推進にあたっては、国・県等における　　
　　政策・施策と整合性を図りながら、連携して取り組みます。

１ 計画策定の趣旨

２ 計画の位置づけ

　本市は、合併後の平成 20（2008）年に「第１次燕市総合計画」（以下、「第１次

計画策定の趣旨
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（２）「第３期燕市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を
　　　本計画に一体化

国から策定を求められている「総合戦略」は、地方創生に関する施策に特化し
た計画であり、目指す将来像や多くの施策が総合計画と重複していることから、
「第３期燕市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を本計画に包含させ一体的に取
り組むことで、計画の実効性を高めます。

（３）「燕市教育大綱」との関係

「燕市教育大綱」は、教育立市宣言を基本目標とし、市の教育、学術および文
化の振興に関する方針や施策を定めるものであり、総合計画における教育行政に
関する内容がその方針や施策に該当するため、本計画をもって大綱に代えること
とします。

（４）「燕市行政改革推進プラン」との関係

本計画と計画期間を同じくする「第３次燕市行政改革推進プラン」は、本計画
を着実に推進するための行財政運営の指針となるものであり、本計画とともに市
政運営の両輪を成すものです。同プランでは、限られた資源を有効に活用し、最
小の経費で最大の効果を上げるための行財政運営、組織・人事管理等の方針を定
めています。
本市の市政を将来にわたって安定的に運営していくため、同プランに基づき、
自治体DXをはじめとした行財政改革にも取り組みます。

分野別個別計画

第３期燕市
まち・ひと・しごと

創生総合戦略
燕市教育大綱

第 3 次燕市総合計画
（令和 5 年度〜令和12 年度）

第 3 次燕市行政改革推進プラン
（令和 5 年度〜令和12 年度）

総合計画・行革推進プランの方向性に即して策定
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３ 計画の構成と期間

（1）計画の構成

（2）計画の期間

　　第１部　総論（計画策定にあたっての基本的な考え方や、本市を取り巻く社会潮
　　　　　　流と課題）

　　第２部　基本的方向と基本目標（まちの将来像やすべての施策に共通する基本的
　　　　　　方向、達成を目指す基本目標および成果指標）

　　第３部　戦略別計画（基本目標の達成に向けた具体的な施策）

本計画は、分野別個別計画に方向性を与える最上位計画であることから、中長
期的な視点で政策の方向性を示す必要があります。計画の期間は、令和５（2023）
年度から令和 12（2030）年度までの８年間とし、計画終期の令和12（2030）
年度に達成すべき目標を示すほか、中間年にあたる令和８（2026）年度の目標
も明らかにします。
なお、計画の中間年に中間評価を行うとともに、社会情勢や市政を取り巻く状
況に変化が生じた場合には、計画の実効性を高めるため、必要に応じて計画の見
直しを行います。

第１次燕市総合計画
　　　平成 20(2008)年度
　　　　〜平成 27(2015) 年度

第２次燕市総合計画
　　　平成28(2016) 年度
　　　　〜 令和4(2022) 年度

第３次燕市総合計画
　　　令和5(2023)年度
　　　　〜 令和12(2030) 年度
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４ 第２次燕市総合計画の進捗状況

（1）目標人口

第２次総合計画では、令和４（2022）年の目標人口を 78,000 人に設定し、
各施策を展開してきましたが、令和２（2020）年国勢調査結果は、すでに目標
人口を割り込む 77,201 人であり、目標を達成することは困難な状況となって
います。
一方で、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）が平成
25（2013）年に公表した令和２（2020）年の推計人口は 76,861 人であり、
これを 340人上回る実績となりました。
設定した目標人口は、少子化対策や移住・定住施策を重点的に実施し、人口減
少を最小限に留めることにより、社人研の推計を大きく上回ることを目指したも
のでした。目標とした出生数の維持や転入転出の均衡の達成が難しい状況となっ
ていますが、直近の国勢調査による人口が、第２次総合計画策定当時の社人研推
計人口を上回っていることから、これまで取り組んできた定住人口増戦略は、一
定の効果があったものと考えられます。
なお、令和３（2021）年 10月 1日の人口は 76,678 人となり、令和３（2021）
年（令和２年 10月～令和３年９月）の減少率の県内比較では、20市中、少な
い方から２位（１位 新潟市）、町村を含めた全市町村では３位（１位 湯沢町、
２位 新潟市、３位 燕市）となりました。
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目標人口と推計人口および実績
( 人 )
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78,616 目標人口
78,000人

76,496

73,636

社人研推計人口
75,571人

76,678人

77,201人

79,784

資料：新潟県「人口移動調査」、企画財政課「燕市人口ビジョン」
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（2）自然動態 ( 出生数 )

出生数については、令和元（2019）年までは平成 22（2010）年から平成
26（2014）年までの平均出生数と同数の625人、それ以降も平成26（2014）
年の出生数と同数の 600人の維持を目指してきましたが、平成 30（2018）年
には 500人を割り込みました。令和３（2021）年は 481人であり、前年比で
若干の上昇が見られましたが、目標とは大きく乖離している状況です。
出生数は、出産可能年齢の女性人口など、人口構造に影響を受けるものであり、
本来、目標の設定にあたり、本市の出産可能年齢の女性人口が計画期間中におい
て減少するという推計を考慮すべきでしたが、目標とした出生数は、直近の出生
数を維持するという高い目標を掲げて設定したものでした。
これまで、未満児保育の拡充や子ども医療費助成、他自治体に先駆けて開始し
た妊産婦医療費助成など、安心して産み育てられる子育て支援に努めてきました
が、出産可能年齢の女性人口の減少に加え、晩婚化などの要因も影響し、高い目
標との差を埋めるまでには至りませんでした。
なお、令和３（2021）年（令和２年 10月～令和３年９月）の人口あたりの
出生数の県内比較では、20市中、新潟市に次ぐ２位、町村を含めた全市町村で
は３位（１位 聖籠町、2位 新潟市、3位 燕市）となりました。

出生数
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600

（人）

資料：新潟県「人口移動調査」、企画財政課「人口ビジョン」
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人口の社会増減
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資料：新潟県「人口移動調査」、企画財政課「人口ビジョン」

（3）社会動態

社会動態については、令和元（2019）年までに転入転出を均衡水準に改善し、
それ以降はその水準を維持することを目指してきましたが、令和元（2019）年
に目標を達成することはできませんでした。しかし、この年から回復傾向となり、
令和3（2021）年は▲ 16人にまで転出超過数が縮小しています。
この社会増減の好転は、平成 30（2018）年と令和３（2021）年の転入転出
事由の分析により、以下の３つの要因が大きく影響していることが分かりました。
① 東京都との転出超過数の縮小（H30：▲ 109人→ R3：▲ 66人）
② 国外への転出数の減少（H30：▲ 105人→ R3：▲ 68人）
③ 新潟市との人口移動が転入超過に転換（H30：▲ 126人→ R3：＋ 13人）
①、②については、感染症の影響により、県をまたぐ移動が制限されたことな
どが影響したものと考えられます。③については、「住居」を事由とする転入の
増加および転出の減少が主な要因となっており、後述の「（５）住みやすさの評価」
「（６）居住意向」の上昇に関係しているものと考えられます。
なお、令和 3（2021）年（令和２年 10月～令和３年９月）の社会動態増減
率の県内比較では、20市中、良い方から１位、町村を含めた全市町村では、３
位（１位 出雲崎町、２位 湯沢町、３位 燕市）となりました。
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（4）交流人口

本市の「観光客入込数」は、平成 28（2016）年までは 60万から 70万人程
度で推移していましたが、平成29（2017）年以降は増加し続け、令和元（2019）
年に当初の最終目標値 90万人を達成しました。そのため、「第２次燕市総合計
画 中間評価に基づく施策等の見直し版」（令和２年３月）にて、令和4（2022）
年の最終目標値を上方修正し、100万人を目指して施策を展開してきました。
しかしながら、感染症の影響により県をまたぐ移動が制限されたことなどから、
令和 3（2021）年は 500,183 人にまで減少し、平成 26（2014）年の基準値
を下回る結果となりました。
一方で、コロナ禍のために首都圏等から旅程を変更した教育旅行の受入は増
加しており、コロナ禍前は僅少であったものが、令和３（2021）年度には約
7,000 人にまで達しています。

観光入込客数
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資料：観光振興課調べ

※国の共通基準に基づき集計。産業観光推進のため、平成 30 年に対象施設の見直しを行った。
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資料：企画財政課「市民意識調査」
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（5）住みやすさの評価

本市では、市民が日頃まちづくりや身近な生活環境などについてどのように考
えているのかを把握するため、毎年、無作為抽出した市民を対象に「これからの
まちづくりのための市民意識調査」（以下「市民意識調査」という。）を実施して
います。その中の、「あなたにとって燕市は住みやすいまちですか」という質問
に対し、「住みやすい」と回答した人の割合を令和４（2022）年度に 90.0％ま
で上昇させることを目指してきました。
平成 30（2018）年度以降は上昇傾向が続き、令和４（2022）年度実績は最
終目標値を概ね達成（89.5％）することができました。これまで実施してきた
各施策の効果が表れたものと考えられます。
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　市民意識調査における「あなたは今後も燕市に住み続けたいですか」という
質問に対し、「住み続けたい」と回答した人の割合を令和４（2022）年度に
84.0％まで上昇させることを目指してきました。
　令和４（2022）年度実績は最終目標値を上回る84.8％となり、「住みやすさ」
と同様に、これまで実施してきた各施策の効果が表れたものと考えられます。

（6）居住意向

市民意識調査（居住意向）

住み続けたい 目標値市外に引っ越したい
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資料：企画財政課「市民意識調査」
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第２次燕市総合計画成果指標〔令和３（2021）年度の達成状況〕

基準値より悪化（▼）基準値以上、中間目標値未満（△）中間目標値以上、最終目標値未満（○）最終目標値を達成（◎）

戦略４
人口増戦略を支える都市環境
の整備【指標数26】

戦略３
交流・応援（燕）人口増戦略

【指標数6】

戦略２
活動人口増戦略【指標数22】

戦略１
定住人口増戦略【指標数32】

全体【指標数86】 30.2%（26） 9.3%（8） 26.7%（23）

34.4%（11）28.1%（9）6.3%（2）31.3%（10）

18.2%（4）

50.0%（3）

34.6%（9） 15.4%（4） 38.5%（10） 11.5%（3）

16.7%（1） 33.3%（2）

4.5%（1） 18.2%（4） 59.1%（13）

33.7%（29）

資料：企画財政課調べ

　各施策の達成目標として設定している86の指標項目について、令和３（2021）
年度末時点での達成状況は、「最終目標値を達成」が 26項目（30.2％）、「中間
目標値以上、最終目標値未満」が８項目（9.3％）、「基準値以上、中間目標値未満」
が 23項目（26.7％）、「基準値より悪化」が 29項目（33.7％）となりました。
順調に推移しているといえる「中間目標値以上」の指標は、全体の約４割です。
　令和元（2019）年度までは目標達成に向け順調に推移していた指標でも、人
流を伴う指標を中心に感染症の影響を受け、実績値が悪化しました。令和２
（2020）年度の実績においては、29項目で実績値が悪化、もしくは実績値なし
となり、令和３（2021）年度においても 25項目で実績値が悪化、もしくは悪
化したままとなっています。
　一方で、86の指標項目のうち、令和２（2020）年度よりも令和３（2021）
年度の実績が上昇（好転）した指標は50項目、減少（悪化）した指標は27項目、
横ばいの指標は9項目となり、一部の指標では回復基調が見られます。

（7）各施策の個別指標
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部

５ 　燕市を取り巻く社会潮流と課題

（1）急速な人口減少と少子高齢化の進行

　第２次総合計画では、令和４（2022）年の目標人口を 78,000 人に設定し各
施策を展開してきましたが、予想を超える出生数の減少や転出超過により、目標
を達成することは困難な状況となっています。
　急速な人口減少・少子高齢化は、地域活力の低下や地域経済にマイナスの影響
を及ぼすことが懸念されます。社人研推計に準拠した推計では、今後も高齢化が
進む一方で、年少人口や生産年齢人口は大きく減少する見込みです。さらなる子
育て支援の充実や移住促進など、引き続き人口減少対策を行い、急速な人口減少
に歯止めをかける必要があります。
　加えて、令和７（2025）年は、いわゆる「団塊の世代」の人がすべて後期高
齢者になる年です。今後も高齢者比率は増加していく推計となっているため、高
齢者の多様な活躍に向けた支援を充実させる必要があります。

年齢３区分別人口の推移・推計
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11,879 10,837 9,909 8,871 7,833 7,055 6,608 6,146 5,660 5,241 4,870 4,544

18,444
20,478

22,741 24,120 24,144 23,984 24,052 24,297 23,882 23,042 21,932 20,621
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53,052

49,555

国勢調査 将来推計人口

2025年
団塊の世代全員が後期高齢者へ

2040年
高齢者総数のピーク

総人口

生産年齢人口
（15～64歳）

老年人口
（65歳以上）

年少人口
（０～14歳）

（人）

資料：総務省「国勢調査」、企画財政課調べ

※ 「社人研推計に準拠した推計」は、社人研の推計方法に準拠して燕市が独自に
　推計したものであり、現在の人口動態が続いた場合の将来予測です。
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（2）新型コロナウイルスの感染拡大

　令和元（2019）年 12月に中国で初めて確認された新型コロナウイルスは、
瞬く間に世界中に広がり、世界経済や社会に深刻な影響を与えました。
　国内では、令和２（2020）年４月に、初の緊急事態宣言が発出され、不要不
急の移動自粛のほか、学校の休校、公共施設の休館など、多方面において、市民
生活や経済活動への制約を余儀なくされました。その後も変異株の発生などによ
り、コロナ禍は長期化しており、引き続き市民生活や経済活動に大きな影響をも
たらしています。
　未だ感染症の収束が見通せない状況にありますが、企業活動の活性化を図ると
ともに、落ち込んでいた消費の回復など社会経済活動と感染症対策を両立させ、
コロナ禍前の水準に戻すための取組を行う必要があります。

（3）DX( デジタルトランスフォーメーション )1 の進展

（4）コロナ禍を契機とした地方分散型社会への移行

　Society5.0 2 の実現を目指し、IoT、AI などの情報技術開発や 5Gなどの情報
基盤整備が進む中、感染拡大を契機に、社会全体のデジタル化、オンライン化が
急速に進んでいます。
　国は、令和 3（2021）年 9月にデジタル庁を発足させるなど、デジタル化を
強力に推進する方針を打ち出しており、本市を含む地方公共団体は、国の動向や
社会情勢を注視しつつ、デジタル人材の確保や行政手続きのオンライン化、企業
のDX支援などに対応することが急務となっています。

　感染症の拡大による外出自粛などをきっかけとして、首都圏の企業を中心にテ
レワークによる新たな働き方が普及し、若い世代を中心に地方移住への関心が高
まっています。
　この流れに迅速かつ的確に対応し、本市を移住先・移転先として選んでいただ
くための取組を展開していく必要があります。

１　DX（デジタルトランスフォーメーション）：デジタル化により、社会や生活の形・スタイルが変わること。
２　Society5.0：狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、工業社会（Society3.0）、情報社会（Society4.0）に
　　続くもので、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムによって開かれる
　　新たな社会。
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（5）激甚化する自然災害への懸念

　地球温暖化が一因とみられる気候変動により、世界各地で甚大な被害が発生し
ています。国内でも、自然災害が激甚化・頻発化・広域化する中、地震や台風、洪水、
土砂災害、雪害など、様々な種類の災害に対する一層の対策強化が必要となって
います。

（6）カーボンニュートラル 3 に向けた動きの活発化

（7）多様性を認め合う共生社会の実現

　気候変動による自然災害が激甚化・頻発化する中、地球温暖化対策が喫緊の課
題となっており、平成 28（2016）年に発行した「パリ協定」のもと、各締約
国では「カーボンニュートラル」の政策が強力に進められています。
　これを受け、国は、令和 32（2050）年までに温室効果ガスの排出を全体と
してゼロにする方針を決定し、本市においても、令和４（2022）年６月に「燕
市ゼロカーボンシティ宣言」を表明しました。
　今後、産業界や市民等と連携し、具体的な取組を行っていく必要があります。

　本市の女性就業率は全国的に見ても高く、外国人労働者も増加傾向にあります。
性別や国籍はもちろんのこと、年齢、経済事情、文化の違いや障がいの有無など
に関わらず、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、支え合い、誰もがい
きいきとした人生を送ることができる社会を目指す必要があります。
　また、すべての世代において、孤独・孤立や生活困窮の問題を抱える人や世帯
が増加しており、この状況はコロナ禍において深刻化しました。こうした人々が
地域社会とつながりながら、安心して生活を送ることができる「地域共生社会」
の実現が求められています。

３　カーボンニュートラル：二酸化炭素などの温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林管理などによる「吸収量」を差
　　し引いて、合計を実質的にゼロにすること。
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１．本市の将来像
２．基本的方向と戦略体系
３．戦略的シティプロモーション
４．基本目標（重要指標）および成果指標
５．中期財政見通しの作成・公表	
６．計画の事業化と進行管理
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　平成20（2008）年に策定した第１次総合計画では、市民憲章に謳われている「人
と自然と産業が調和し、進化する燕市」を目指す将来像として掲げました。
　この将来像には、本市の豊かな自然や歴史・文化、伝統あるものづくり産業といっ
た、地域固有の資源を生かして新たなまちづくりを推進するという意味が込められて
います。
　また、第２次総合計画では、産業、教育、スポーツ、福祉、環境など、様々な分野
において市民活動や企業活動が活発に行われ、全国から注目を浴び、そのことで子ど
もたちが夢と誇りを持てるような、全国のどこよりも素晴らしいまちづくりに向け、
「日本一輝いているまち」を目指す将来像に加えました。
　第 1次総合計画の将来像の主役である「地域資源」、第２次総合計画の将来像の主
役である「市民・企業」は、どちらも無限の可能性を持っています。本計画では、こ
の「地域資源」と「市民・企業」とともに、これまでの取組の歩みを止めることなく、
成果を深く浸透させ、さらに進化させることが、「日本一輝いているまち」の実現に
つながると考え、第２次総合計画に引き続き、「人と自然と産業が調和しながら進化
する燕市～『日本一輝いているまち』を目指して～」を本市の将来像に掲げます。こ
の将来像の実現に向け、計画の基本的方向と基本目標を定めるとともに、目標達成に
向けた具体的な取組を戦略別計画で示します。

１ 本市の将来像

人と自然と産業が調和しながら進化する燕市
～「日本一輝いているまち」を目指して～

人と自然と産業が調和しながら進化する燕市
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２ 基本的方向と戦略体系

　コロナ禍からの早期回復

　長引くコロナ禍は、市民生活や経済、産業、まちづくりなど、様々な分野に悪
影響を及ぼしました。
　これに対し、子どもたちがいつでも帰って来られる「ふるさと燕」を守るため、
本市独自の感染症対策「フェニックス 11＋」4 を実施し、影響の緩和に努めて
きました。
　今後も、状況に応じて「フェニックス 11＋」の取組を進化させることで、社
会経済活動を一日も早くコロナ禍前の水準に回復させることを目指すとともに、
ポストコロナを見据えた取組を同時に進めていきます。

未来につながる新たな地方創生

　本計画では、急速な人口減少に歯止めをかけるとともに、地域経済・社会の活
性化や地域におけるDX、脱炭素社会の推進など、地方創生に向けた各種施策に
重点的に取り組みます。
　なお、これまで人口減少対策をはじめ、地方創生として進めてきた「第２期燕
市まち・ひと・しごと創生総合戦略」が令和４（2022）年度末に終期を迎える
にあたり、これらの取組を「第３期燕市まち・ひと・しごと創生総合戦略」とし
て本計画に包含させて推進し、地域課題の解決と魅力向上につなげます。
　また、第３期燕市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進にあたっては、国の「デ
ジタル田園都市国家構想総合戦略」の取組方針と整合性を図りながら実施します。

（1）すべての施策に共通する基本的方向

１

２

４　フェニックス11+：新型コロナウイルス感染症対策を目的とした、事業継続・雇用維持や需要喚起、生活弱者支援など
　　からなる燕市独自の事業群の名称。

（1）すべての施策に共通する基本的方向
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　SDGs の実現に向けた取組の推進

　持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）は、令和
12（2030）年までに気候変動や経済的不平等、持続可能な消費、平和など、人
類が抱える大きな課題を解決し、地球を次の世代につないでいくため、平成 27
（2015）年の国連サミットにて加盟国の全会一致で採択されたもので、17のゴー
ル・169 のターゲットにより構成されています。持続可能でよりよい世界を目
指すため、日本においても多くの行政や企業、学校、市民などがＳＤＧｓの達成
に向けた取組を進めています。
　本市においても、SDGs が目指す持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現
に向け、各施策に SDGs の要素を取り入れながら、市民が安心して生活できる
まちづくりを進めるとともに、持続可能な地域経済・社会の構築を目指していき
ます。

３

（2）戦略体系とポイント

　前項の「すべての施策に共通する基本的方向」を分野横断的に取り入れつつ、
第 2次総合計画の「3つの人口戦略」と「人口戦略を支える都市環境の整備」
を深化・進化させながら、引き続き「日本一輝いているまち・燕市」の実現に取
り組みます。

戦略１：定住人口戦略 「住みたい・働きたいと思う人を増やす」

　産業の振興、教育・子育て環境の整備、医療・福祉の充実を総合的に進め、本
市の魅力を向上させることで、燕に魅力と愛着を感じ、住みたい・働きたいと思
う人を増やします。
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◆　基本方針１　活力ある産業の振興

　引き続き、産地を支える多様な人材の確保に向け職場環境の整備等を支援する
ほか、国等の関係機関と連携し、新たに専門人材と企業とのマッチング等に取り
組みます。
　また、デジタル技術の導入等による生産性向上を支援するほか、カーボンニュー
トラルをはじめとした SDGs の取組を促進するなど産地全体の高付加価値化を
一層推進するとともに、企業間連携や新規創業の支援、新たな生産・物流拠点等
の整備などに取り組むことで、地場産業の発展と活性化を図ります。
　さらに、「儲かる農業」を目指し、農業経営の効率化や複合営農化、農産物の
ブランド化を一層推進するとともに、新たに消費者ニーズを踏まえた農産物の生
産・流通に対する戦略的・効果的な施策を展開します。

◆　基本方針２　次代につなぐ教育の推進・子育て支援

　Jack ＆ Betty プロジェクトや長善館学習塾などからなる「長善プロジェクト」
をさらに深化・進化させることにより子どもたちの個性を伸ばすとともに、「読
解力」の育成を図る授業改善や一人１台のタブレット端末を活用した個別最適な
学びを展開することで、学力向上につなげます。
　また、市内外の人から「子育てするなら燕市で」と評価されるよう、不妊治療
費や妊産婦にかかる医療費の助成をはじめとした経済的負担の軽減や、病児・病
後児保育や未満児保育の拡充といった子育てと仕事の両立支援に加え、全天候型
子ども遊戯施設を整備するなど、子育て環境のさらなる充実を図ります。
　さらに、「こども家庭センター」の開設に向けた準備を進めるなど相談支援体
制のさらなる充実を図るとともに、新たに妊娠前からのヘルスケアに取り組むこ
とで、妊娠、出産、子育てまでの切れ目ない支援を行います。

◆　基本方針３　健やかに暮らせる医療福祉の充実

　県に対し、令和５（2023）年度に開院する県央基幹病院を核とした医療体制
の充実および周産期医療体制の構築や、県立吉田病院の早期改築を要望するとと
もに、救急医療体制を強化することで、地域住民の安心につなげます。
　また、人生 100年時代の健康づくりやアクティブシニアの社会参加を支援す
るほか、新たに認知症高齢者およびその家族と支援者をつなぐ「チームオレンジ」
の設置や高齢者の権利を守る専門的な相談支援体制を構築します。
　さらに、障がいのある人へライフステージに応じた切れ目のない支援を提供す
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るとともに、新たに障がい者の生活を地域全体で支える
「地域生活支援拠点」を整備します。

◆　基本方針４　地域に根付く移住・定住の促進

　若者や子育て世代等のニーズを捉えた移住支援の充実を図り、U・I・J ターンに
つなげるとともに、移住者から長く住んでもらえるよう、移住者同士の情報交換
の場の提供や地域住民と接点をもつ機会を新たに創出するなど、効果的な移住支
援制度を検討のうえ、実施します。
　また、燕市出身で県外在住の若者に向けた情報発信や交流を行い、将来的な
Uターンにつなげます。

戦略２：活動人口戦略 「キラキラ輝く人を増やす」

　健康づくりやボランティア、地域活動などに積極的に取り組む、
キラキラ輝いている人を増やします。

◆　基本方針１　いきいきと輝く健康づくり・生きがいづくり

　引き続き、受診しやすい健診等の体制づくりを進めるとともに、
「健康づくりマイストーリー運動」や「燕市こころの健康スワロー運動」を県や
企業等と連携しながら深化・進化させるなど、心と体の健康づくりを推進します。
　また、新たに新潟県の「にいがた新世代ヘルスケア情報基盤」プロジェクトに
参画し、様々なデータを活用した効果的・効率的な保健事業に取り組みます。
　さらに、大規模改修した吉田トレーニングセンターや新たに整備したスケート
ボード場などの既存施設のさらなる活用を推進するほか、新たにサッカー場の整
備を検討します。併せて、燕市スポーツ協会と連携し地域におけるスポーツ指導
者の育成を支援するとともに、オリンピアンなどのトップアスリートによるス
ポーツ教室の開催等を通して、子どもたちのスポーツ意欲や競技力の向上を目指
します。
　加えて、若年層をターゲットとしたイベントの開催など、幅広い世代に向けて
優れた芸術に触れる機会を提供するとともに、水道の塔をはじめ歴史的価値のあ
る建造物や史料等の保存・利活用を図ります。
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◆　基本方針２　つながり、支え合う地域社会の実現

　引き続き、困難を抱えるひとり親家庭、社会的孤立状態となっているひきこも
りや経済的な困窮者の自立を支援するとともに、子ども食堂やフードバンクの活
動を支援するなど、地域全体で支え合う体制づくりを推進します。
　また、新たに成年後見制度の利用促進に向けた中核機関を設置するほか、ヤン
グケアラーの実態把握および支援方法の検討を行います。
　さらに、地域コミュニティの維持・活性化に向け、自治会運営のデジタル化を
推進するとともに、先進事例を紹介する講演会の開催や事業活動の支援等を行い
ます。

◆　基本方針 3　一人ひとりが活躍できるまちづくり

　引き続き、「燕ジョイ活動部」や「燕市役所まちあそび部」などの若者の主体
的な活動を支援するとともに、若者による活発な活動を全国に発信していきます。
　また、男性の育児休業取得や育休取得をきっかけとした家事・育児参加の促進
に加え、誰もが活躍できる職場環境改善を促進する取組を強化します。
　さらに、LGBTQをはじめとした新たな人権課題に関する教育・啓発などを行
うとともに、在住外国人の生活を支援するなど、一人ひとりが活躍できるまちづ
くりを目指します。

戦略３：交流・応援(燕)人口戦略 「訪れたい・応援したい
　　　　　と思う人を 増やす」

　観光の振興や燕のファンづくりなどにより、燕の
魅力を発信し、訪れたい・応援したいと思う人を増
やします。

◆　基本方針１　魅力あふれる観光の振興

　産業観光を核とした教育・体験旅行や、本市の産業と関わりの深い背脂ラーメ
ンなどの食文化のプロモーションに取り組むとともに、インバウンドの受入環境
を整備します。
　また、道の駅国上を中心とした国上エリアや大河津分水などの既存の自然観光
資源に新たな遊びや体験等を掛け合わせるなど、自然観光の磨き上げを行います。
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戦略４：人口戦略を支える都市環境の整備

　安全・安心に暮らせる都市環境を整備するとともに、道路や上下水道などのイ
ンフラを維持・整備し、３つの人口戦略を支えます。

◆　基本方針１　安全で安心して暮らせるまちづくり

　引き続き、市民の防災に関する知識取得を促進するとともに、地域における自
主防災組織結成や防災活動を支援します。
　また、市民の防犯意識の向上や児童・生徒の登下校時の安全確保に取り組むと
ともに、子どもや高齢者を対象とした交通安全教室の開催や高齢者の免許証自主
返納促進を継続するなど、交通安全対策を推進します。
　さらに、ごみの排出量削減に向け、フリーマーケットなどを新たに開催し、家
庭で不要となった物の再利用を推進するほか、食品ロスの削減に取り組みます。
　加えて、脱炭素社会を目指し、メガソーラー発電施設を設置するほか、公共施
設への小風力発電設備の導入などを検討します。

◆　基本方針２　つながりを活かした燕市のファンづくり

　引き続き、広域連携や都市交流などでつながりのある自治体と、各分野におい
て交流・連携することにより、相互の地域活性化を推進します。
　また、様々な情報発信ツールを活用し、本市の魅力を全国に向けて戦略的に発
信するとともに、「スワローズファン」など、本市とつながりのある人を対象と
した体験プログラムを引き続き実施し、燕市ファンの獲得につなげます。
　さらに、現在行っている燕市 PR大使と連携した本市の PR活動に加え、全国
で活躍している本市出身者や本市と関わりのある人からも本市を PRしてもらえ
る仕組みを新たに構築します。
　加えて、ふるさと納税のポータルサイトやウェブ広告等を通じた効果的なプロ
モーションを展開するなど、さらなる交流・応援（燕）人口の拡大を図ります。
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◆　基本方針２　持続可能な都市基盤の構築

　まちなかの活性化を目指し、都市機能や居住の誘導を行いながら、官民一体で
空き家・空き地の解消やマルシェ、ワークショップなどの賑わいづくりに取り組
むほか、国・県に対し、国道116号吉田バイパスや国道289号燕北道路の早期
整備完了を要望します。
　また、快適な道路環境の維持、整備を進めながら、利用者のニーズを踏まえた
公共交通運行路線の再編や新たなモビリティサービスの導入を検討するほか、統
合浄水場や下水道の整備、合併処理浄化槽への転換促進などを行います。

「第 3 次燕市行政改革推進プラン」が掲げる「持続可能な行財政運営の推進」を、
本計画では戦略 5 として位置づけます。

　引き続き、不断の事務事業の見直しを実施するほか、人口減少に即した公共施
設の保有量適正化、高い政策形成能力を持った職員の育成などに取り組みます。
　また、電子契約システム導入やキャッシュレス決済拡充をはじめとした行政手
続きのオンライン化、SNS等を活用したデジタル情報の発信強化など、行政サー
ビスのDXを推進します。

戦略５：持続可能な行財政運営の推進
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３ 戦略的シティプロモーション

　本計画に掲げる「3つの人口戦略」を推進するため、常に対象を意識した各施策の
プロモーションを積極的に行います。
　本市では、結婚、妊娠・出産、子育て、教育といったライフステージに応じた切れ
目のない様々な支援を行っています。こうした施策を戦略的に発信していくことで、
「子育てするなら燕市で」と市内外から認知してもらい、さらなる魅力度の向上につ
なげます。
　プロモーション実施にあたっては、市が発信する情報にできるだけ触れてもらえる
よう、対象者の年代や属性に応じたメディアを活用し、施策の内容やその成果などに
ついても分かりやすく伝えることで、市政への信頼の獲得と市への誇りや愛着の醸成
を図ります。
　また、市民一人ひとりからも本市の魅力や価値を SNS や口コミなどで拡散しても
らえるよう努めます。
　さらに、本市は、地場産業、自然、歴史文化、食文化など、多くの固有の資産にも
恵まれています。これらを市民とともに広く全国に発信することで、観光やふるさと
納税の寄附などを通じた交流・応援（燕）人口の拡大を図り、ひいては市外・県外か
らの移住者の増加にもつなげます。

本市におけるライフステージに応じた切れ目のない支援

結婚 妊娠 出産

妊娠前からの
ヘルスケア

つばコン de ハッピー∞
プロジェクト

子育て応援カード

子ども医療費助成

おむつ用ゴミ袋を
プレゼント

3 歳児への
視力屈折検査

子育てアプリによる
情報配信

妊産婦医療費助成つばコン de ハッピー∞

視力屈折検査
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子育て 進学
就職

就園
就学

全天候型
子ども遊戯施設

市内

戦略的シティプロモーションの全体イメージ

市民

情報発信

口コミや SNS 等で
魅力発信

情報発信

魅力・価 値を
発 掘 、強 化す
る場の提供

市外の人

市外

各
種
メ
デ
ィ
ア

燕

市

市政への
信頼

燕市の
認知度向上

ふるさと納税 燕市を
応援したい

観光 燕市へ
行ってみたい

移住 燕市に
住んでみたい

燕市への
誇りや愛着

燕市に
住みたい

住み続けたい

つばめ若者会議
燕ジョイ活動部

燕市役所まちあそび部

ファミリー・
サポート・
センター

病児保育室
「あおぞら」

つばめいと羽ばたけつばくろ
応援事業

特色ある教育

◆ 長善館学習塾
◆ Jack & Betty プロジェクト
◆つばくろロボキッズ
◆広報つばめ 子ども記者
◆燕ジュニア検定

◆読解力育成プロジェクト
◆Good Jobつばめ
◆ゆめみらいスポーツ教室
◆燕キャプテンミーティング
◆つばめっ子かるた

子育て

ファミリー・
サポート・

育児相談・講座など
◆ ハッピーベビークラブ
◆妊産婦・新生児等訪問
◆育児相談会

◆ 妊娠からの
　　子育て相談コーナー
◆オンライン子育て相談
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４ 基本目標(重要指標)および成果指標

　「基本目標（重要指標）」および「成果指標」は、前述の「基本的方向」を受けて、
本計画が目指す目標を指標として示すものです。本計画では、令和 12（2030）年
における「目標人口」を基本目標（重要指標）に設定するとともに、「出生数」、「社
会動態」および、市民意識調査によって得られる「住みやすさの評価」、「居住意向」
を基本目標の達成に向けた成果指標に設定し、進行管理を行っていくこととします。
　なお、個々の施策については、施策ごとに個別指標を設定し進行管理を行います。

　第１部 総論の「5．燕市を取り巻く社会潮流と課題」で示したとおり、本市で
は平成 12（2000）年に高齢者の数（老年人口）が子どもの数（年少人口）を
上回り、その後も少子化が続く中で生産年齢人口が順次老年人口に移行している
ことから、人口ピラミッドは少子高齢化を表す典型的なつぼ型となっています。
このような人口構造により、将来の人口減少は避けることができず、社人研推計
に準拠した推計では、令和12（2030）年の人口が 70,710 人となる見通しです。
　これに対し、定住人口戦略による「子育て支援施策」や「移住・定住施策」を
重点的に展開することで、人口減少を少しでも緩やかにすることにより、令和
12（2030）年における目標人口を推計値を上回る「71,000 人」に設定します。

（1）基本目標（重要指標）
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目標人口と推計人口および令和２（2020）年の人口ピラミッド

資料：新潟県「人口移動調査」、企画財政課調べ

※グラフの「社人研推計に準拠した推計値」は、直近の令和２（2020）年国勢調査に基づく社人研推計が本計画策定時点において未公表で
　あるため、社人研推計に準拠して燕市が独自に推計したものです。社人研による令和２（2020）年国勢調査に基づく将来推計人口は、
　令和５（2023）年中に公表予定となっているため、公表後に推計値を差し替えます。

男 女

2020年

70,000

72,000

74,000

76,000

78,000

80,000

82,000

84,000

86,000

令和 12年令和７年令和２年平成27年平成 22年平成 17年平成 12年平成７年

（人）

84,051 84,297

83,269

81,876

79,784

77,201

76,678（令和３年）

74,200

74,017

71,000

70,710

73,600
（令和８年）

73,356
（令和８年）

令和12年の目標人口：71,000人

目標人口社人研推計に準拠した推計値実績値

0-4歳
5-9 歳

10-14 歳
15-19 歳
20-24 歳
25-29 歳
30-34 歳
35-39 歳
40-44 歳
45-49 歳
50-54 歳
55-59 歳
60-64 歳
65-69 歳
70-74 歳
75-79 歳
80-84 歳
85-89 歳
90歳以上363 1,228

1,583
2,268
2,466

3,229
2,887

2,380
2,459
2,682
2,945

2,458
2,189

1,874
1,623

1,355
1,592
1,640
1,502

1,212

804
1,653

2,097
2,761
2,781
2,513
2,523

2,700
2,978

2,639

2,105
2,252

1,759
1,498

1,686
1,706
1,492
1,319
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（2）成果指標

　自然動態 ( 出生数 )

　これまで実施してきた子育て支援施策に加え、効果的な施策を新たに実施する
ことにより、社人研推計に準拠した「出生数」の推計値に対し、476 人（令和
元年から令和３年の出生数の平均値）を基準値とした各年の減少数を半分に抑え、
計画期間前半の令和５（2023）年から令和８（2026）年までは年間 472 人、
後半の令和９（2027）年から令和 12（2030）年までは年間 461 人、本計画
期間全体では年間465人の平均出生数を目指します。

１

出生数
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目標値社人研推計に準拠した推計値出生数（実績）

12年11年10年９年８年７年６年５年４年３年２年令和元
年

30年29年28年平成 2
7年

601

（人）

592

544

493
476

476

473

470
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464 459

468 465 462 460 457

454
448 443 438

483

464

476
481

令和５～８年の
平均目標値
472人／年

令和元年～３年の
出生数の平均値：

476人

令和９～12年の
平均目標値
461人／年

計画期間中平均目標値：465人

資料：新潟県「人口移動調査」、企画財政課調べ

　これまで実施してきた子育て支援施策に加え、効果的な施策を新たに実施する
ことにより、社人研推計に準拠した「出生数」の推計値に対し、476 人（令和
元年から令和３年の出生数の平均値）を基準値とした各年の減少数を半分に抑え、
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　社会動態

　これまで実施してきた移住・定住施策に加え、効果的な施策を新たに実施する
ことにより、社人研推計に準拠した「社会増減」の推計値に対し、転入転出の均
衡水準（±０人）を基準値とした各年の減少幅を半分に抑え、計画期間前半の令
和５（2023）年から令和８（2026）年までは年間▲30人、後半の令和９（2027）
年から令和 12（2030）年までは年間▲ 11人、本計画期間全体では年間▲ 20
人の平均増減数を目指します。

２

人口の社会増減
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目標値社人研推計に準拠した推計値社会増減（実績）

12年11年10年９年８年７年６年５年４年３年２年令和元
年

30年29年28年平成 2
7年

-180

（人）

-169

-246
-259

-85

-78

-38

-75 -65 -55
-45

-36
-27 -17

-9
-33 -27 -23 -18

-13 -9 -5

-16

令和５～８年の
平均目標値
-30人／年

令和９～12年の
平均目標値
-11人／年

計画期間中平均目標値：-20人

資料：新潟県「人口移動調査」、企画財政課調べ資料：新潟県「人口移動調査」、企画財政課調べ
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　住みやすさの評価

　住みたい、住み続けたいと思ってもらえるような、魅力あるまちにするために
は、市民の暮らしの質を高め、安全で安心して快適に暮らせるまちづくりを進め
ることが重要です。
　本指標は、市民意識調査にて、「あなたにとって燕市は住みやすいまちですか」
という質問を行い、経年変化を把握しているものです。
　今後も市民が住みやすいと思えるまちづくりを推進することにより、「住み
やすい」と回答した人の割合を令和８（2026）年度に 90.0％、それ以降も
90.0％の維持を目指します。

３

市民意識調査（住みやすさの評価）
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85

90

95

100

12年度…８年度…４年度３年度２年度令和元
年度30年度29年度28年度平成27

年度

87.3

（％）

86.1

83.1

86.4 86.6
89.2 89.589.4 90.090.0

住みやすい 目標値

資料：企画財政課「市民意識調査」
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　居住意向

　前項の「住みやすい」まちづくりを推進することにより、市民から「今後も住
み続けたい」と思ってもらうことで、市外への転出を極力抑えていくことも人口
減少対策として重要です。
　本指標は、市民意識調査にて、「あなたは今後も燕市に住み続けたいですか」
という質問を行い、経年変化を把握しているものです。
　市外への転出を減らすために効果的な施策を実施することにより、「住み続け
たい」と回答した人の割合を令和８（2026）年度には 88.0％、令和 12（2030）
年度には 90.0％まで上昇させることを目指します。

４

市民意識調査（居住意向）

70

75

80

85

90

95

100

12年度…８年度…４年度３年度２年度令和元
年度30年度29年度28年度平成27

年度

82.9

（％）

82.2
80.2

83.4
80.7

83.0

85.8 84.8

88.0
90.0

住み続けたい 目標値

資料：企画財政課「市民意識調査」
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５ 中期財政見通しの作成・公表

６ 計画の事業化と進行管理

　本計画に掲げる施策を着実に推進していくためには、将来にわたって持続可能な財
政運営が必要であることから、毎年度の当初予算編成に合わせて中期的な財政見通し
を作成し、毎年公表します。
　なお、この見通しは、毎年度の当初予算編成時点の推計に基づいて作成するもので
あり、その時々の社会経済情勢や国・県の動向、地方財政計画などを踏まえ、修正し
ます。

　本計画で示す戦略・施策は、毎年の予算編成で事業化した個別事業の推進により、
実現を図ります。
　また、施策ごとに設定する個別指標は、実績および実績に対する要因分析、市民意
識調査等を踏まえ、その成果を評価検証します。
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戦略1　定住人口戦略	
戦略 2　活動人口戦略	
戦略 3　交流・応援（燕）人口戦略
戦略4　人口戦略を支える都市環境の整備	
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戦略別計画の体系図

　本計画では、4つの戦略のもと、11の基本方針と 27の施策体系に基づく事業を
展開することにより、戦略の具現化を図ります。

　戦略 1　定住人口戦略

　基本方針 1　活力ある産業の振興

　基本方針 2　次代につなぐ教育の推進・子育て支援

　基本方針 3　健やかに暮らせる医療福祉の充実

　基本方針 4　地域に根付く移住・定住の促進

　施策 1　商工業の活性化

　施策 1　教育の充実

　施策 1　保健医療体制の強化

　施策 1　移住・定住希望者への支援

　施策 2　農業の振興

　施策 2　子育て支援の充実

　施策 2　高齢者福祉の充実

　施策 3　障がい福祉の充実

　戦略 1　定住人口戦略
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戦略 2　活動人口戦略

　基本方針 1　いきいきと輝く健康づくり・生きがいづくり

　基本方針 2　つながり、支え合う地域社会の実現

　基本方針 3　一人ひとりが活躍できるまちづくり

　施策 1　健康づくりの推進

　施策 1　地域福祉の推進

戦略 3　交流・応援（燕）人口戦略

　基本方針 1　魅力あふれる観光の振興

　基本方針 2　つながりを活かした燕市のファンづくり

　施策 1　着地型観光の振興

　施策 1　広域連携・都市交流の推進

　施策 2　「ふるさと燕」のファン拡大

　施策 1　若者活動の活発化

　施策 2　スポーツの推進

　施策 3　生涯学習・文化活動の充実

　施策 2　市民活動の活性化

　施策 2　誰もが活躍しやすい環境づくり

　施策 3　人権尊重・多文化共生のまちづくり
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戦略 4　人口戦略を支える都市環境の整備

　基本方針 1　安全で安心して暮らせるまちづくり

　基本方針 2　持続可能な都市基盤の構築

　施策 1　災害に強いまちづくり

　施策 1　空き家対策とまちなかの賑わいづくり

　施策 2　防犯・交通安全の推進

　施策 2　道路・公園の整備

　施策 3　良好な生活環境の保全

　施策 3　公共交通の利便性向上

　施策 4　脱炭素社会づくり

　施策 4　水道水の安定供給と汚水処理の効率化

戦略 5　持続可能な行財政運営の推進

　基本的方向（1）　財政力の向上

　基本的方向（2）　行政力の向上

　基本的方向（3）　職員力の向上

　「第3次燕市行政改革推進プラン」が掲げる「持続可能な行財政運営の推進」を、
本計画では戦略5として位置づけます。

自
治
体
Ｄ
Ｘ
の
推
進
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定住人口戦略戦略１

施策１ 商工業の活性化

現況と課題

　本市の製造品出荷額等は、平成20（2008）
年のリーマンショックをきっかけとした経済
不況から順調に回復していました。しかしな
がら、近年は感染症拡大や世界情勢の変化に
伴う原油・原材料価格の高騰といった足元の
経済動向の影響を大きく受けており、景気低
迷からの回復を早期に図っていく必要があり
ます。
　さらに、急速な少子高齢化の進行による生産
年齢人口の減少が見込まれ、本市の基幹産業であるものづくりの現場では、人材不
足が深刻な問題となっています。また、経営者や技術者の高齢化による廃業・離職
も相まって、事業継続や技術継承が困難となっている状況も見受けられます。
　このため、キャリア教育や平成 29（2017）年から開始したインターンシップの

積極的な受入等に引き続き取り組むほか、多様
な人材が活躍できる職場環境の整備等を通じ、
人材確保に一層力を入れて取り組むとともに、
事業資産・技術を次代へ継承していくための
支援体制を充実していく必要があります。
　同時に、近年におけるデジタル化進展の波
を捉え、デジタル・AI 技術を活用した自動化・
省力化等による生産性の向上や新たなビジネ
スモデルの構築も求められています。

市内企業での大型機械による
プレス加工の様子

市内企業でのタブレット端末で
設計図面を確認する様子

活気ある産業の振興
基本方針１
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　また、これまで国内外の見本市出展や東京 2020 オリンピック・パラリンピック
競技大会での燕製カトラリー採用などを通して、本市の高い技術力を広く発信してき
たところですが、今後は SDGs 経営 5 によるカーボンニュートラルへの貢献等、中長
期的視点に立ったブランド力強化や高付加価値化による競争力の強化に一層取り組ん
でいくことが必要です。
　一方、ものづくり産業とともに本市の経済を支えてきた卸売業は、魅力的な地場産
品を販売する産地問屋から、地場産品のみならず国内外の多様な製品を一堂に集めて
国内外へ送り出す集散地問屋へと発展を遂げています。多くの雇用を生み出し、地域
経済を牽引している卸売業のさらなる活性化や基盤整備に向けた支援も重要となって
います。
　また、市民生活に欠かすことのできない存在であった商店街は賑わいを失いつつあ
るものの、経営努力により魅力ある商品づくりに取り組む商店主のほか、新規出店す
る若者や移住者が現れ、新たな活力が芽吹き始めています。引き続き商工団体等と連
携し、こうした動きを面的に広げていく必要があります。
　併せて、コロナ禍を契機としたテレワーク等の新しい働き方の広がりを受け、デザ
インや IT 関連業種をはじめとする域外企業が、令和 3（2021）年・4（2022）年
に市内で整備したイノベーション拠点（シェアオフィス）へ進出する動きが見られま
す。今後は、域外企業の市内での立地・創業や市内企業との連携を促進し、新たな事
業創出へつなげていくことも重要です。
　さらに、これら様々な企業の成長を支えるため、関係機関の理解を得ながら土地利
用方針の再構築を図り、企業の立地ニーズを捉えながら、新たな生産・物流拠点の整
備に向けた取組を進めていくことも必要となります。

５　SDGs 経営：SDGs の理念を活かし、持続可能な企業経営を進めること。
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製造品出荷額等
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4,261

（億円）

資料：経済産業省「工業統計調査」

事業所数
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資料：総務省「経済センサスー基礎調査」、総務省・経済産業省「経済センサスー活動調査」再編加工
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◆　足元の景気低迷からの早期回復に向け、社会経済情勢の変化に合わせた各種施策
を随時展開します。

◆　技術基盤の維持・強化に向け、多様な人材が活躍できる職場環境の整備や、技術・
事業の承継に必要な支援を行います。

◆　生産性向上や新たなビジネスモデル構築に向け、デジタル・AI 技術の導入を支
援します。

◆　燕産地全体の高付加価値化に向け、ブランド力の強化や、SDGs への取組を推進
します

◆　卸売業・商業を活性化させるため、商工団体等との連携により販路開拓や顧客獲
得を支援します。

◆　新たな事業の創出や創業を促進するため、イノベーション拠点（シェアオフィス
　　等）を活用した企業間連携を推進します。

◆　市内および域外企業の立地を促進するため、立地ニーズ等の情報収集と立地支援
を行うとともに、地域の特性や強みを生かした域外企業の誘致を推進します。

1．多様な人材の活躍促進

多様な人材が適材適所で活躍できるよう、職場環境の整備や福利厚生の充実に
取り組む企業を引き続き支援するとともに、多様な働き方の導入や職業能力の開
発等の取組をさらに促進します。
また、人材の確保・定着を図るため、引き続き大学や企業との連携によるイン
ターンシップを行うほか、新たに専門人材と企業とのマッチング等に取り組みま
す。

施策の方向性

主要施策
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2．技術基盤の維持・強化

これまで培ってきた高い技術力が将来にわたり継承されるよう、商工団体や金
融機関等とのネットワークを強化するとともに、技術保有者の育成や事業承継の
支援に取り組みます。

3．生産性向上と高付加価値化

製造業・卸売業における技術の高度化や物流の効率化等を図るため、デジタル・
AI 技術の導入や、新たなビジネスモデルの構築などを一層推進します。
また、ブランド力の強化を図り、産地全体の高付加価値化を目指すため、様々
な機会を捉えて本市の高い技術力を国内外へ発信するほか、市独自の品質管理規
格「TSO」やカーボンニュートラルをはじめとした SDGs 経営をさらに推進し
ます。

4．販路開拓・顧客獲得の支援

商工団体等との連携により、「燕三条トレードショウ」、「青空即売会」等を通
じた卸売業の活性化を引き続き促進します。
また、「ツバメルシェ」をはじめとするイベントの開催や各種支援金等を通し
て個々の商店が持つ可能性を引き出し、商業の振興を図ります。

5．新たな事業の創出や創業の支援

県央基幹病院との連携による医療機器産業への参入など、既存技術を活かした
新たな産業育成の支援を継続します。
また、市内各所に整備されたイノベーション拠点等を活用した、市内外企業間
の連携によるオープンイノベーション 6をより一層推進することで、新たな事業・
製品の創出や創業を活発化させます。

６　オープンイノベーション：製品開発や技術改革等において、自社以外の企業や組織等がもつ知識や技術を取り込んで、
　　自前主義からの脱却を図ることをいう。
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6．立地環境の整備

市内企業の成長・発展や域外企業の移転ニーズ等に迅速に対応するため、引き
続き積極的な情報収集と支援制度の充実に努めるとともに、農業政策との調整を
図りながら、新たに生産・物流拠点等の整備を目指します。

　　地域未来投資促進法に基づく燕市基本計画

施策の達成目標

関連する個別計画等

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

製造品出荷額等
経済産業省「工業統計調査」

4,261 億円
（R元年） 4,300 億円 4,300 億円

事業所・従業員数が減少して行く中、計画期間において、
基準値の維持を目指す。

製造業付加価値額
経済産業省「工業統計調査」

1,405 億円
（R元年） 1,400 億円 1,400 億円

事業所・従業員数が減少して行く中、計画期間において、
基準値の維持を目指す。

卸・小売業年間商品販売額
総務省「経済センサス-活動調査」

2,699 億円
（H28年） 2,700 億円 2,700 億円

事業所・従業員数が減少して行く中、計画期間において、
基準値の維持を目指す。

法人開業数（累計）

87件
（R3年度） 440件 800件

計画期間において、毎年度、基準値と同数の開業を目指す。
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施策２ 農業の振興

現況と課題

　約 100年前（大正 11（1922）年）に通水した大河津分水路と、信濃川がもたら
した肥沃な大地の恩恵を受ける本市には、「米どころ新潟」を支える田園地帯が広がっ
ており、稲作を中心に野菜や果樹などの生産も盛んに行われています。しかし、近年、
米消費量の減少や米価の下落による農業所得の減少が続いていることに加え、農業従
事者の高齢化や後継者不足などが進行し、離農する経営体が増加傾向にあります。
　水稲を基幹作物とする本市において、「職業としての農業」をより魅力あるものとし、
担い手を確保していくためには、経営の効率化に加え、付加価値の高い園芸作物の導
入による複合営農化や、ブランド化をはじめとした販売価格の向上等により、農業所
得の向上を図っていく必要があります。
　これまで水稲については、経営体の体質強化を図るべく、農地集積・集約化を支援
し、農業経営の効率化を推進するとともに、農作業の省力化やコスト低減を実現する
先進技術（ドローン、ICT 等）導入への支援や減農薬・減化学肥料のコシヒカリであ
る「飛燕舞」や「つば九郎米」のブランド化を進めてきました。
　一方、園芸作物を導入した複合営農については、水田フル活用ビジョン推進作物補
助金により園芸作物の作付面積の拡大を図り、中でも、県内2位の生産量を誇る「も
とまちきゅうり」のブランド化に取り組んできたところです。
　引き続き、経営体の安定的な基盤強化を促進するとともに、「飛燕舞」「つば九郎米」
「もとまちきゅうり」の認知度向上や新規販売チャネル 7 の開拓によるブランドの定
着・浸透を図るほか、新たな園芸作物のブランド化など、付加価値の高い農産物づく
りを目指す必要があります。
　さらに、令和 4（2022）年 1月に新たに設置した燕市農業振興協議会での検討を
通じ、消費者の視点に立った戦略的・効果的な農産物の流通・販売に取り組むことで、
「儲かる農業」を目指していくことも重要です。
　加えて、農業の持続的な発展と農業の有する多面的機能を発揮するため、環境保全
型農業の推進も求められています。現状では、手間やコストが大きく、普及には至っ
ていませんが、地球温暖化防止や生物多様性保全と農業の生産性向上の両立を推進す
ることが、農産物の付加価値向上、産地の差別化につながるという視点をもって取り
組んでいく必要があります。

７　販売チャネル：商品やサービスを販売するための場所や方法、流通するための経路のこと。
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農業経営体　組織形態別経営体数

農作物販売金額規模別農業経営体数

年齢別基幹的農業従事者数

資料：農林水産省「2020年農林業センサス」

農業
経営体

法人化している
法人化
していない

小計 農事組合
法人 会社 個人

経営体

平成27年 1,418 21 14 7 1,397 1,377

令和 2年 1,159 26 18 8 1,133 1,128

増減数 ▲ 259 5 4 1 ▲ 264 ▲ 249

増減率（％） ▲ 18.3 23.8 28.6 14.3 ▲ 18.9 ▲ 18.1

（経営体）

（経営体）

（人）

計 販売なし 50万円
未満 50～ 100 100～ 500 500～

1,000
1,000 万円
以上

平成 27年 1,418 26 105 145 895 170 77

構成比（％） 100.0 1.8 7.4 10.2 63.1 12.0 5.4

令和 2年 1,159 16 54 93 682 198 116

構成比（％） 100.0 1.4 4.7 8.0 58.8 17.1 10.0

増減数 ▲ 259 ▲ 10 ▲ 51 ▲ 52 ▲ 213 28 39

増減率（％） ▲ 18.3 ▲ 38.5 ▲ 48.6 ▲ 35.9 ▲ 23.8 16.5 50.6

計 15～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65～69歳 70歳以上

平成 27年 1,898 62 69 178 309 384 896

構成比（％） 100.0 3.3 3.6 9.4 16.3 20.2 47.2

令和 2年 1,441 37 59 82 170 323 770

構成比（％） 100.0 2.6 4.1 5.7 11.8 22.4 53.4

増減数 ▲ 457 ▲ 25 ▲ 10 ▲ 96 ▲ 139 ▲ 61 ▲ 126

増減率（％） ▲ 24.1 ▲ 40.3 ▲ 14.5 ▲ 53.9 ▲ 45.0 ▲ 15.9 ▲ 14.1
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◆　農業経営の効率化と担い手の確保を図るため、経営体の農地集積や生産性向上を
支援します。

◆　農産物のブランド化を推進するため、さらなる流通拡大と産地化を支援します。

◆　「儲かる農業」を目指し、消費者ニーズを踏まえた農産物の生産・流通・販売戦
略を具体化します。

◆　脱炭素社会に対応した環境保全型農業と生産性向上の両立を推進します。

1．農業経営の効率化と担い手の確保

ほ場などの基盤整備をさらに進め、農地の集約化・大規模化を図るほか、先進
技術の導入による省力化・効率化を一層推進します。

2．ブランド化の推進と農業所得の向上

燕市産米「飛燕舞」や「つば九郎米」のブランド定着、新規販売チャネルの開
拓を引き続き推進します。また、「もとまちきゅうり」のさらなる流通拡大を図
るほか、新たなブランド農産物である「桃太郎（ト
マト）」「十全（なす）」などのモデル生産者を育成し、
産地化を支援します。
加えて、付加価値の高い園芸作物として「えだま
め」と「たまねぎ」の作付け誘導を一層推進します。

3．消費者ニーズを捉えた農産物の生産・流通・販売の促進

消費者ニーズを捉えた多様な販路の開拓を目指し、市内商工業者等との連携に
より、新たに農産物の生産・流通・販売戦略を具体化します。
また、飲食店と農業者の連携による地消地産の取組を引き続き推進します。

施策の方向性

主要施策

燕市で生産された農産物



52

4．脱炭素社会に向けた取組と生産性向上の両立

環境保全型農業や機械設備の省エネルギー化といった脱炭素社会に対応した取
組を支援するとともに、ICT 等を活用したスマート農業を一層推進します。

　　燕市農業再生協議会水田収益力強化ビジョン

施策の達成目標

関連する個別計画等

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

担い手農家への農地集積率

74.3％
（R3年度） 80.0％ 90.0％

新潟県「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」に
基づき、計画最終年度までに90.0％を目指す。

30 アール区画以上のほ場
整備率
新潟県「新潟県の水田整備状況（R3年）」

69.3％
（R3年度） 70.3％ 71.3％

新潟県全体の整備目標に基づき、計画最終年度までに 2ポ
イントの進捗を目指す。

ブランド米の販売実績

33.2t
（R3年度） 36.0t 38.0t

計画期間において、年0.5t の増加を目指す。

もとまちきゅうりの販売額

9,832 万円
（R3年度） 1億 1,000 万円 1億 2,200 万円

計画期間において、年3％の増加を目指す。

えだまめの販売額
農林水産省「2020農林業センサス」

1,664 万円
（R2年度） 1,750 万円 1,900 万円

計画期間において、年2％の増加を目指す。

たまねぎの農業産出額
農林水産省「市町村別農業産出額デー
タベース」

3,000 万円
（R2年度） 3,240 万円 3,480 万円

計画期間において、年2％の増加を目指す。
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　本市は、平成 20（2008）年に「教育立市」を宣言し、市民と一体となった教育
を展開することにより、自分の持てる力を活かそうとする意欲や郷土を愛する心を
培い、人間性豊かで生きる力がみなぎる子どもを育てる教育を推進してきました。
　現在は、人口減少や少子高齢化の進行、社会全体のグローバル化・デジタル化の
進展などが、次代を担う子どもたちを取り巻く環境に多大な影響を及ぼしています。
こうした状況に柔軟に対応し、自ら道を切り拓いていく「生きる力」を育成していく
ために、本市では、「長善プロジェクト」として、生きた英語を学ぶ「Jack ＆ Betty
プロジェクト」やリーダーとしての資質を養う「長善館学習塾」、「燕キャプテンミー
ティング」といった人材育成プログラムを推進してきました。
　また、子どもたちのアイデンティティ形成において郷土学習が有用であることか
ら、「燕ジュニア検定」や「つばめっ子かるた」などを通してふるさと燕への誇りと
愛着を育んできました。さらに、「Good
Job つばめ」等のキャリア教育にも継続的
に取り組むとともに、令和 3（2021）年
度からは、すべての学びの土台となる「『読
解力』育成プロジェクト」を新たにスター
トさせるなど、知・徳・体のバランスのと
れた、燕市らしい特色ある教育を推進して
きたところです。
　しかしながら、児童生徒を対象に行った
アンケート調査では「授業が分かる」と回
答した割合がどの学年でも高い一方で、学年が進むにつれ、「分かる」ことが学力検
査等の結果に表れていない傾向にあります。
　そこで、すべての学びの土台となる「読解力」の育成を図るための授業改善を一
層進めるとともに、「燕市GIGAスクール構想」に基づく一人 1台のタブレット端末

教科書を正しく読み取り、友だちと交流しながら、
課題を解決する授業の様子

施策１ 教育の充実

現況と課題

次代につなぐ教育の推進・子育て支援
基本方針２
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を活用した個別最適な学びと協働的・探究的な学びを展開し、子どもたち一人ひとり
の学力向上につなげていく必要があります。
　さらに、保育・幼児教育から学校教育、学校での学習から家庭での学習といった、
学びの連続性を重視した教育を推進していくことも重要です。
		加えて、グローバル化の進展や共生社会の実現に向けた社会の変化を捉え、国籍や
人種、年齢、性別、障がいの有無、価値観など、多様な他者を理解し、認め合うこと
のできる豊かな心を育成していくことも重要です。また、いじめに対する組織的対応
に重点的に取り組んでいるところですが、引き続き子どもたちの心の変化を捉え、丁
寧に対応していく必要があります。
　併せて、教育的支援を要する児童生徒が増加傾向にあることから、令和4（2022）
年度から学校介助員を増員するなど特別支援教育の充実を図ってきました。今後も障
がいの有無によらず、子どもたち一人ひとりがその状況に応じた適切な教育を受けら
れるよう、新たに燕市内に設置が検討されている県立特別支援学校等の関係機関と連
携し、教育環境を一層整備していくことが求められています。
　また、改訂を行った「燕ジュニア検定」や、大河津分水、長善館、地場産業といっ
た本市が誇る様々なコンテンツを活用した郷土学習やキャリア教育を一層充実させる
とともに、子どもたちが将来にわたって健康的に生活していくために大切な生活習慣
の定着を目指し、学校や園と家庭、地域の連携を一層深め、一体となって教育に取り
組む体制を構築していくことが重要です。
　一方で、少子化による児童生徒数の減少が進む中、一部の小学校は、将来的に複式
学級を伴う小規模校となることが見込まれます。このため、地域の実情を踏まえつつ、
子どもたちにとって望ましい教育環境の在り方について、引き続き検討していく必要
があります。
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全国学力・学習状況調査の平均正答率（％）

資料：文部科学省 国立教育政策研究所「全国学力・学習状況調査」【実施概況】（令和4年度）

教研式標準学力検査 NRT 偏差値平均

資料：教研式標準学力検査 NRT【今年度の様子】（令和4年度）

◆　豊かな心と健やかな体を育みます。

◆　多様性を認め合い、生涯にわたって学び続ける力を育みます。

◆　「ふるさと燕」への誇りと愛着を醸成し、アイデンティティの形成と地域への貢
献意識を育みます。

◆　学校や園・家庭・地域の連携を強化し、子どもたちの学びや育ちを支えます。

◆　信頼される学校づくりを推進します。

小学校6年生 中学校 3年生

国語 算数 理科 国語 数学 理科

燕市 64 64 62 69 48 48

新潟県 66 62 63 68 50 49

全国 65.6 63.2 63.3 69.0 51.4 49.3

小学校 中学校

国語 算数 国語 数学 英語

1年生 50.1 50.1

2 年生 52.1 52.5 50.4 48.6 48.4

3 年生 53.1 52.3 48.6 47.0 47.3

4 年生 52.5 53.1

5 年生 51.5 51.2

6 年生 50.9 52.4

施策の方向性
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1．健康でたくましい心身と社会性を育む教育の推進

子どもたちの健康的な生活習慣の定着を目指し、園での生活や小中学校での指
導に加え、家庭・地域と連携した教育や支援に引き続き取り組みます。
また、学校教育全体を通じて行う道徳教育や人権教育等による体験活動等を通
した社会性の醸成に引き続き取り組みます。
さらに、いじめの未然防止と早期発見のため、子どもの本音を引き出すアンケー
トの工夫や、令和4（2022）年度に増員したスクールソーシャルワーカーやスクー
ルカウンセラーによる相談体制の充実を図ります。

2．学びの土台となる「読解力」と時代の変化に対応した能力の育成

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、すべての学びの土台となる「読解力」
を育成するためのさらなる授業改善に取り組み、一人ひとりの学力を向上させる
とともに、ICT 環境整備をはじめとした学習環境の整備に努めるなど、日々進化
する情報社会において、生涯にわたり自律的に学び続ける子どもを育みます。
また、県が燕労災病院跡地に特別支援学校の設置を検討していることを捉え、
その実現に向け市としても必要な協力を行うとともに、当該施設の利活用を図る
など、一人ひとりの個性と能力を伸ばす特別支援教育にも継続して取り組みます。

3．ふるさと教育の推進

「燕ジュニア検定」や「つばめっ子かるた」をはじめとする本市固有の魅力や
特色を活かした郷土学習により、「ふるさと燕」への誇りと愛着の醸成に引き続
き取り組み、アイデンティティ形成を図ります。
また、「Jack ＆ Betty プロジェクト」や「長善館学習塾」、「つばくろロボキッ
ズ教室」といった本市独自の教育プログラムを深化・進化させて実施するほか、
「Good Job つばめ」等のキャリア教育や SDGs を捉えた教育等を通して、社会
や地域に貢献し、さらには世界で活躍できる人を育みます。

主要施策
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4．地域ぐるみで子どもたちの学びや育ちを支える体制づくり

家庭・地域における実情や特性等を踏まえながら、子どもたちにとってより良
い教育環境の整備に努めるとともに、市内全小中学校にコミュニティ・スクール 8

を導入し、学校・家庭・地域が一体となった特色ある教育を進めます。
また、中学生の多様なスポーツ・文化活動の機会を確保するため、地域が運営
主体となる持続可能な課外活動の環境整備について、市内の各スポーツ・文化活
動の現状を踏まえながら進めます。

5．チーム学校の推進

子どもや家庭、地域からの信頼を得るため、学校のマネジメントを強化し、組
織として教育活動に取り組む体制を整備するとともに、教職員一人ひとりが子ど
もたちと向き合い、心を通わせた教育活動を推進するための働き方改革に取り組
みます。

８　コミュニティ・スクール：学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めてい
　　くことができる制度。
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施策の達成目標

　　燕市学校教育基本計画

関連する個別計画等

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

偏差値平均 50 以上の中学
1年生から 3年生の教科の
数（国語、数学、英語）
※中学 1年生の英語を除く
全8教科
教研式標準学力検査 NRT

2 教科 ( 中 1)
1 教科 ( 中 2)
0 教科 ( 中 3)
計 3教科
（R4年度）

6教科 8教科
（全教科）

計画期間最終年度までに全教科での偏差値平均50以上を目
指す。

「課題の解決に向けて、自分
で考え、自分から取り組ん
でいた」と回答した児童生
徒の割合

小学校88.9％
中学校 89.3％
（R4年度）

小・中学校90.0％ 小・中学校 91.0％

計画期間最終年度までに小・中学校91.0％を目指す。

「学校を信頼して子どもを通
わせることができている」
と回答した保護者の割合

小学校96.9％
中学校 92.9％
（R4年度）

小学校 97.0％
中学校 93.0％

小学校 98.0％
中学校 94.0％

計画期間最終年度までに小学校98.0％、中学校94.0％を目
指す。
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施策２ 子育て支援の充実

現況と課題
　急速な人口減少が進行する中、核家族化の進行や共働きの増加、価値観の多様化な
どにより、子育て環境は大きく変化しており、妊娠、出産、子育てに対する不安やス
トレス、負担を感じる人が多くなっています。このため、育児や子育てに不安をもつ
保護者とともに考え、子どもたちが健全な成長を遂げられるように発達段階に応じた
教育相談を実施し、家庭や地域の子育てを支援する必要があります。
　さらに、若い世代の未婚化・晩婚化も相まって、本市の 1年間の出生数は、平成
30（2018）年以降500人を下回る状況が続いています。合計特殊出生率についても、
平成30（2018）年以降、国や新潟県の数値を下回り、令和2（2020）年では 1.29
となっています。
　若い世代の未婚化・晩婚化は、「異性と出会うきっかけが少ない」ことが主な原因
の一つとされていることから、本市では、平成 27（2015）年から、男女の出会い
の場を創出することを目的としたイベントを企業や民間団体との協働により開催し
ています。令和 3（2021）年までに 100組を超えるカップル成立、14組の成婚に
結びついており、引き続き官民連携による出会いの支援に取り組んでいく必要があ
ります。
　また、妊娠、出産、子育てへの不安の軽減に向け、両親学級や訪問指導、産後ケ
ア事業などを通して、妊産婦の心身の負担軽減や産後うつ予防などを行ってきたほ
か、令和 2（2020）年度からは子育て相談
窓口を一元化するとともに、子育てコンシェ
ルジュの育成・配置、子育てアプリによる
情報配信、オンライン育児相談の導入など、
妊娠・出産・子育てに関する切れ目のない
相談支援体制の整備を進めています。
　加えて、不妊・不育治療に係る費用の一
部助成や妊産婦・子どもに対する医療費助
成のほか、令和 4（2022）年度から不妊治
療費を全額助成に拡充するなど、経済的負
担の軽減にも取り組んできました。
　今後は、関係機関との連携による妊娠前からのヘルスケアに新たに取り組むほか、
妊娠から出産、子育てに渡るきめ細かな情報提供や相談支援のさらなる充実を図る
とともに、第二子以降の出生率と相関性のある男性の育児参加を促進する取組を強

両親学級での沐浴体験の様子
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化していく必要があります。
　さらに、子育てと仕事の両立を支援するため、病児・病後児保育や未満児保育の拡
充のほか、特別な配慮を要する子どもの受入れ増加に伴う合理的配慮 9など、子ども
が安心して過ごすことができる保育サービスの提供が求められています。
　加えて、共働き世帯の増加と核家族化の進行、保護者のニーズの多様化により、放
課後児童クラブへのニーズが増加しているほか、ひとり親家庭等を対象に行った「心
配ごと等に関するアンケート」によれば、子どものことで「心配していること」とし
て、「進路・将来」、「教育費」、「学力」が多く挙げられていることから、家庭環境やニー
ズを捉えた支援を検討する必要があります。
　併せて、天候に左右されず子どもたちが体を使って伸び伸びと遊ぶことが出来る全
天候型の遊戯施設を整備し、「子育てするなら燕市で」と評価されるよう、子育て環
境のさらなる拡充を図っていく必要があります。

出生数

450
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550
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700

令
和
3
年

令
和
2
年

令
和
元
年

平
成
30
年

平
成
29
年

平
成
28
年

平
成
27
年

平
成
26
年

平
成
25
年

平
成
24
年

平
成
23
年

平
成
22
年

（人）

636
621

630
640

600 601 592

544

493
483

464
481

資料：新潟県「人口移動調査」

９　合理的配慮：障がいのある人が、障がいのない人と同じように行動したりサービスの提供を受けたりすることができ
　　るよう、周りの人が、過度の負担にならない範囲で、それぞれの違いに応じた対応をすることをいう。
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◆　地域全体で男女の出会いを総合的に支援します。

◆　安心して子どもを産み育てることができるよう、経済的負担の軽減や子育て環境
の充実を図ります。

◆　子どもを育てることと働くことの両立を支援します。

◆　妊娠、出産、子育てといったライフステージに応じた切れ目のない支援を行います。

施策の方向性

合計特殊出生率

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

1.45

1.50

1.55

1.60

全国新潟県燕市

令和2年令和元年平成30年平成 29年平成 28年平成 27年平成 26年平成 25年平成 24年平成 23年

1.34

1.53

1.43

1.51

1.41 1.41

1.46

1.34 1.34

1.29

資料：新潟県「人口動態統計 (確定数 )」
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1．男女の出会いの場の創出と若い世代のライフデザイン支援

官民連携による「男女の出会いの場」の創出に引き続き取り組むとともに、市
内企業に対し「出会い応燕団」への登録を促進しながら、地域全体で婚活支援に
向けた気運の醸成を図ります。
また、イベントでのカップル成立から成婚につなげる支援等の拡充を検討する
とともに、若い世代のライフデザイン形成に向けた情報発信に新たに取り組みま
す。

2．子どもを望む夫婦への支援強化

妊娠前からのヘルスケア（プレコンセプションケア 10）に新たに取り組むこと
で、ライフデザインの形成につなげるとともに、女性の健康と妊娠・出産の希望
の実現に向けて支援します。
また、不妊・不育症治療の普及啓発に努めるほか、妊娠・出産における精神的
負担の軽減や、不妊治療費の全額助成等により経済的負担の軽減を図り、早期に
不妊治療に取り組めるよう支援します。

3．妊娠、出産、子育てへの切れ目のない支援体制の構築

ハッピーベビークラブ（妊婦学級・両親学級）や相談会などを通して、妊娠時
から夫婦で子育てをしていく意識を醸成していきます。
また、オンライン育児相談や「妊娠からの子育て相談コーナー」における切
れ目のない相談体制の継続に加え、「こども家庭センター 11」の令和 6（2024）
年度開設に向けた準備を進め、関係機関と連携した相談支援体制の強化を図り、
ライフステージに応じた必要な支援につなげます。

主要施策

10　プレコンセプションケア：プレ（pre）は「～の前の」、コンセプション（conception）は「妊娠・受胎」のことで、
　　 女性やカップルを対象に将来の妊娠のための健康管理を促す取組のことをいう。本人の健康寿命の延伸に加え、妊娠・
　　 出産を希望する女性の不妊症予防と健康な妊娠・出産、将来生まれてくる子どもの健康につながることが期待される。
11　こども家庭センター：全ての妊産婦・子育て世帯・子どもに一体的な相談支援を行う機能を有する機関のこと。
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4．安心して子どもが過ごせる子育て環境の充実

特別な配慮を要する子どもへの支援体制の整備や保育士の人材育成を進めるな
ど、保育サービスの充実を図ります。
また、保護者ニーズの多様化に対応するため、「なかまの会」の児童クラブ化
を進めるとともに、子どもの進路・将来や学力への不安軽減に向けた学習環境の
整備など、家庭環境等を踏まえた子育て支援サービスの一層の推進を図ります。
さらに、令和 6（2024）年度中にオープン予定の全天候型子ども遊戯施設を
はじめ、地域の特性や特色などを活かしながら子どもたちが健やかに成長してい
くための環境整備に努めます。

5．子育てと仕事の両立支援

病児・病後児保育の継続や未満児保育の拡充など、「働きながら子育てしやす
いものづくりのまち」に向けた両立支援の充実に努めます。

6．子育て世帯の経済的負担の軽減

妊産婦や子どもに対する医療費助成の充実や、つばめ子育て応援カード事業等
による子育て世帯への各種支援により、子育て世帯が安心して子どもを生み育て
られるよう経済的負担の軽減を図ります。
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施策の達成目標

　　燕市子ども・子育て支援事業計画
　　燕市学校教育基本計画

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

子育て支援に対して満足と
答えた人の割合
（25～ 49歳）
市民意識調査

48.4％
（R4年度） 50.0％ 55.0％

計画期間最終年度までに55.0％を目指す。

本市主催の婚活イベントに
よる成婚数（累計）

14組
（H27～ R3年度） 18組 24組

計画期間最終年度までに24組の成婚を目指す。

不妊治療費助成事業により
出生につながった数（累計）

232人
（H23～ R3年度） 400人 550人

計画期間において、年約40人の出生を目指す。

関連する個別計画等
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　本市では、関係医師会との連携により、休日在宅当番医、西蒲原地区休日夜間急
患センター、県央医師会応急診療所において、充実した初期救急体制を市民に提供
しています。
　一方で、本市をはじめ三条市、加茂市、田上町、弥彦村で構成する県央医療圏では、
近年の医師不足等の影響から圏域内に高度・専門的医療に対応できる医療機関が少
なく、救急搬送の受入体制が必ずしも整っていない状況となっています。
　その結果、県央医療圏の圏域外搬送率は、令和 2（2020）年では 25.2％と県内
の他の医療圏と比較し突出して高く、重症のみならず、中等症や軽症患者の一定数
が圏域外へ搬送されているといった深刻な実態にあります。
　同時に、高齢化の進展等に伴い救急件数のさらなる増加が予想されることから、
保健所、医師および消防等で構成する県央地域救急懇談会を通じて、圏域の救急受
入体制の強化や救命率の向上など救急活動のさらなる充実が求められています。
　また、県央地域の分娩取扱施設は三条市の 3施設のみであり、本市唯一の分娩取
扱施設が休止していることから、市内で出産できないことが市民の大きな不安要因
となっています。加えて、県央地域には分娩リスクの高い出産に対応できる医療体
制が整っていないことも相まって、地元でいつでも安心して出産できる周産期医療
体制の構築が望まれており、県に対して定期的な要望活動を行ってきました。
　今後、県央地域の医療は再編され、令和 5
（2023）年度に開院する県央基幹病院を核に
圏域の救急医療・専門医療の体制は充実・強
化される計画となっています。その計画に基
づき、医師や看護職員等の確保が着実に行わ
れ、周産期医療体制の構築も含めて地域住民
が安心できる医療体制が整備されるよう、県
への要請を継続していくことが必要です。

施策１ 保健医療体制の強化

現況と課題

県央 5 市町村長による県知事要望の様子

健やかに暮らせる医療福祉の充実
基本方針３
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　また、県立吉田病院については、新たな指定管理者の下、現行診療科目を基本とし
つつ、地域密着型病院として高齢者医療の中心的役割を担うことが期待されています。
現在、同病院は老朽化が進み、耐震基準も満たしていないことから、一日も早く改築
を行うとともに、公設民営のメリットを最大限に生かした病院運営が行われるよう要
請していくことが必要です。
　なお、県央医療圏における医師や看護職員等の確保および地元定着には、県や関係
市町村との協力が不可欠です。

医療圏別の救急搬送の状況（令和 2 年）

資料：新潟県地域医療政策課調べ（令和3年）

 医療圏別の救急告示病院における勤務医数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料：新潟県「新潟県病床機能報告」

県央 下越 新潟 中越 魚沼 上越 佐渡 合計

救急
搬送件数 7,470 7,396 35,430 15,098 6,829 9,793 2,415 84,431

うち域外
搬送件数 1,880 305 1,493 146 465 127 17 4,433

域外
搬送率 25.2％ 4.1％ 4.2％ 1.0％ 6.8％ 1.3％ 0.7％ 5.3％

平成 20年 平成 25年 平成 30年

県央 140.1 145.0 139.8

下越 155.0 172.6 159.7

新潟 983.5 1,192.6 1,350.7

中越 382.3 443.0 478.5

魚沼 184.9 139.9 181.2

上越 256.5 269.0 298.5

佐渡 54.4 60.7 68.7

（件）

（人）



ୈ
3
෦

ઓ
ུ
�

66 67

医療圏別の人口 10 万人対就業看護職員数（令和 2 年 12 月 31 日現在）

資料：新潟県「看護関係者の現状」（令和3年度）

医療圏別構成市町村

◆　地域住民が安心できる救急医療体制の強化を図ります。

◆　県央基幹病院における ER救急医療体制 12 や周産期医療体制の整備、医師や看護
職員等の確保が着実に行われるよう、引き続き県や関係市町村と協力して取り組
みます。

◆　持続可能な医療体制が構築されるよう、看護職員の確保および地元定着の促進を
図ります。

◆　切れ目のない医療提供体制が構築されるよう、県や関係市町村と協力し、県立吉
田病院の早期改築と地域密着型病院としての機能の充実に取り組みます。

（人）

県央 下越 新潟 中越 魚沼 上越 佐渡

1,107.4 1,331.4 1,468.3 1,390.5 1,350.9 1,383.5 1,428.0

医療圏名 構成市町村

県央 三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村

下越 村上市、新発田市、胎内市、聖籠町、関川村、粟島浦村

新潟 新潟市、阿賀野市、五泉市、阿賀町

中越 長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村

魚沼 魚沼市、南魚沼市、十日町市、湯沢町、津南町

上越 上越市、妙高市、糸魚川市

佐渡 佐渡市

施策の方向性

12　ER救急医療体制：ER（Emergency Room）救急医療体制のことで、重症度、傷病の種類、年齢に関係なく、基本的に
　すべての救急患者の初期診療を行い、病態に応じた専門医師による適切な治療に安全に引き継ぐ診療体制をいう。
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1．救急医療体制の強化

保健所、医師および消防等で構成する県央地域救急懇談会を通じて、県央医療
圏の救急医療体制の充実強化と圏域外搬送の減少に継続して取り組みます。
また、救急救命士の計画的な養成や救急隊員の教育訓練等を今後も実施するこ
とで、質の高い適切な救急搬送に努めるとともに、市民への救急講習等を通じて、
引き続き応急手当の普及啓発を図ります。

2．県央基幹病院開院による医療提供体制の充実

持続可能な医療体制を構築するため、Ｅ R救急医療体制や周産期医療体制の
整備、医師や看護職員等の確保について、引き続き県や関係市町村と連携しなが
ら取り組みます。

3．看護職員の確保および地元定着の促進

県や関係市町村と連携し、看護職員修学資金貸与を継続して実施することで、
看護職員の確保および地元定着の促進を図ります。

4．県立吉田病院の早期改築と機能の充実

切れ目のない医療提供体制を構築するため、老朽化の進んでいる県立吉田病院
の早期改築と、県央基幹病院と連携した地域密着型病院としての機能の確立を引
き続き県に要望するとともに、その実現に向け市としても必要な協力を行います。

主要施策
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施策の達成目標

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

病気になったときの医療提
供体制に対して不満と答え
た人の割合
市民意識調査

49.7％
（R4年度） 20.0％ 10.0％

計画期間最終年度までに10.0％に抑えることを目指す。
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施策２ 高齢者福祉の充実

現況と課題
　本市の 65歳以上の高齢者人口はおおむねピーク期を迎えており、介護ニーズが高
くなる 75歳以上の高齢者数は令和 12（2030）年まで増加する見込みとなってい
ます。さらに、令和 22（2040）年には高齢者総数がピークを迎えることから、今
後ますます増える介護ニーズに応え、介護
が必要な状態となっても住み慣れた地域で
可能な限り安心して暮らし続けることがで
きるよう、地域包括ケアシステムの深化・
推進に引き続き取り組む必要があります。
　とりわけ、日本における 65歳以上の認
知症の人数は、令和 7（2025）年には約
700万人（65歳以上の 5人に 1人）と予
測されています。認知症の人が住み慣れた
地域で共に生活できるよう、認知症への理
解を深めるための啓発を続けるとともに、認知症の人やその家族を地域で支え合う
体制づくりや担い手の確保が求められています。
　さらに、認知症による判断能力の低下により、自分の権利や財産を守れなくなる
人が増えていることから、高齢者の権利を守るため、地域で気軽に専門的な相談が
できる窓口の整備が必要となっています。
　一方、令和元（2019）年度に実施した「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」では、
回答者の6割以上が「健康づくりや趣味のグループ活動に参加している・参加したい」
と回答しています。こうしたやる気のある高齢者が希望する活動で社会参加できる
よう、様々な場をコーディネートする体制を整備し、就労的活動も含め、高齢者が
元気に活躍できる生涯現役の地域づくりを進める必要があります。
　また、要介護状態の前段階であるフレイル状態 13 に着目した取組も必要です。こ
れまでも、地域では住民主体による様々な活動が行われていますが、個別のニーズ
にまで対応することは難しいのが実情です。地域の通いの場での活動が効果的なフ
レイル予防となるよう、今後は、通いの場への専門職の介入等、個別ニーズにも対
応できる体制づくりが重要となってきます。

敬老まつりの様子

13　フレイル状態：加齢とともに運動機能や認知機能が低下した状態ではあるが、適切な介入・支援により機能の維持向
　　 上を図ることが可能で、健康な状態と介護が必要な状態の中間を意味する。
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　さらに、介護施設等については、これまで入居待機者数の縮減を目指して、社会福
祉法人へ市有地の無償貸与などの支援を行いながら、計画的な整備を進めてきました。
今後は、要介護認定者数の推移や既存施設の稼働率等を踏まえつつ、持続可能な施設
整備の在り方を検討する必要があります。
　その一方で、介護を支える従事者の深刻な人材不足が懸念されています。さらなる
高齢化社会を見据えつつ、介護事業を支える人材の確保が課題となっています。
　加えて、高齢化の進行による要介護者の増加は、介護給付費や介護保険料を押し上
げる要因となるため、介護給付の適正化により介護保険財政の健全化に引き続き取り
組む必要があります。

65歳以上の要支援・要介護認定者数（要介護度別）
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要介護５要介護４要介護３要介護２要介護１要支援２要支援１

令和３年度令和２年度令和元年度平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度平成26年度

249

509

934
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668

491

456 498
494

462 475
494 499 456

548
573

586 561
537 583 582

641 684
700 646

724 705 698

734
736 777

776 782 781 755

906
912 965

1,016 1,038 1,010 1,007

516 560 526 571 574 555535

261 266 293 324 352 406 435

（人）

資料：　厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報　　
（令和3年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）
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◆　歳を重ねても住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、地域住民が認知症
を理解し、支え合う体制を構築します。

◆　高齢者の生活や権利を守るため、関係機関と連携し、法律面での支援も含めた相
談窓口の機能強化を目指します。

◆　高齢者が生涯現役で活躍できるよう、地域活動や就労的活動を通じて社会参加で
きる仕組みを作ります。

◆　様々なことに意欲的で健康意識が高いアクティブシニアの活躍の場を作ります。

◆　市民の健康寿命の延伸を目指し、人生 100年時代における健康づくりを推進し
ます。

◆　介護保険制度の円滑な運営を図るため、ニーズを踏まえた介護サービスの提供体
制を整備するとともに、介護給付の適正化に努めます。

1．地域での認知症支援の拡充

引き続き、認知症に対する理解の促進に努め、認知症高齢者とその家族を地域
で支える仕組みの構築を目指すとともに、認知症高齢者およびその家族と支援者
をつなぐ「チームオレンジ」を新たに設置し、認知症サポーター養成講座、ステッ
プアップ研修を受講した活動意欲のあるサポーターを地域の身近な支援者として
養成します。
また、地域包括支援センターと新潟県弁護士会等との連携により、高齢者の権
利を守る専門的な相談支援体制を新たに構築します。

2．高齢者の社会参加の促進

就労的活動の場を提供できる民間企業とのマッチングを行い、高齢者の希望に
合った活動を紹介する「就労的活動支援コーディネーター」の設置を新たに目指

施策の方向性

主要施策
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すとともに、高齢者の生きがいづくりや生涯現役のための社会参加活動を支援す
る相談窓口の整備等を引き続き進めます。

3．介護予防事業の推進

介護が必要となる年齢を少しでも遅らせるために、介護予防体操等のフレイル
予防に引き続き取り組むとともに、地域でのフレイル予防が効果的に行われるよ
う、保健医療専門職が地域住民の運動自主グループ等に関わる仕組みを新たにつ
くります。

4．健康づくりを支援する人材育成の強化

健康づくりを推進する 3団体（保健推進委員協議会、食生活改善推進委員協
議会、健康増進計画実践プロジェクト「元気磨きたい」）を対象に、今後も研修
会等を実施することで、やりがいを感じつつ、主体的に健康づくり活動を推進す
ることができる人材の育成に一層努めます。

5．人生 100 年時代の健康サポート事業の継続

引き続き、保健事業と介護予防を一体的に実施し、要介護状態の要因の特定に
努めます。また、対象者に向けた健康教育等のポピュレーションアプローチ 14

と訪問指導等によるハイリスクアプローチ 15 を強化することで、健診や医療機
関への受診勧奨、通いの場への参加勧奨を図ります。

6．介護サービスの充実と給付適正化の推進

介護が必要になったときに必要なサービスが受けられるよう、施設整備や在宅
サービスの充実を引き続き図るとともに、介護人材の確保や介護給付の適正化に
継続して努めます。

14　ポピュレーションアプローチ：健康リスクの高低・有無に関わらず、集団全体を対象として、全体としてリスクを下
　　 げる取組方法で、一次予防の役割を果たす。
15　ハイリスクアプローチ：健康リスクの高い人を対象として、リスクを減らすように個別もしくは集団での生活指導や
　　 治療を行う取組方法で、二次予防の役割を果たす。
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　　燕市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

施策の達成目標

関連する個別計画等

16　平均自立期間：国保データベース（KDB）システムにおいて計算された「日常生活動作が自立している期間の平均」
　　 のことで、平均余命から要介護2以上の期間を除いた期間をいう。

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

認知症サポーター養成者数

年間380人
（R3年度） 年間 500人 年間 500人

計画期間において、コロナ禍前の実績を回復・維持するこ
とを目指す。

新規で要介護認定を受ける
平均年齢

82.0 歳
（R3年度） 基準値を維持 基準値を維持

計画期間において、基準値の維持を目指す。

シルバー人材センター会員
で75歳以上会員の割合

33.5％
（R3年度） 35.0％ 36.0％

計画期間において、年約0.3 ポイントの増加を目指す。

健康づくりを推進する 3団
体が主催する活動への 65
歳以上参加者数

11,710 人
（R3年度） 15,000 人 18,000 人

段階的にコロナ禍前の実績に回復させることとし、計画期間最
終年度までにコロナ禍前の実績の約半数の参加者数を目指す。

平均自立期間 16

国保データベース（KDB）システム
から抽出

男性 79.5 年
女性 83.8 年
（R2年度）

男性 79.6 年
女性 83.9 年

男性 79.7 年
女性 84.0 年

計画期間最終年度までに約0.2 歳の延伸を目指す。
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施策３ 障がい福祉の充実

現況と課題

　本市ではこれまで、障がいのある人の自立および社会参加の支援等の施策を総合的
に推進してきました。障がい福祉サービスの基盤については、社会福祉法人等が行
う、障がい者福祉施設等の整備に要する経費の一部補助を行うことで、施設等の整備
促進に努めてきました。障がいのある人の日中活動の支援や居住支援に加え、障がい
のある子どもの居場所づくりや発達を支援する施設などが整備されたことにより、一
定量のサービス提供体制の確保や障がいのある人の家族のサポートにもつながってい
ます。
　今後は、利用者の個々のニーズに応じた適切なサービス提供の観点において、サー
ビスの「量」の充実だけでなく、「質」の向上による支援内容の適正化を図っていく
必要があります。
　また、障がいがあっても自立した日常生
活を送ることができるよう取り組んでいる
福祉的就労 17 支援では、市内企業等へのア
プローチを強化した結果、就労系サービス
事業所の利用者の増加につながり、平均作
業工賃（賃金）は県内でも高い水準を維持
してきました。引き続きコロナ禍で実施を
見送ってきた活動等の再開をはじめ、工賃
（賃金）向上に向けた支援体制を強化して
いく必要があります。
　併せて、障がいについての正しい理解と認識を深め、障がいのある人の就労や社
会参加をより一層促進し、様々な分野で誰もが活躍できる社会を形成していく取り
組みが不可欠となります。
　一方、発達障がいのある子どもに対しては、「早期発見」から「早期支援」へつな
ぐとともに、重症心身障がい児や医療的ケア児等をはじめとした、障がいのあるす
べての子どもに向けては、ライフステージに応じた切れ目のない支援が求められて
います。令和 2（2020）年度から設置している総合的かつ一元的な相談支援の窓口
である「妊娠からの子育て相談コーナー」による相談支援体制を一層強化するとと

就労系サービス事業所での水耕栽培作業

17　福祉的就労：障がいなどの理由で一般就労が難しい場合に働く場を提供する福祉サービス。
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もに、障がいのある子どもやその家族に対し、障がいの種別や年齢別等、ニーズに合っ
た支援を身近な場所で途切れることなく提供できるよう、支援体制のさらなる充実を
図っていく必要があります。
　また、障がいのある人の重度化や高齢化、「親亡き後」を見据え、障がいのある人
が住み慣れた地域の中で安心して暮らすことができるよう、地域全体で支える体制づ
くりに取り組むことが求められています。

就労継続支援B型事業所数および平均工賃
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資料：社会福祉課「就労継続支援 B型および平均工賃調査」
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◆　障がいのある人が住み慣れた地域の中で安心して暮らすことができるよう、多様
なニーズに対応した適切な障がい福祉サービスの提供に努めます。

◆　障がいがあっても自分らしく自立した日常生活を営むことができるよう、生活基
盤の強化や社会参加の促進に取り組みます。

◆　障がいのある子どもに対する保育・保健・教育・福祉等の連携を強化するため、
切れ目のない支援体制の充実を図ります。

◆　障がいのある人への差別や偏見を解消できるよう、障がいに対する正しい理解の
促進を図ります。

◆　障がいのある人の重度化や高齢化、「親亡き後」を見据え、地域全体で支える体
制づくりに取り組みます。

施策の方向性

障がい福祉サービス利用定員数

450

500

550

600

650

令和３年度令和２年度令和元年度平成30年度平成 29年度

（人）

520

542 548 551

621

資料：新潟県「社会福祉施設等名簿」
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1．ニーズに応じた障がい福祉サービスの充実

障がいのある人が地域で自立した日常生活を送れるよう、引き続き障がい福祉
サービス利用の実態把握と現状分析に取り組み、適切なサービス量の確保と質の
向上に努めることで、多様化するニーズに対応できるサービス提供体制を整備し
ます。

2．福祉的就労への支援

就労系サービス事業所の受託作業の拡大や製品の販売を後押しすることで、工
賃（賃金）向上を図るなど、障がいのある人の生活基盤の強化や社会参加を引き
続き支援します。

3．障がい児支援体制の充実・強化

保育・保健・教育・福祉等の関係機関が連携した「つながる支援体制」を充実・
強化させながら、重症心身障がい児や医療的ケア児等と、その家族に対し、ライ
フステージや心身の状況に応じた様々な支援を継続します。

4．障がいに対する正しい理解の促進

こころのバリアフリー講演会や精神保健福祉講座等を通じて、市民の障がいに
対する正しい理解の促進に引き続き取り組み、障がいのある人が社会活動に参加
できるよう、差別や偏見の解消に努めます。

主要施策
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5．地域生活支援拠点等 18 の整備・機能の充実

燕市障がい者基幹相談支援センターを中心に、既存の相談支援事業所や障がい
福祉サービス事業所等と連携しながら、地域生活支援拠点等を新たに整備し、障
がいのある人の生活を地域全体で支える機能の充実を図ります。

　　燕市障がい者基本計画
　　燕市障がい福祉計画
　　燕市障がい児福祉計画

施策の達成目標

関連する個別計画等

18　地域生活支援拠点等：障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（①相談、②
　　 緊急時の受け入れ・対応、③体験の機会・場、④専門的人材の確保・養成、⑤地域の体制づくり）をもつ、障がいの
　　 ある人の生活を地域全体で支えるサービス提供体制のこと。

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

障がいのある人への支援に対
して不満と答えた人の割合
市民意識調査

19.8％
（R4年度） 17.0％ 16.0％

計画期間最終年度までに16.0％に抑えることを目指す。

就労継続支援 B型事業所の
工賃月額平均

15,567 円
（R3年度） 16,100 円 16,500 円

計画期間において、年100円の上昇を目指す。

障がい福祉サービスの
利用定員数
新潟県「社会福祉施設等名簿」

621人
（R3年度） 650人 680人

計画期間最終年度までに10％の増加を目指す。
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現況と課題

　令和2（2020）年国勢調査によると、本市の平成27（2015）年から令和 2（2020）
年にかけての人口移動は、10代から 20代前半までの若年層において大幅な転出超
過となっています。これは、高校・大学・短大等を卒業後に、東京圏をはじめとし
た市外へ進学、あるいは就職する人が多いことが背景にあると考えられます。
　一方で、20代後半から30代前半までの年代では転入超過となっています。これは、
市外へ転出した若年層の一部が、就職あるいは転職時に本市に戻ってきていること
によるものと考えられますが、若年層の転出超過数を補うまでには至っていません。
　次代の担い手である若年層の市外流出は、少子化の加速や地域活力の低下などに
つながることから、本市では、これまで若者や子育て世代を主なターゲットとした
移住施策に取り組んできました。平成 27
（2015）年には、移住・定住総合相談窓
口を設置するとともに、首都圏在住大学生
等交流事業「つばめいと」を開始しました。
令和 2（2020）年の緊急事態宣言下にお
ける学生への支援物資発送をきっかけに、
対象を全国に拡大し、「つばめいと」メン
バーは大幅に増加しました。今後もメン
バーに対して、ふるさと「燕」に関する情
報発信等による「つながりづくり」を継続
的に行い、将来的なUターンにつなげていく必要があります。
　また、平成 27（2015）年から移住コーディネーターとして地域おこし協力隊を
採用し、移住・定住相談をはじめとする支援を継続して行っているほか、オーダー
メイド型の移住ツアーの実施やU・I ターン、新婚世帯を対象にした移住者家賃補助、
移住就業等支援金といった支援メニューの充実を図っており、各種支援制度を活用
した移住者が増えてきています。

大学生等交流事業
「つばめいと」のイベントの様子

施策１ 移住・定住希望者への支援

地域に根付く移住・定住の促進
基本方針４
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　加えて、コロナ禍を契機とした地方移住への関心の高まりやデジタル化の進展を受
け、移住相談のオンライン化やテレワークを希望する人への支援にも取り組んでおり、
テレワーク移住者による市内シェアオフィスの利用もみられるようになりました。
　引き続き、U・I・J ターン希望者等に対し、本市の仕事や暮らしに関する情報を適時・
的確に提供するとともに、雇用の受け皿となる市内企業とのマッチングや住宅確保へ
の支援等を充実するほか、移住してきた人に本市に住み続けてもらうため、地域との
交流機会の創出や暮らしに必要な情報の発信といった取組を強化していくことも必要
です。

平成27（2015）→令和2（2020）年の年齢階級別人口移動
( 人 )
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◆　若者や子育て世代を主なターゲットに、U・I・J ターン希望者のニーズを捉えた
移住支援の充実を図ります。

◆　移住者に寄り添った情報提供を充実させるとともに、定住につながるよう、支援
策の拡充を図ります。

◆　燕市出身・県外在住の若者に向け情報発信や交流を継続することで、将来的な
Uターンの支援と交流・応援（燕）人口の増加につなげます。

1．若者や子育て世代等のニーズを捉えた移住支援

引き続き、U・I・J ターンを希望する若者や子育て世代等のニーズを捉えた情
報提供を行うとともに、仕事や住まいに関する移住支援の充実を図ります。

2．移住者の定住に向けた支援

移住者に長く住み続けてもらえるよう、移住者同士の情報交換の場の提供や地
域住民と接点をもつ機会を新たに創出するなど、ニーズを捉えた効果的な移住支
援制度を検討、実施するとともに、子育て支援制度をはじめとする施策の PRを
積極的に行います。

3．ふるさと燕と若者のつながりの継続

引き続き、「つばめいと」メンバーに向けメルマガや SNSを活用して燕市の情
報を発信するとともに、対面やオンラインでの交流を促進します。また、若者の
Uターンを後押しできるようインターンシップや地元企業の情報発信を行いま
す。

施策の方向性

主要施策
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施策の達成目標

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

移住支援制度を活用した県
外からの移住者数（累計）

158人
（H28～ R3年度） 360人 520人

計画期間において、年約40人の増加を目指す。

U・I ターン、新婚移住者家
賃補助金利用者のうち市内
に住宅を取得した移住者数
（累計）

15人
（H30～ R3年度） 35人 50人

計画期間において、年約4人の増加を目指す。

つばめいとメンバーで U
ターンした人数（累計）

29人
（H28～ R3年度） 50人 70人

計画期間において、年約5人の増加を目指す。
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活動人口戦略戦略２

現況と課題

　本市では、悪性新生物 19・心疾患・老衰、脳血管疾患が死因の上位を占めており、
そのうち悪性新生物による死亡が最も多く、中でも胃がん・大腸がんの割合は県や国
に比べても高い傾向にあります。
　そのため、各種健（検）診の実施期間拡大のほか、
休日健（検）診や未受診者健（検）診の実施、予約
システムの導入、各種がん健診の自己負担額をワン
コインの500円に統一するなど、受診しやすい体制
をつくり、生活習慣病の予防と早期発見に努めてき
ました。しかし、コロナ禍での受診控えの影響等に
より、令和 2（2020）、3（2021）年度の受診率は
伸び悩む結果となっており、受診率の回復のための
取り組みが必要です。
　一方、高齢化の進行や医療の高度化等により医療
費が増大する中、本市はこれまで国民健康保険にお
ける医療費適正化に向けてレセプトデータ、特定健
診データ、保健指導データを組み合わせた燕市独自
の医療データベースを作成し、地元医師会等との連
携により、データの分析に基づいた様々な保健事業
を展開してきました。

健康づくりマイストーリー運動で
日々の運動を記録する手帳

19　悪性新生物：がんならびに肉腫の悪性腫瘍をいう。

施策１ 健康づくりの推進

いきいきと輝く健康づくり・生きがいづくり
基本方針１
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　令和 2（2020）年度からは、人生 100年時代に向けた取組として、医療・健診・
介護のデータを相互に連携した健康増進事業を開始し、令和4（2022）年度からは、
新潟県が進める「にいがた新世代ヘルスケア情報基盤」プロジェクトに参画し、県お
よび市町村がデータを活用しながら健康、医療、介護施策を推進する環境の整備を進
めています。今後は、これらの様々なデータを活用し、健康な高齢期を迎えるため、
ライフステージに合わせた効果的・効率的な保健事業を実施していく必要があります。
　また、特定健診の結果をみると、全体的にメタボリックシンドロームの割合が高い
傾向にあることから、「健康づくりマイストーリー運動」を各世代へ拡充するとともに、
栄養管理や運動の推進、歯の健康などに対する意識を普及啓発することで、自分らし
い健康づくりを推進してきたところです。その結果、女性のメタボリックシンドロー
ムの割合は減少しましたが、男性では減少率が低く、運動定着率も受診者全体の約 3
割にとどまっているため、引き続き特定保健指導に力を入れるとともに、自分自身に
適した健康づくりに取り組む意識の醸成と、望ましい生活習慣の普及啓発に努めてい
く必要があります。
　加えて、より効果的に健康づくりを推進するためには、個人の取組に加え、地域全
体で健康づくり活動に取り組むことで、活動の継続性や活動意欲を高めることが重要
です。保健推進委員協議会、食生活改善推進委員協議会等の関係組織や団体と健康課
題を共有しつつ、地域での健康づくり教室や啓発活動等を協働で取り組むことで、地
域の実情に合わせた健康づくり活動を推進し、地域全体で健康づくりに取り組む気運
の醸成を図る必要があります。
　また、コロナ禍や様々な社会的要因、疾病等により、メンタル不調を訴える人が増
加傾向にあり、国・県と比較しても本市の自殺率は高い傾向にあります。そのため、
自殺予防に関する普及啓発やゲートキーパー 20 などの人材育成、相談体制の充実等
に取り組んだ結果、自殺者数については一時減少しましたが、引き続き自殺予防対策
を継続することが必要です。併せて、市民一人ひとりがこころの健康づくりに取り組
み、地域の中で声を掛け合い、見守りのできる環境づくりを進めていくことが求めら
れています。

20　ゲートキーパー：身近な人の自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図ることができる人のこと。
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特定健診実施率・特定保健指導実施率
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健康づくりマイストーリー運動の参加者
( 人 )
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◆　がん予防のための望ましい生活習慣の普及啓発に努めるとともに、特定保健指導
や重症化予防指導の充実を図ります。

◆　自分らしい健康づくりに取り組めるよう「健康づくりマイストーリー運動」を推
進します。

◆　様々なデータを活用した保健事業と介護予防に一体的に取り組めるよう「人生
100年時代に向けた健康づくり」を推進します。

◆　市民と協働の健康づくり活動を推進します。

◆　こころの健康を保ち、健やかな生活ができるよう自殺対策に努めます。

1．がん予防・生活習慣病予防等の推進

節目検診や生活習慣の健康教育・健康相談、特定保健指導等を推進するととも
に、健診等予約システムを活用した予約制健（検）診の継続等により、引き続き
受診しやすい体制づくりに努めます。

2．自分らしい健康づくりを支援する体制づくり

無理なく楽しく健康づくりに取り組めるよう、県や企業等との連携強化を図り
ながら、「健康づくりマイストーリー運動」を引き続き推進します。
また、食育活動や歯の健康教育等の普及・啓発を引き続き推進し、自分らしい
健康づくりを支援する体制づくりに努めます。

施策の方向性

主要施策
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3．効果的・効率的な保健事業の推進

燕市独自の医療データベースに基づく分析データや県および市町村が持つデー
タを活用しながら、健康、医療、介護事業を一体的に実施することで、効果的・
効率的な保健事業を一層推進します。

4．市民協働の健康づくり活動の推進

保健推進委員や食生活推進委員等と協働し、地域での健康づくり活動を引き続
き推進するとともに、地域の実情や健康課題に合わせた活動が展開できるよう人
材育成の強化に努めます。

5．こころの健康づくりの推進

自殺予防の普及啓発や相談支援の充実、ゲートキーパー研修を開催するととも
に、こころの健康づくりを推進する「燕市こころの健康スワロー運動」の普及を
一層図ることで、こころの健康づくりや自殺予防に努めます。
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　　燕市健康増進計画
　　燕市食育推進計画
　　燕市歯科保健計画
　　燕市自殺対策計画
　　燕市国民健康保険 データヘルス計画・特定健康診査等実施計画

施策の達成目標

関連する個別計画等

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

直近５カ年平均の胃がん死
亡率（対人口 10 万人当た
り）

44.9
（H28～R2年の平均） 42.5 40

計画期間最終年度までに40を下回ることを目指す。

直近５カ年平均の大腸がん
死亡率（対人口 10 万人当
たり）

53.1
（H28～R2年の平均） 52 50

計画期間最終年度までに50を下回ることを目指す。

特定健診実施率
新潟県福祉保健年報

38.5％
（R3年度） 43.0％ 48.0％

計画期間において、コロナ禍前の実績を回復することを目
指す。

特定保健指導実施率
新潟県福祉保健年報

45.2％
（R3年度） 50.0％ 55.0％

計画期間において、コロナ禍前の実績を回復することを目
指す。

日常生活において歩行または
同等の身体活動を1日1時
間以上実施している人の割合
新潟県「特定健康診査・特定保健指導実
施状況」

43.3％
（R3年度） 50.0％ 56.0％

計画期間最終年度までに県平均同等である 56.0％を目指
す。

「燕市こころの健康スワロー
運動」登録数

15事業所
（R3年度） 150事業所 170事業所

計画期間最終年度までに170事業所の登録を目指す。
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施策２ スポーツの推進

現況と課題

　本市では、平成 19（2007）年 3月に「健康・スポーツ都市」を宣言し、スポー
ツを通じた健康・体力づくりを推進してきました。これまで各種スポーツ教室やス
ポーツ大会の開催など、市民がスポーツに親しむ環境を提供してきたことにより、
市民一人当たりのスポーツ施設利用回数は、平成 26（2014）年度以降増加傾向に
ありましたが、令和 2（2020）年度以降は、感染症拡大によりコロナ禍前の半数程
度に落ち込みました。
　当面は、感染症対策の徹底により、安全・安心にスポーツ施設を利用できる環境
づくりを継続しながら、スポーツや運動に携わる市民の数をコロナ禍前の水準に戻
していく必要があります。また、中長期的には、市民ニーズや競技人口の変化を捉
えたスポーツ施設の整備・改修・集約等に取り組んでいくことも必要です。
　さらに、将来を担う子どもたちに夢や希望を与えるために開催してきたトップアス
リートによる講演会・講習会や、全国規模のスポーツ大会への参加を支援する「燕市
スポーツ大会出場選手等激励金」を継続するとともに、若年層が活躍した東京 2020
オリンピック・パラリンピック競技大会によるスポーツ気運の高まりを引き継ぎなが
ら、子どもたちのスポーツに取り組む意欲や競技力の向上を図っていくことも重要で
す。
　一方で、少子化による中学校部活動の部員数の減少や子どもたちの多様なニーズへ
対応していくため、燕市スポーツサポーターバンク認定指導者など人材の育成・活用
を推進するなど、中学校部活動における地域の関わり方を検討していく必要がありま
す。

第 33 回燕さくらマラソン大会の様子



90 91

ୈ
3
෦

ઓ
ུ
�

◆　より多くの市民が年代を問わずスポーツに親しむことができるよう、スポーツ環
境の整備と地域に根差したスポーツ活動の推進に努めます。

◆　次代を担う子どもたちのスポーツ意欲・競技力向上に向けて、学び・体験の機会
や競技の場の提供に努めます。

1．スポーツに親しむ環境の整備

新たに整備したスケートボード場をはじめ、大規模改修した吉田トレーニング
センターなどの既存施設のさらなる活用を推進します。
また、市議会で請願が採択されたものの現在保留となっているサッカー練習場
については、条件が整い次第、整備に向けた検討を進めます。

施策の方向性

主要施策

市民一人当たりのスポーツ施設利用回数
( 回 / 人 )

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

令和 3年度令和 2年度令和元年度平成30年度平成 29年度平成 28年度

11.85 12.06
12.40

11.00

6.61
7.18

資料：市民課「住民基本台帳」、社会教育課調べ
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2．地域におけるスポーツ指導者の育成支援と活用

中学校部活動の地域移行も見据え、市内 3地区にある総合型地域スポーツク
ラブのさらなる活性化を図りながら、燕市スポーツ協会と連携した専門的な講習
や研修プログラムの実施など、地域におけるスポーツ活動を支える指導者育成や
ボランティアの活動支援に引き続き取り組みます。

3．スポーツ意欲・競技力の向上

オリンピアンをはじめとするトップアスリートを講師に招いたスポーツ教室の
開催や、幅広い年代が参加できるように配慮した参加しやすい各種スポーツ教室・
スポーツ大会の開催、全国規模のスポーツ大会参加への支援などを通して、スポー
ツ意欲と競技力の向上につなげます。
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　　燕市スポーツ推進計画

施策の達成目標

関連する個別計画等

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

市民 1人当たりのスポーツ
施設利用回数

7.18 回／人
（R3年度） 12回／人 13回／人

計画期間において、コロナ禍前の実績を回復・維持するこ
とを目指す。

地域総合型スポーツクラブ
会員数

1,129 人
（R3年度） 1,300 人 1,400 人

計画期間の中間年までにコロナ禍前の実績を回復、計画期
間最終年度までに年間1,400 人の登録を目指す。

燕市スポーツサポーター
バンク登録者数（指導者）

61人
（R3年度） 70人 80人

計画期間最終年度までに80人のバンク登録を目指す。

全国規模のスポーツ大会へ
の出場者数（小学生～高校生）

80人
（R3年度） 150人 180人

計画期間の中間年までにコロナ禍前の実績を回復、計画期
間最終年度までに年180人の出場者数を目指す。
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施策３ 生涯学習・文化活動の充実

現況と課題

　ライフステージに応じた生涯学習は、生きがいや生活の豊かさにつながるものであ
り、心身の健康や介護予防の観点からも、引き続き推進していくことが必要です。
　これまで、公民館や図書館等において、生涯学習活動の推進と学習環境の充実を図っ
てきましたが、各種事業の恒常化等により、利用者の固定化、高齢化が進んでおり、
利用者数全体としては減少傾向にあります。
　令和 2（2020）年度には県内初となる電子図書館サービス「つばめ電子図書館」
を開始するなど、新たな利用者の掘り起こしに努めてきたところですが、引き続き若
者や子育て世代をはじめとする多様な市民ニーズに対応した、きめ細かな学習機会の
提供・充実と学習情報の収集・提供に努めていく必要があります。
　特に、本市の未来を担う子どもたちの郷土に対する誇りや愛着を醸成し、豊かな人
間性と創造性を育んでいくためには、学校教育以外の場においても、学校・家庭・地
域が連携して子どもたちの健全育成に取り組むことが求められています。その取組に
おいて、大河津分水通水 100周年を契機に深く掘り下げられた長善館の教えや大河
津分水路建設に携わった偉人たちの活躍などの郷土の歴史・文化を伝えていくために、
令和 4（2022）年度に長善館館主「鈴木文

ぶん

臺
たい

」をテーマに作成した「偉人漫画」を
はじめとした各種コンテンツを活用しながら、郷土への誇りや愛着を醸成していくこ
とが重要です。
　また、魅力ある舞台公演や市民の芸術発表の場を提供している文化会館の運営をは
じめ、子どもから大人まで幅広い世代を対象にした各種公演や文化協会との共催事
業の実施、市展の開催を継続するほか、令和 2（2020）年度までに過去 4回実施し
た朗読と芝居が融合した公演「家族草子」や令和 4（2022）年度に大河津分水通水
100周年記念事業として実施した声優朗読劇のような若い人が楽しめるイベント等
を通して、これまで以上に芸術文化に対する市民の関心を高め、芸術文化活動の新た
な担い手を増やす取組が必要となります。
　さらに、ふるさとの歴史や文化を学ぶ場である長善館史料館、分水良寛史料館につ
いては、常設展示の充実や魅力ある企画展等の開催を通して、入館者数の増加を図る
必要があります。
　加えて、国登録有形文化財の燕市旧浄水場配水塔（水道の塔）をはじめとする市内
文化財等を後世に伝えるため、適切な保存と利活用が求められています。
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◆　多様なニーズを捉えた生涯学習環境の充実を図ります。

◆　芸術文化活動を通して、誰もが豊かな人間性を養う機会を提供します。

◆　郷土の歴史や文化の学習等を通して、郷土愛の醸成を図ります。

◆　文化財等の歴史的価値のある建造物や史料等の保存と利活用に努めます。

1．生涯学習活動の推進

つばめ目耕塾や市民教養講座などの多様な学習機会や、学習成果の活用の場を
提供することにより、生涯学習活動の充実に引き続き取り組みます。
また、図書館を中心とした読書普及活動に加え、「つばめ電子図書館」の利用
促進に引き続き取り組みます。

2．芸術文化活動の活性化

声優朗読劇や「家族草子」のような若年層をターゲットとしたイベントをはじ
め、幅広い世代を対象に優れた芸術に触れる機会を提供するとともに、文化団体
等への活動支援を通して、市民の主体的・創造的な芸術文化活動のさらなる活性
化に取り組みます。

3．郷土への誇りと愛着の醸成

大河津分水通水 100年を契機に注目を集めた長善館の教えや大河津分水路建
設に携わった偉人たちの活躍をはじめとした郷土の歴史について、史料館での展
示・公開の充実を図るとともに、新たに作成した「偉人漫画」を活用した郷土教
育を推進するなど、市民の「ふるさと燕」に対する誇りと愛着の醸成に引き続き
取り組みます。

施策の方向性

主要施策
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4．文化財等の保存および利活用の推進

国の補助金をはじめとする有効な財源を活用するとともに、文化財の保護等に
関する基金を新たに創設することで、水道の塔をはじめ歴史的価値のある建造物
や史料等の保存・利活用を図ります。

　　燕市生涯学習推進計画
　　燕市子ども読書活動推進計画

施策の達成目標

関連する個別計画等

燕市旧浄水場配水塔（水道の塔）

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

生涯学習・芸術文化活動に対
して満足と答えた人の割合
市民意識調査

33.6％
（R4年度） 37.0％ 40.0％

計画期間最終年度までに40.0％を目指す。

市民100人当たりの図書貸
出冊数

363冊
（R3年度） 390冊 420冊

計画期間最終年度までに県平均同等である 420 冊を目指
す。

文化会館大ホール利用件数

89件
（R3年度） 150件 200件

計画期間の中間年までにコロナ禍前の実績を回復、計画期
間最終年度までに年200件の利用を目指す。

長善館史料館および分水良
寛史料館の入館者数

2,796 人
（R3年度） 4,600 人 5,500 人

計画期間の中間年までにコロナ禍前の実績を回復、計画期
間最終年度までに年5,500 人の入館者数を目指す。
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施策１ 地域福祉の推進

現況と課題

　少子高齢化や核家族化の急速な進行により、家庭や地域におけるつながり・支え合
いの機能が著しく低下しており、孤独・孤立、ひきこもり、貧困、虐待といった社会
問題の深刻化に伴い、個人や家族が直面する課題は複雑化・複合化しています。
　身近な生活課題を家庭や地域で協力し合って解決するという従来の関係性が希薄化
している中、地域での支え合い・助け合いの意識を高め、地域共生社会の実現に向け
地域福祉を一層推進することが求められています。そのため現在 9地区で実践して
いる地域支え合い体制づくりを全市的に普及させるとともに、地域で活躍している個
人や団体によるボランティア活動等への支援を通し、地域福祉活動への主体的な参加
を促す仕組みづくりを進める必要があります。
　貧困問題については、相談件数が増加している反面、地域社会のつながりが希薄で
孤立状態となっているケースや複雑な課題を抱えている場合も多く、相談や支援につ
ながりにくい側面もあります。支援制度や相談窓口の周知を図りつつ、生活困窮者等
が抱える複雑な課題の早期発見に努め、関係機関につないでいく包括的な支援が求め
られています。
　子どもを取り巻く問題については、児童虐待通告が高止まり傾向にあることや潜在
的に貧困状態にある子どもへの支援が課題となっていることから、子育てに困難を抱
える世帯や悩みを抱える児童を早期発見・早期支援につなげることができるよう、関
係機関との連携や子育てに関する総合的な相談支援を継続していくことが必要です。
　特に、子育て家庭が孤立することのないよう、子ども食堂 21 やフードバンク 22 へ
の支援の継続や様々な地域ネットワークを活用した見守り・支援体制を強化する必要
があります。

21　子ども食堂：無料または低価格で子どもや保護者等に食事や居場所を提供するコミュニティの場。
22　フードバンク：まだ食べられるのに不要になった食品を個人や企業から無償で受け取り、それらを必要とする人へ無
　　 償で提供する取組。

つながり、支え合う地域社会の実現
基本方針２
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　加えて、近年、社会問題となっているヤ
ングケアラー 23 については、本人や家族に
その自覚がないため、表面化しにくく周囲
も気づきにくいことから、新たに実態の把
握や支援の方法について調査・研究を進め
る必要があります。併せて、支援に関する
周知・啓発の強化に努めるとともに、関係
機関相互が連携を図り、早期支援につなげ
ることが求められています。
　また、認知症などにより財産管理や日常生活等に支障がある人を社会全体で支え
合うため、引き続き成年後見制度に関する正しい知識の周知や情報提供を行うとと
もに、令和5（2023）年度から新たに設置する中核機関 24 が地域連携ネットワーク 25

の中心となって、成年後見制度を必要とする人が適切にサービスを利用することが
できるようコーディネートを行っていく必要があります。

◆　地域住民一人ひとりが地域福祉活動への参加意欲を高められるよう、地域全体
で支え合う体制づくりを推進します。

◆　生活困窮者が抱える課題を幅広く受け止め支援につなげられるよう、関係機関
との連携を図り、包括的な支援を実施します。

◆　子どもの貧困やヤングケアラーなど子どもを取り巻く社会問題に対応するため、
関係機関との連携を図り、早期支援につなげます。

◆　成年後見制度を必要とする人が適切に制度を利用することができるよう、中核
機関を設置し利用促進に取り組みます。

23　ヤングケアラー：法令上の定義はないが、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話等を日常的に行っ
　　 ている子どもとされている。
24　中核機関：成年後見制度を必要とする人が安心して制度を利用できるよう、地域で支える体制を構築する地域連携ネッ
　　 トワークの核となる機関。
25　地域連携ネットワーク：全国どの地域においても必要な人が成年後見制度を利用できるよう適切な支援を行うための、
　　 市町村と関係機関（弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、家庭裁判所など）による連携体制のこと。

フードバンクや福祉団体へ寄付する食品

施策の方向性
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1．地域支え合い活動の推進

燕市社会福祉協議会との連携により、引き続き地区支え合い活動推進委員会の
運営支援やボランティア活動等に関する情報発信を行います。

2．生活困窮者等への支援

社会的孤立状態となっているひきこもりや経済的な困窮者など、支援が必要な
人を早期に把握し、地域のネットワーク、関係機関等と連携により、個々の状況
に応じた支援を引き続き行います。

3．ひとり親家庭への就労支援の充実

就職に必要な資格取得への支援などにより、困難を抱えるひとり親家庭の経済
的な自立を引き続き支援します。

 4．子どもの貧困と児童虐待への対策

子ども食堂や困窮世帯へ食品を無償で提供するフードバンク等の活動を引き続
き支援し、安定的活動の継続および子ども食堂等の新規開設促進を図るとともに、
様々な地域ネットワークを活用した見守り・支援体制の強化を図ります。
また、児童虐待の早期発見、早期対応および発生予防のため、引き続き要保護
児童対策地域協議会をはじめ学校、保育園等との連携を強化するとともに、子育
てに関する相談体制の充実を図ります。

5．ヤングケアラーの実態把握や早期支援

新たにヤングケアラーの実態把握や支援体制・方法の調査・研究等に取り組む
とともに、ヤングケアラーの支援に関する周知・啓発を強化します。
また、教育、福祉、介護、医療等の関係機関や支援団体等と相互に連携を図り
ながら早期支援につなげます。

主要施策
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6．中核機関を核とした成年後見制度の利用促進

成年後見制度を必要とする人が安心して制度を利用できるよう、中核機関を令
和 5（2023）年度に新たに設置し、当該機関が地域連携ネットワークの調整役
を担うことで、成年後見制度の利用促進に取り組みます。

　　燕市地域福祉計画・燕市地域福祉活動計画

施策の達成目標

関連する個別計画等

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

生活困窮支援事業相談件数
（コロナ関連除く）

62件
（R3年度） 70件 80件

計画期間最終年度までに年80件の相談を目指す。

虐待など要保護児童に関す
る学校・保育園等への調査・
訪問件数

115件
（R3年度） 130件 145件

計画期間最終年度までに年145件の調査・訪問を目指す。

子ども食堂やフードバンク
を運営する団体数

6団体
（R3年度） 9団体 10団体

計画期間最終年度までに10団体を目指す。

成年後見制度の認知度
基準値は長寿福祉課「介護予防・日常
生活圏域ニーズ調査」。以降、令和5
年度に設置する中核機関において測定。

32.9％
（R元年度） 42.0％ 50.0％

計画期間において、年2ポイントの向上を目指す。
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施策２ 市民活動の活性化

現況と課題

　本市では、これまで「燕市まちづくり基本条例」（平成23年 4月施行）に基づき、
市民と行政とのパートナーシップによるまちづくりの実現を目指し、市民や地域の
力を活かした協働のまちづくりを進めてきました。しかしながら、コロナ禍以降の
市民意識調査の結果をみると、感染症拡大等の影響により、自治会やまちづくり協
議会、ボランティア活動への参加割合が減少傾向にあります。
　自治会は、地域のコミュニティ機能形成において重要な役割を担っていますが、
核家族化やライフスタイルの変化に伴う価値観の多様化などにより加入率が低下し
ていることに加え、自治会活動や業務の負担が一因による役員の担い手不足が課題
となっています。
　また、まちづくり協議会や市民活動団
体は、少子高齢化等による担い手不足に
加え、財政基盤も弱いなどの課題があり
ます。そのため、市民活動の活性化を図
ることを目的とした「イキイキまちづく
り事業」による助成や、若者主体の活動
団体等と連携したイベント実施の支援を
行ってきたところですが、コロナ禍にお
いて活動が停止または縮小している団体
が多く見受けられます。
　一方で、令和 3（2021）年度には 2つの特定非営利法人（NPO26 法人）が設立
されるなど、新たな取組を始める団体も見受けられます。
　急速に変化する社会情勢に伴う人々の生活スタイルの変容や価値観の多様化が進
む中、まちづくり協議会をはじめとした地域の活動主体が魅力を高めつつ、継続的
かつ安定的な活動が行えるよう、引き続き組織基盤の強化を支援していくとともに、
令和 4（2022）年 4月に発表された総務省「地域コミュニティに関する研究会」の
提言を参考にしながら、市民が自治会活動等に参加しやすい環境を整備・支援して
いく必要があります。

まちづくり協議会による
地域安全ボランティア活動の様子

26　NPO：非営利団体（Non Profit Organization）のことで、営利を目的とせず社会貢献活動や慈善活動を行う団体の総称。
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◆　地域住民が安全に安心して暮らしていける地域コミュニティの維持・継続に向け、
自治会に対して支援を行います。

◆　まちづくり協議会や市民活動団体の安定した活動への支援と地域人材の育成を推
進します。

1．持続可能な自治会運営の支援

自治会活動の活性化とコミュニティ意識の醸成を図るため、先進事例を紹介す
る講演会の開催やワークショップ等を新たに実施します。
また、自治会運営のデジタル化推進等に取り組むことで、自治会の負担軽減を
図ります。

2．地域コミュニティの活性化

地域住民が自らの手によって地域の公共的課題を解決できるよう、引き続きま
ちづくり協議会等への財政支援をはじめ、課題解決に向けたアドバイスや関係団
体と連携した相談対応等の人的支援を行います。
また、まちづくり協議会や市民活動団体と、若者が主体となった活動団体等と
の連携した事業活動を支援します。

3．市民活動の活性化

市民活動団体の活動状況や課題を継続的に把握し、必要な情報提供や事業支援、
研修会の実施などを行うことで、市民活動の活性化を図ります。

施策の方向性

主要施策
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施策の達成目標

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

市民活動団体の登録数

77団体
（R3年度） 82団体 86団体

計画期間において、年1団体の登録を目指す。

自治会やまちづくり協議会、
ボランティア活動への参加
割合
市民意識調査

20.5％
（R4年度） 28.0％ 30.0％

計画期間において、コロナ禍前の実績を回復することを目
指す。

若者と地域コミュニティの
連携事業数（累計）

4事業
（R3年度） 14事業 22事業

計画期間において、年2事業の実施を目指す。
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施策１ 若者活動の活発化

現況と課題

　本市では、若者によるまちづくり活動の活発化を図るため、平成 25（2013）年
度に 40歳以下のメンバーで構成する「つばめ若者会議」を発足させ、平成26（2014）
年度に未来ビジョン「つばめの幸福論」や具体的なアクションプランを作成しました。
　「つばめ若者会議」の初期メンバーが自主的に様々な地域活性化活動に取り組む中、
メンバーの世代交代がスムーズに進むことを目指し、平成 28（2016）年度に、大
学生や29歳以下の社会人を対象とした「燕ジョイ活動部」を新たに立ち上げました。
「燕ジョイ活動部」では、特別なゴールや課題を設定せず、気軽に参加できる環境の
中で主体的な地域活動を行っています。
　また、令和 2（2020）年度には、高校
生を対象とした「燕市役所まちあそび部」
をスタートさせ、「まちあそび」という新
たな視点で、まちをフィールドに様々な活
動を行っており、楽しみながら学びを得て
います。こうした若者による地域活性化の
取組は、市外からも注目を浴びています。
　引き続き、若者が活動しやすい環境整備
に努め、若者の柔軟で創造性豊かな発想を
まちづくりに活かしながら、次代のまちづ
くりの担い手育成につなげていくことが重要です。
　また、「まちあそび部」に参加する生徒の多くは、市内の高校に在校する生徒であ
るため、市外の高校に通う燕市在住の生徒からも参加してもらえるよう、活動内容や
魅力を広く発信していく必要があります。
　さらに、市内在住の若者が、県外在住の学生・社会人の交流組織「つばめいと」を
はじめ、市外・県外で同様の取組を行っている他団体と連携する仕組みを構築し、相
互の活動の活性化や継続的な取組につなげていくことも重要です。併せて、市内企業

「燕市役所まちあそび部」の
ワークショップの様子

一人ひとりが活躍できるまちづくり
基本方針３
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や地域住民とつながる機会を創出することで、若者が持つ活力を広く地域に波及させ
ていくことが必要です。

◆　若者が活動しやすい環境整備に努め、次代のまちづくりの担い手育成につながる
よう支援します。

◆　若者活動のさらなる活性化や継続的取組の推進に向け、他団体や地域と連携する
仕組みを構築します。

◆　より多くの高校生に参加してもらえるよう、「まちあそび部」の活動内容や魅力
を広く発信します。

つばめ若者会議の体系

▼政策提言型ではない次世代の「まちづくり」担い手育成
▼結果ではなくプロセスを重視した活動の支援

年
代
に
応
じ
た
活
動
ス
テ
ー
ジ

社会人
30歳以上

自主的・主体的な運営
　■チームプロジェクト
　 （イベントの実施など）

つばめいと
燕市出身県外在住
社会人・学生
18～30歳
＋

燕ジョイ活動部OB
まちあそび部OB

ステージ３

学生
社会人
29歳以下

運営・実施方法を学ぶ

　■燕ジョイ活動部

ステージ２

高校生

ステージ１

Uターン

Uターン

進学・就職

進学・就職

交流を通じた
「ふるさと」とのつながり

若者と行政の得意分野で
役割分担

県外で活動する若者燕市で活動する若者

メンバーと事務局は、まちづくりにおける良きパートナーとして協力し合う

メンバーの役割
・アイデア出し
・活動の実行
・情報発信など

事務局の役割
・スケジュール調整
・場所の確保
・必要な資料作成、予算管理

まちを知る・地域とつながる

　■燕市役所まちあそび部

資料：地域振興課

施策の方向性
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1．次代のまちづくりの担い手育成

若者の柔軟で創造性豊かな発想を気負わず楽しめる環境の中で、地域やまちの
人と年代を超えて関わりながら行う活動がまちづくりにつながるよう支援すると
ともに、活動を振り返りながら活動を通して学びにつなげることで、次代のまち
づくりの担い手を効果的に育成します。

2．若者活動の活発化

引き続き、若者が楽しみながら主体的に活動を行うための企画や運営等を支援
するとともに、様々な人と関わる機会を提供するなど、さらなる若者活動の活性
化を図ります。
また、若者活動の活性化により、地域と関わるイベントなどの実施につなげま
す。

3．若者によるプロモーション強化

SNS 等を活用し、多くの若者から興味を持ってもらえるようなプロモーショ
ン活動を行うことで、全国から注目される活動を目指すとともに、より多くの若
者の参加につなげます。

主要施策
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施策の達成目標

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

つばめ若者会議プロジェク
ト実行数（累計）

110事業
（H26～ R3年度） 185事業 245事業

計画期間において、年15事業の実施を目指す。

つばめ若者会議メンバー数

110人
（R3年度） 160人 200人

計画期間において、年10人の増加を目指す。

市内中高生の「まちあそび
部」の認知度
（中学3年～高校 3年）

－
（R3年度） 10.0％ 20.0％

計画期間最終年度までに20.0％を目指す。
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施策２ 誰もが活躍しやすい環境づくり

現況と課題
　本市では、平成 26（2014）年に「燕市男女共同参画推進条例」を制定し、あら
ゆる分野で男女がともに責任を分かち合い、支え合い、その個性と能力を十分に発揮
することのできる男女共同参画社会の実現に向けた各種取組を実施しています。これ
により、市の幹部職員や各種審議会等への女性登用率は増加しておりますが、社会全
体で見た場合に、男女が平等と感じている人は依然少ない状況にあることから、さら
なる取組の推進が必要です。
　また、平成 27（2015）年に成立した「女性活躍推進法」と連動する形で「女性
が輝くつばめプロジェクト」を展開し、各分野で活躍している女性個人や、女性が活
躍しやすい環境づくりに積極的に取り組んでいる企業等を表彰するとともに、多様な
人材の活躍推進やワーク・ライフ・バランスの実現に向けた講演会等を開催し、事業
者の男女共同参画に対する理解促進を図ってきたところです。
　さらに、令和 2（2020）年度から、従業員の子育てを積極的にサポートする企業
を「つばめ子育て応援企業」として認定し、育児休業を取得した男性従業員と企業に
奨励金を交付することで、仕事と育児が両立できる職場環境づくりを推進しています。
令和 3（2021）年度からは、就業規則の見直しなど職場環境改善の取組に対する補
助制度を創設し、市内企業の働きやすい職
場環境整備の後押しを行っています。
　引き続き、子育てや介護などは男性・女
性が協力して取り組むべきであるという認
識を広め、誰もがライフステージに応じた
柔軟な働き方ができるよう、各種制度の利
用を事業主と従業員双方に促すことで、性
別を問わず、誰もが活躍できる環境づくり
を推進していくことが重要です。 「男女共同参画講座」での

ワークショップの様子
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男女の地位の平等感について

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無回答わからない女性が優遇されているどちらかといえば
女性が優遇されている

平等であるどちらかといえば
男性が優遇されている男性が優遇されている

⑧社会全体として

⑦政治・経済活動
の場で

⑥法律や制度
の面で

⑤社会通念・慣習・
しきたりで

④地域社会（自治
会など）の中で

③学校教育の場で

②職場の中で

①家庭生活の中で 9.6 35.5 39.0 5.0

1.7

5.8 3.4

15.8

2.9

33.8

11.0 51.7 24.6 7.4

27.6 4.4 9.7 7.0

1.7

2.1

12.2 38.4 24.1 16.7 6.4

1.6

0.7

0.3

21.3

12.5

23.4

17.1 52.6 14.9 7.8 4.1

2.4

45.0 16.5 9.4 4.9

34.5 31.3 3.9 11.1 5.4

50.6 13.1

1.4

0.5

1.2

0.5

0.5

1.0

7.8 5.3

資料：地域振興課「男女共同参画に関する市民意識調査」（令和3年度）
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◆　性別等に関わりなく、互いを尊重する男女共同参画社会の実現を目指します。

◆　ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、誰もが活躍できる職場環境づくりを推
進します。

◆　あらゆる場面で女性の意見が反映されるよう、各種審議会や団体等への女性の登
用促進を図ります。

1．男女共同参画への意識啓発の推進

職場や家庭における従来の固定的な性別役割分担意識を見直すとともに、育児
休業の取得をきっかけとした男性の家事や育児への参加を促進するため、引き続
き講座等を開催するほか、新たに「つばめ輝く女性表彰 27」受賞者の日ごろの活
動の様子を動画で広く公開するなど、市民や企業に対する意識啓発を推進します。

2．誰もが活躍できる職場環境の整備

ワーク・ライフ・バランスの実現と、ライフステージに応じた柔軟な働き方が
できる職場を増やすため、企業に対し男性の育児休業取得や職場環境改善がもた
らすメリットや支援制度を積極的に周知し、「ハッピー・パートナー企業 28」の
登録や「つばめ子育て応援企業」の認定をより一層促進するとともに、市として
発注する建設工事について、「週休2日制適用工事」を推進します。
また、男性の育児休業取得や職場環境改善などに積極的な企業をロールモデル 29

としたフォーラム等を開催し、市内企業に波及させる取組を推進します。

施策の方向性

主要施策

27　つばめ輝く女性表彰：性別による固定的性別役割分担意識にとらわれず、女性が事業所や地域等あらゆる分野で個性
　　 と能力を十分発揮できる燕市を目指すことを目的として、各分野で輝く女性個人や、女性の活躍推進に積極的に取り
　　 組む事業所・団体を表彰する制度。
28　ハッピー・パートナー企業：男女がともに働きやすく、仕事と家庭生活等が両立できるよう職場環境を整えたり、女
　　 性労働者の育成・登用などに積極的に取り組んだりする企業等を「ハッピー・パートナー企業（新潟県男女共同参画
　　 推進企業）」として登録し、その取組を支援する新潟県の制度。
29　ロールモデル：考え方や価値観、実際の行動が、他者の模範となる人物等のこと。
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3．各種審議会等への女性の登用

あらゆる分野における政策・方針、意思決定過程に参画する女性を増やすため、
今後も各種審議会等における女性委員の登用について働きかけます。

　　燕市男女共同参画推進プラン

施策の達成目標

関連する個別計画等

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

ハッピー・パートナー企業
の登録数
新潟県男女平等・共同参画推進室「ハッ
ピー・パートナー企業一覧」

90社
（R3年度） 115社 135社

計画期間において、年5社の登録を目指す。

つばめ子育て応援企業の登
録数

29社
（R3年度） 65社 80社

計画期間最終年度までに80社の登録を目指す。

男性の育児休業取得促進奨
励金の交付人数（累計）

4人
（R3年度） 60人 100人

計画期間最終年度までに100人への交付を目指す。

各種審議会等における女性
委員の割合

31.7％
（R3年 4月） 34.0％ 36.0％

計画期間最終年度までに36.0％を目指す。
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施策３ 人権尊重・多文化共生のまちづくり

現況と課題
　これまでの人権、差別問題に加え、昨今ではインターネットでの誹謗中傷、国際
化の進展に伴うヘイトスピーチ 30、LGBTQ31 などの性的マイノリティへの理解不足
や偏見など、人権に対する新たな課題が生じています。
　こうした中、本市では、社会情勢の急速な変化等により多様化・複雑化する人権
問題に対応するため、学校や地域、家庭、事業所などを対象とした人権教育・啓発
を行ってきました。
　国際化の進展に伴い、市内に住む外国人
は、平成 28（2016）年度の 396 人から
令和 3（2021）年度には 551人に増加し
ました。外国人を地域社会の一員として受
け入れ、共生していくため、「広報つばめ」
等を多言語翻訳ソフトにより配信している
ほか、「外国人向け生活ガイドブック」を
制作し、災害などの緊急時の対応や医療・
保健・福祉・子育てなど、燕市で生活する
ために必要な情報を提供しています。また、
国際交流協会との連携により、市内に在住する外国人向けの日本語の学習支援や日
常生活のルールを理解してもらうための取組も実施しています。
　近年の市内在住外国人の内訳は、技能実習生の割合が最も多く、地域住民の中に
は漠然とした不安を抱える方も見られることから、今後は、受入企業と連携しながら、
地域住民との交流の機会を創出することで相互の理解を深め、国籍や文化などの異
なる多様な人が活躍できる地域社会の実現を目指していくことが重要となっていま
す。
　さらに、感染症拡大等の影響により中高生の派遣交流事業が中断している米国ダ
ンディ村やシェボイガン市との姉妹都市交流については、今後はオンラインも活用
しながら、交流活動の再開を目指していきます。

外国人との交流会の様子

30　ヘイトスピーチ：特定の国の出身者であることまたはその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうと
　　 したり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動。
31　LGBTQ：Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）、Gay（ゲイ、男性同性愛者）、Bisexual（バイセクシュアル、両性愛者）、
　　 Transgender（トランスジェンダー、性自認が出生時に割り当てられた性別とは異なる人）、Queer や Questioning（ク
　　 イアやクエスチョニング、自分自身のセクシャリティを決められない、分からない、または決めない人）の頭文字をとっ
　　た言葉で、性的マイノリティ（性的少数者）を表す総称として使われている。
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◆　年齢、性別、性自認や性的志向、国籍、人種、文化、障がい等の違いを市民一人
ひとりが認め合い、活かし合いながら、自分らしく暮らすことのできる社会の実
現を目指します。

◆　外国人住民が、地域社会の一員として活躍できる環境づくりに取り組みます。

◆　姉妹都市との交流を継続するなど、国際的な異文化交流を推進し、青少年の国際
性を育みます。

1．人権教育・啓発の推進

引き続き、学校や地域、家庭、事業所などを対象とした人権教育・啓発を行う
ほか、国や県等の各関係機関および関係団体と連携し、LGBTQをはじめとした

施策の方向性

市内外国人数の推移
( 人 )

396

429

467

537 539 551

300

350

400

450

500

550

600

令和 3年令和 2年令和元年平成30年平成 29年平成 28年

資料：市民課「住民基本台帳」

主要施策
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新たな人権課題に関する市民向けの講演会やパネル展を開催するなど、様々な学
習機会を提供します。

2．外国人住民向け支援

外国人住民が安心して生活できるよう、引き続き日本語教室や地域住民と外国
人との交流会を開催するほか、市政情報や生活情報、災害時の緊急情報等の情報
発信を多言語で行うなど、在住外国人への生活支援を行います。

3．姉妹都市との交流の再開

感染症拡大等の影響により中断していた姉妹都市との交流を再開することによ
り、国際交流の活性化や児童生徒の国際感覚の醸成を推進します。

　　燕市人権教育・啓発推進計画

施策の達成目標

関連する個別計画等

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

人権を尊重していると答え
た人の割合
市民意識調査

72.2%
（R4年度） 75.0% 80.0%

計画期間最終年度までに80.0％を目指す。

外国人交流会の年間参加者数

20人
（R3年度） 40人 60人

計画期間最終年度までに60人の参加を目指す。

姉妹都市（ダンディ村）と
の交流

未実施
（R3年度）

派遣・受入を
隔年で実施

派遣・受入を
隔年で実施

計画期間において交流再開を目指す。
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交流・応援（燕）人口戦略戦略３

施策１ 着地型観光の振興

現況と課題

　本市の特色である「ものづくり産業」を核とした産業観光は、他の地域との差別化
を図ることができる地域資源を活かした観光コンテンツの一つです。これまで、市内
企業による工場見学用の案内看板や通路等の整備を支援するほか、燕市産業史料館に
「ものづくり体験」ができる工房館の増設をはじめとするリノベーションを行い、コ
ンテンツの魅力向上を図ってきました。併せて、燕市観光協会に観光ナビゲーターを
配置するなど、観光客受入体制の強化にも取り組んできたところです。
　その結果、平成 29（2017）年以降、本市の観光客入込数は増加し続け、令和元
（2019）年には 90万人を達成しました。その後、感染症拡大の影響により県をまた
ぐ移動が制限されたことなどから、令和 3（2021）年は 500,183 人にまで減少し
ましたが、県内外からの修学旅行生が多数訪れるなど、本市がキャリア教育やものづ
くりの体験の場として、幅広い年代層から注目されつつあります。
　今後も、多様化する観光ニーズに対応しつつ、持続的に産業観光を推進していくた
め、受入体制を一層強化していくことが求められています。
　また、本市産業の発展とともに誕生し、地域
で愛され続けている「背脂ラーメン」が、令和
3（2021）年に文化庁の「未来の 100 年フー
ド部門 ～目指せ、100 年！～」に認定されま
した。こうした地域独自の食文化も併せて積極
的に情報発信するなど、さらなる誘客を促進し
ていく必要があります。
　自然観光については、令和 4（2022）年に、
拠点施設である道の駅国上を官民協働により大幅

魅力あふれる観光の振興
基本方針１ 

100 年フードに認定された
燕の「背脂ラーメン」
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にリニューアルしたほか、同年に通水
100 周年を迎えた大河津分水をインフ
ラツアーのコンテンツとして活用する
など、新たな観光資源の開発に取り組
んでいるところです。国上山や大河津
分水といった従来からある資源を新た
な視点で磨き上げ、本市ならではの着
地型観光を積極的に推進していく必要
があります。
　また、コロナ禍で大きく低迷したイ
ンバウンドについても、今後大きく回
復していくことが予想されることから、その対応に向けた環境整備や体制構築が重
要となります。
　加えて、従来から連携している弥彦村に加え、観光漁港である寺泊を有する長岡
市や、八十里越えの開通等で新たな人流増加が期待される三条市など、近隣地域と
の連携した広域での観光誘客も求められています。

大河津分水インフラツアー

観光客入込数
( 人 ) ( 人 )

74,172,409 72,477,709
74,828,029

73,303,449

42,006,752

42,997,139

573,180

681,326

830,964

967,590

511,057 500,183

燕
市
全
体

県
全
体

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,2000,000

燕市全体

令和３年度令和２年度令和元年度平成30年度平成 29年度平成 28年度
0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

県全体

令和３年令和２年令和元年平成30年平成 29年平成 28年

資料：新潟県「観光入込客統計」、観光振興課調べ

※国の共通基準に基づき集計。産業観光推進のため、平成30年に対象施設の見直しを行った。
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◆　市内企業や関係機関との連携により、持続可能な産業観光客受入体制を構築しま
す。

◆　道の駅国上を中心とした観光資源をさらに磨き上げ、着地型観光を推進します。

◆　インバウンドの観光需要を取り込むため、情報発信や受入体制整備を推進します。

◆　近隣地域との連携により着地型観光を一層推進するため、観光推進体制を強化し
ます。

施策の方向性

道の駅国上と燕市産業史料館の入館者数
( 人 )

0

50,000

100,000

150,000

200,000

産業史料館道の駅国上

令和３年令和２年令和元年平成30年平成 29年平成 28年

104,412

167,108
172,113

184,934

149,727 147,413

13,509 11,725
3,954

16,211
12,379

18,528

※産業史料館は平成30（2018）年 7月から平成31（2019）年 4月までリニューアル工事のため休館

資料：観光振興課調べ
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 1．産業観光の推進

コロナ禍を契機に注目を浴びた教育
旅行の受入をはじめ、産業史料館を拠
点に市内企業と連携した持続可能な観
光客受入体制の整備に向けた検討を進
めます。
また、本市の産業と関わりの深い食
文化などの地域情報も併せて発信する
など、さらなる観光プロモーションの
強化を図ります。

2．自然観光の充実

道の駅国上を中心とした国上エリアや大河津分水などの既存の観光資源に新
たな遊びや体験等を掛け合わせるなど、自然観光の磨き上げを行います。

3．インバウンド受入環境の整備

インバウンドによる観光需要を取り込むため、訪日外国人や旅行代理店向け
の情報発信を拡充します。また、地域全体での多言語化をはじめとした観光客
受入環境の整備をさらに推進します。

4．観光推進体制の強化

着地型観光のさらなる推進に向け、燕市観光協会や燕・弥彦広域連携会議等
の既存機関をはじめとする観光推進体制を強化するとともに、近隣地域との連
携を密にしながら、観光誘客に向けた新たな取組を検討します。

主要施策

産業史料館での修学旅行生による
ものづくり体験の様子
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施策の達成目標

32　主要観光施設における売上金額：道の駅国上、燕三条地場産業振興センター（物産館）、燕市産業史料館における売上
　　 金額計。

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

観光客入込数

500,183 人
（R3年） 827,000 人 949,000 人

計画期間の中間年までにコロナ禍前の実績を回復、その後
は年3.5％の増加を目指す。

外国人観光客入込数

111人
（R3年度） 3,000 人 3,400 人

計画期間の中間年までにコロナ禍前の実績を回復、その後
は年3.5％の増加を目指す。

主要観光施設における売上
金額 32

4 億 434万円
（R3年度） 5億 200万円 5億 7,700 万円

計画期間の中間年までにコロナ禍前の実績を回復、その後
は年3.5％の増加を目指す。
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　人口減少や社会情勢等の変化に伴い住民ニーズは多様化しており、市町村の枠組み
を超え、連携して課題解決に取り組む重要性が高まっています。
　本市は、平成 26（2014）年から弥彦村と定住自立圏形成協定に基づき、医療・
福祉や広域観光、地域公共交通など、それぞれの強みを活かしながら、圏域全体の活
性化や課題解決に取り組んでいます。
　また、平成 29（2017）年からは新潟市をはじめ、本市を含む近隣 12市町村で
新潟広域都市圏を形成し、連携して地域活性化に努めています。
　県央地域の 5市町村（燕市、三条市、加茂市、田上町、弥彦村）で形成する県央
医療圏では、県央基幹病院の令和 5（2023）年度開院を見据え、看護師の確保およ
び地元定着を図るため、令和 3（2021）年度から修学資金貸与制度を全 5市町村で
開始しました。加えて、医療従事者の確保および周産期医療体制の構築を県に対し要
望するなど、圏域内の医療サービスの維持・向上に連携して取り組んでいるところで
す。
　南魚沼市、山形県南陽市、福島県南相馬市とは、災害時における相互応援協定に基
づき、地震等の自然災害に備えた連携を進めるとともに、南陽市とは互いの地域を訪
問するバスツアーを実施したり、南相馬市とは互いのマラソン大会に選手を派遣した
りするなど、平時の交流も行っています。愛媛県松山市、宮崎県西都市、沖縄県浦添
市とは、少年野球交流大会を開催するなど、東京
ヤクルトスワローズを介した交流が続いています。
　引き続き、県内外の自治体との広域連携を推進
し、多様化する住民ニーズに対応した協働による
課題解決や災害時における応援体制強化に取り組
むとともに、互いの地域資源を活かした地域活性
化や、交流・応援（燕）人口の創出につなげてい
くことも重要です。

施策１ 広域連携・都市交流の推進

現況と課題

東京ヤクルトスワローズカップ
少年野球交流大会の様子

つながりを活かした燕市のファンづくり
基本方針２



120 121

ୈ
3
෦

ઓ
ུ
3

弥彦村との定住自立圏構想の具体的取組項目

圏域づくりの目標 政策分野 事業名

病児・病後児
保育事業

地域医療・福祉の
環境整備

医療・福祉

産業振興 広域観光の促進

新潟大学
寄附講座事業

看護職員修学資金
貸付事業

介護人材
定着促進事業

観光エリア
魅力アップ促進事業

コミュニティバス
運行事業地域公共交通

ネットワークの
構築

地域
公共交通

予約制乗合ワゴン車
運行事業

職員合同研修事業圏域職員の育成

外部人材の確保 外部人材活用事業

生活機能の強化

結びつきやネットワークの強化

暮らしの
安心の確保

地域経済の
活性化

人材育成

資料：燕・弥彦地域定住自立圏共生ビジョン（令和４年３月）

圏域マネジメント能力の強化

圏域内外の
交流促進と

人材の育成・確保
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◆　広域連携協定（協約）を結ぶ市町村との連携強化により、引き続き圏域全体の都
市機能の充実や地域活性化を図ります。

◆　県央医療圏の市町村と連携し、圏域全体で医療サービスの維持・向上を図ります。

◆　県内外の都市と連携し、防災に関する連携や特産品・農産物の PR、地域資源を
活かした若者活動を通じた交流等を展開します。

◆　東京ヤクルトスワローズ連携交流事業を通じてつながりがある自治体との交流を
継続します。

1．広域連携の推進

燕・弥彦定住自立圏形成協定を結ぶ弥彦村、新潟広域都市圏連携協約を結ぶ新
潟市および連携市町村とともに、医療や産業、観光、公共交通など、各分野の連
携事業を実施し、魅力ある地域づくりをより一層推進します。

2．県央医療圏域連携の推進

県央医療圏を形成する市町村で連携し、引き続き圏域における医師不足や看護
師不足の解消および 24時間分娩に対応できる持続可能な周産期医療体制の構築
に向けて取り組むなど、県央基幹病院を中心とした圏域内の医療サービスの維持・
向上に努めます。

3．都市交流・連携の推進

引き続き、県内外の自治体と防災分野、産業分野および教育分野等の交流・連
携を推進し、相互の地域活性化や補完機能の強化に努めます。

施策の方向性

主要施策
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4．東京ヤクルトスワローズ連携交流事業を通じた交流

少年野球交流大会等を通じ、東京ヤクルトスワローズと関係がある自治体との
つながりを意識した各種イベントを実施します。

5．若者活動を通じた他自治体との交流

新たに、本市の若者と富山県南砺市等の若者同士の交流事業を実施するなど、
次世代を担う若者の地域を越えた継続的なつながりに取り組みます。

　　燕・弥彦地域定住自立圏共生ビジョン

施策の達成目標

関連する個別計画等

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

市の事業を通じて継続して
連携・交流している自治体数

7市
（R3年度） 8市 9市

計画期間において、4年に1市との連携・交流開始を目指す。

広域連携による事業数

39事業
（R3年度） 43事業 47事業

計画期間において、年1事業の追加を目指す。

　　燕・弥彦地域定住自立圏共生ビジョン
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施策２ 「ふるさと燕」のファン拡大

　本市を「訪れたい」、「応援したい」という人を増やすため、これまで人気テレビド
ラマのロケ誘致や東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会選手村食堂で
の燕製カトラリー採用など、様々な施策を通して本市の魅力を発信し、知名度向上や
イメージアップに取り組んできました。今後さらに多くの人から本市に興味を持って
もらい、交流・応援（燕）人口の拡大を図っていくためには、年代やライフステージ
によって異なる情報ニーズや関心事などを的確に捉えるとともに、多様な情報発信
ツールを活用しながら、効果的に情報発信していく必要があります。
　「燕」という名称を縁に、平成23（2011）
年から行っている東京ヤクルトスワローズ
との交流・連携事業では、スワローズファ
ンから燕市ファンにもなってもらうため、
神宮球場でのイベントや市内で開催するス
ワローズとコラボした田植え・稲刈りイベ
ントの際に、「ヤクルトスワローズ新潟支
燕会つばめ会」への加入を促してきました。
今後はさらなる燕市ファン獲得に向け、本
市と直接関わる機会の充実を図っていく必
要があります。
　また、本市に関わりのある著名人を PR大使として任命し、各大使の活動分野・得
意分野において、本市の魅力や特色ある施策を発信いただいているほか、市外の方
に本市の情報を定期的にメール配信する「つばめサポートクラブ」への加入促進に
も取り組んできました。
　本市のファンづくりに大きく貢献するふるさと納税については、制度自体の認知
拡大や各種 PR活動の成果により、本市への寄附件数および寄附受入額は順調な伸び
を維持してきました。一方で、全国的にふるさと納税に力を入れる自治体が増えた
ことで地域間競争が激化しており、寄附の分散化が進んでいます。今後も全国の方々
から本市に興味を持ってもらい、ふるさと納税をきっかけとした寄附者とのつなが
りを維持・継続していくため、寄附者のニーズを捉えた返礼品の拡充やさらなるプ
ロモーション活動を展開していくことが重要です。

現況と課題

東京ヤクルトスワローズと連携して
開催している「燕市 DAY」
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燕市公式Twitter フォロワー数
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（人）

資料：広報秘書課調べ

ふるさと納税実績
( 件 ) ( 千円 )
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23,435

581,087 969,460 1,684,130 4,237,202 4,901,617 4,443,194

40,258

70,013

131,513
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137,147

資料：総務省自治税務局市町村税課「ふるさと納税に関する現況調査結果」
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地域ブランド調査における本市の全国順位
( 位 )
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280

資料：ブランド総合研究所「地域ブランド調査」
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◆　公式ウェブサイトや SNS をはじめとする各種情報発信ツールを活用し、本市の
魅力や特色ある施策等を市内外に迅速かつ効果的に発信します。

◆　東京ヤクルトスワローズとの連携等により燕市のファンづくりを推進し、交流・
応援（燕）人口（関係人口）の創出につなげます。

◆　ふるさと納税ポータルサイトやウェブ広告等の活用により、本市の魅力を効果的
に PRします。

1．様々なツールを活用したプロモーション活動

引き続き、公式ウェブサイトをはじめ、SNS、広報紙、パブリシティなどの様々
なツールを最大限活用し、「ものづくり」「人」「自然」「食」といった本市の魅力
を広く全国に向けて発信します。
また、燕市 PR大使と連携した PR活動を引き続き行うとともに、全国で活躍
している本市出身者や本市と関わりのある人からも本市を PRしてもらえる仕組
みを構築します。

2．東京ヤクルトスワローズとの連携

新たな燕市ファン獲得を目指し、引き続きスワローズとの連携によるイベント
開催や情報発信を行います。

3．体験プログラムの展開

田植え・稲刈りイベントをはじめ、全国のスワローズファンやつばめサポート
クラブ、つばめ会メンバー、つばめいとメンバーなどが本市と直接関わりを持つ
ことができる体験プログラムを引き続き展開します。

施策の方向性

主要施策
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4．ふるさと納税の推進

本市の魅力を広く発信するため、寄附受付ポータルサイトを通じ、引き続き魅
力のある返礼品を紹介・贈呈します。また、令和 4（2022）年度に新たに開設
した直営ポータルサイトや公式インスタグラム等をはじめ、効果的なプロモー
ションを展開します。

施策の達成目標

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

本市を「魅力的」と答えた
人の割合
ブランド総合研究所「地域ブランド調査」

19.3％
（R4年度） 24.0％ 25.0％

計画期間最終年度までに25.0％を目指す。

つばめサポートクラブ会員数

365人
（R3年度） 460人 540人

計画期間において、年約20人の登録を目指す。

ふるさと納税リピート率

22.9％
（R3年度） 24.0％ 25.0％

計画期間最終年度までにリピート率25.0％を目指す。
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人口戦略を支える都市環境の整備戦略４

現況と課題
　近年、風水害等の自然災害は激甚化・頻発化しており、市民の防災に対する関心
は高まりつつありますが、本市では、大きな災害の経験が乏しく、災害発生の初動
段階から行政による「公助」だけに頼る傾向があります。災害時は、地域が一丸と
なって助け合う「共助」の役割が特に重要となりますが、感染症拡大等の影響によ
り、防災活動を自粛する地域も見受けられ
ます。命を守り、災害時の被害を最小限に
抑えるためには、地域住民が「自助・共助」
による初動体制を構築しておくことが大切
です。そのため、総合防災訓練や出前講座・
研修、防災活動費補助等を通じ、市民の防
災意識の向上と知識技能の習得を推進する
とともに、自助・共助による初動対応の重
要性の理解促進に努め、地域防災活動の活
性化を図っているところです。
　また、本市には、大地震が想定される長岡平野西縁断層帯や、柏崎・刈羽原子力
発電所から概ね 30km圏内の避難準備区域（UPZ）が含まれており、想定される危
機事象 33 の発生に備え、即応態勢を整備しておく必要があります。
　こうした災害時に必要な備蓄品の整備や各種団体等との応援協定締結などをこれ
までも進めてきましたが、新型コロナウイルスのような未知の感染症にも的確に対

防災フェアでの応急手当講習の様子

33　危機事象：市民生活に対して危険または不安定な状況をもたらす、もしくはもたらすおそれのある事態のこと。

施策１ 災害に強いまちづくり

安全で安心して暮らせるまちづくり
基本方針１
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応できる体制を整えるとともに、避難所施設における非常用電源といった、さらなる
備えも必要です。
　加えて、日頃から火災の予防を心がけるとともに、万が一火災が発生した場合の
対策を講じておくことも、災害に強いまちを目指すうえでは重要です。火災発生を 1
件でも減らすため、市民一人ひとりの防火に対する意識啓発や日常的な防火活動を推
進するとともに、火災時の逃げ遅れによる死傷者を無くすため、引き続き住宅用火災
警報器の普及促進や維持管理の適正化を図る必要があります。併せて、防火対象物お
よび危険物施設における火災を未然に防止し、利用者等の安全を確保するため、消防
法令違反がある事業所等に対し、重点的に違反是正を図る必要があります。
　また、近年は、若年層の人口減少やサラリーマンの増加等により、消防団員の確保
が困難になっており、今後もその傾向が強まることが予想されるため、女性消防団員
を含めた団員確保に継続的に取り組む必要があります。
　さらに、火災および救命に迅速かつ的確に対応するため、消防職員の資質向上や車
両・資機材等の整備充実も必要となっています。

市民1,000人当たりの消防団員数
( 人 )

11.1 10.9

0

2

4

6

8

10

12

14

令和 3年令和 2年令和元年平成30年平成 29年平成 28年平成 27年

11.6 11.6 11.411.7 11.7

資料：燕・弥彦総合事務組合消防本部調べ
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◆　市民の防災知識習得の促進と、市の災害対策本部機能充実等により、官民一体と
なった防災力の強化を推進します。

◆　自主防災組織の結成を促進し、市民の防災意識の向上を図ります。

◆　消防体制の充実強化と市民への意識啓発等を通じた火災予防に努めます。

1．市民の防災意識の向上

地域において防災訓練や出前講座・研修等を定期的に実施するほか、小中学生
への防災教育を継続的に行い、市民の防災に関する知識習得を促進するとともに、
自助・共助の意識を高めます。また、地域における自主防災組織結成や防災活動
を支援します。

2．防災体制の強化

災害対策本部訓練等を通じた職員の災害対応力向上や防災情報の伝達手段の整
備等により、危機管理体制のさらなる強化を図ります。
また、避難所施設における災害備蓄品や非常用電源等の整備を進めるとともに、
応援協定等による各種団体との連携強化を図るほか、感染症対策のさらなる強化
に努めます。

3．マイ・タイムラインの普及促進

水害に備え、平時から個人や各家庭で自分のとるべき行動を整理し、時間軸に
まとめておく避難行動計画「マイ・タイムライン」の作成を促進します。

主要施策

施策の方向性

地域において防災訓練や出前講座・研修等を定期的に実施するほか、小中学生
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4．消防組織体制の強化

消防団の活動や必要性について情報発信し、消防団のイメージアップを図ると
ともに、市内事業所や地域などと連携した消防団員の確保に継続して取り組みま
す。
また、消防職員の資質向上に引き続き取り組むとともに、消防車両・資機材等
の計画的な整備充実を図ります。

5．火災予防の推進

女性消防団員を中心とした地域住民への防火対策の啓発に継続して取り組むと
ともに、住宅用火災警報器の普及促進と定期的な点検・交換に関する広報活動を
推進します。
また、防火対象物および危険物施設への計画的な立入査察を実施し、法令違反
に対する是正指導を行います。
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　　燕市国民保護計画
　　燕市地域防災計画
　　燕市新型インフルエンザ等対策行動計画
　　原子力災害に備えた燕市避難計画

施策の達成目標

関連する個別計画等

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

自主防災組織の組織率

76.3％
（R4年 4月） 78.0％ 80.0％

全国平均を踏まえ、計画期間最終年度までに組織率80.0％
を目指す（全国平均84.4％：令和 3年 4月 1日現在）。

地域防災活動の参加者数

3,732 人
（R3年度） 4,500 人 5,500 人

計画期間において、年250人の増加を目指す。

市民1,000 人当たりの消防
団員数

10.6 人
（R4年 4月） 基準値を維持 基準値を維持

人口・団員数が減少していく中、計画期間において、基準
値の維持を目指す。
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施策２ 防犯・交通安全の推進

≪防犯≫
　全国的に様々な犯罪が頻発し、犯罪行為による直接的な被害に加えて、周囲の無理
解や配慮に欠けた対応等による間接的な被害（二次被害）も生じています。
　このような中、本市では、「燕市犯罪被害者等支援条例」を令和 4（2022）年 4
月から施行し、犯罪被害者等 34 を支援するための施策を推進しています。
　本市における近年の犯罪認知件数（刑法犯）は減少傾向にあり、平成 25（2013）
年の 608件から令和 3（2021）年には 245件まで減少しました。罪種別では窃盗
犯が約 6割を占める一方で、振り込め詐欺などの特殊詐欺被害は後を絶たず、令和
3（2021）年において 6件、約 1,200 万円の被害が発生し、被害者の大半は高齢者
という状況です。
　また、高齢化の進行やデジタル化の進展に伴う取引の多様化など、消費者を取り
巻く環境が変化する中、高齢者を狙った悪質商法やインターネット販売等に関する
トラブルが増加し、その手口も複雑化・巧妙化しており、また、成年年齢引き下げ
に伴う若者の消費者被害も懸念されています。
　このような消費者トラブルに対応するため、引き続き消費生活相談体制の充実を
図るとともに、特に被害に遭いやすい高齢者や若者を中心に、情報提供や啓発活動
等に取り組み、消費者被害の防止および消費者教育の推進を図る必要があります。
　加えて、本市では、子どもを狙った犯罪被害や不審者情報は多くはないものの、
全国では子どもが犯罪被害者となる凶悪事件が発生しています。次代を担う子ども
たちが事件に巻き込まれないよう、地域ぐるみで未然に防止する対策が必要です。

≪交通安全≫
　市内における交通事故発生件数は減少傾
向にあるものの、高齢者が関与する交通事
故が多発しており、その抑制は大きな課題
となっています。
　これまで、警察や交通安全協会等と連携
し、高齢者、未就学児、小中学生といった

現況と課題

交通安全教室の様子

34　犯罪被害者等：犯罪等により害を被った者およびその家族または遺族をいう。
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年齢層に応じた交通安全教室の開催や、街頭指導をはじめとする交通安全活動を実施
することで、市民の交通安全意識の高揚を図ってきました。また、危険箇所において
歩道やカーブミラーなどの交通安全に関する施設の整備を継続して進めてきたほか、
平成 26（2014）年度より高齢運転者の事故防止を目的に、高齢者に対し運転免許
証の自主返納を促す取組を実施してきたところです。
　今後とも、交通事故を未然に防ぐには、一人ひとりの交通ルール遵守や交通マナー
向上を図る取組が重要です。

燕警察署管内　犯罪認知件数
( 件 )

411
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318 316

273
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令和３年度令和２年度令和元年度平成30年度平成 29年度平成 28年度

資料：燕警察署調べ
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燕警察署管内　特殊詐欺　被害件数および被害額
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1,633 421 195 3,198 1,195

資料：燕警察署調べ

燕警察署管内　交通事故発生件数、負傷者数、死者数

0

50

100

150

200

250

300

負傷者数発生件数

令和3年令和 2年令和元年平成30年平成 29年平成 28年平成 27年平成 26年
0

1

2

3

4

5

6

死者数

令和3年令和 2年令和元年平成30年平成 29年平成 28年平成 27年平成 26年

(件・人 ) ( 人 )

218 257

5

2

1

3

2

0

2

4

207 254 171 200 182160 146 162 154

121 139

173 119 128

発
生
件
数
・
負
傷
者
数

死
傷
者
数

資料：燕警察署調べ
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◆　市民の防犯意識の向上と、自主的な防犯活動を促進するとともに、児童生徒の登
下校時の安全を確保します。

◆　消費者被害に対する意識向上および被害の未然防止に努めます。

◆　誰もが安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に向け、犯罪被害者等
に対する適切な支援を推進します。

◆　市民の交通安全意識の向上と、子どもや高齢者の関与する事故の未然防止に努め
ます。

1．市民の防犯意識の向上

引き続き、公式ウェブサイトや SNS を活用した啓発活動などにより、市民の
防犯意識のさらなる向上を図ります。とりわけ、手口がより巧妙化している特殊
詐欺の被害防止に重点的に取り組みます。

2．防犯活動の推進

引き続き、警察や防犯団体等と連携し、地域での自主的な防犯活動を促進しま
す。

3．登下校時の防犯・交通安全対策の推進

引き続き、関係部署や学校、警察、地元自治会等と連携して児童生徒の登下校
時の安全確保に取り組みます。
また、「燕市通学路交通安全プログラム」に基づき、定期的に通学路の点検を
行うとともに、計画的に安全対策を進めます。

主要施策

施策の方向性
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4．消費生活相談窓口の充実

年々複雑化・多様化する消費生活問題に迅速・的確に対応するため、今後も国
民生活センター・県消費生活センター等関係機関との連携を図り、消費生活相談
窓口の充実に取り組みます。

5．犯罪被害者等支援の推進

万が一犯罪被害が発生した場合には、引き続き関係機関等と連携して犯罪被害
者等支援を行います。

6．交通安全対策の推進

今後も燕警察署および燕市交通安全協会等と連携し、交通安全運動を行うなど、
交通安全思想の普及・啓発を進めるとともに、交通事故多発地点を周知すること
により、市民の安全運転意識の高揚を図ります。
また、引き続き子どもや高齢者を対象とした交通安全教室を開催するほか、高
齢者の運転免許証自主返納を推進します。
加えて、信号機や横断歩道の設置を関係機関に要望するとともに、歩道やカー
ブミラーなどの施設整備を進めます。
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　　燕市交通安全計画

施策の達成目標

関連する個別計画等

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

犯罪認知件数
燕警察署ほか「燕市防犯白書」

245件
（R3年） 毎年減少 毎年減少

毎年減少を目指す。

特殊詐欺被害件数
燕警察署ほか「燕市防犯白書」

6件
（R3年） 毎年減少 毎年減少

毎年減少を目指す。

交通事故発生件数
新潟県警察本部「市町村別交通事故発
生状況」

119件
（R3年） 毎年減少 毎年減少

毎年減少を目指す。

交通事故死者数
新潟県警察本部「市町村別交通事故発
生状況」

2人
（R3年） 0人 0人

交通事故死者数ゼロを目指す。

高齢者交通事故発生件数
燕警察署調べ

54件
（R3年） 毎年減少 毎年減少

毎年減少を目指す。
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施策３ 良好な生活環境の保全

　持続可能な社会の実現に向けた取組が世界的な潮流となっている中、環境面におい
ては、ごみの発生を抑え、限りある資源を大切にし、未来へとつなぐ資源循環型社会
の形成が求められています。
　本市では、ごみの減量化と再資源化を促
進する4R35 活動として、平成 27（2015）
年度から、事業所から発生する飲料用空き
缶を資源として回収し、その売却益で絵本
を購入する「カンカン BOOK」事業に取
り組んでいます。また、平成 29（2017）
年度からは、家庭で使われなくなった古着
類を回収し、海外で必要としている方々に
再利用していただくとともに、古着類の売
却益で絵本を購入する「福服 BOOK」事
業にも取り組んできました。これらの取組により、令和3（2021）年度末までに1,423
冊の絵本を保育園などに配付することができました。また、障がい福祉施設と連携し、
ペットボトルの異物除去作業や小型家電に含まれる有用金属の再資源化なども進め
てきました。
　これらの取組の結果、本市のごみの総排出量は概ね微減傾向で推移してきていま
すが、未だに県内市町村別では下位（30市町村中 24位）に位置しており、持続可
能な環境を保全していくためには、排出抑制や資源の分別排出をより一層進めてい
く必要があります。
　また、本市においても一般家庭や飲食店等での食べ残しなどによる「食品ロス 36」
が大量に発生しており、水分の多い食品は重量が重く、運搬時や焼却時に多くの燃
料を消費するなど環境負荷につながっています。そのため本市では、食料資源の有
効活用や省エネルギー化を図るため、令和 4（2022）年に「燕市食品ロス削減推進
計画」を策定し、食品ロス削減に向けた取組を開始しました。

現況と課題

空き缶を資源として回収する
「カンカン BOOK」」事業

35　4R：リフューズ（Refuse：レジ袋等を断る）・リデュース（Reduce：発生抑制）・リユース（Reuse：再使用）・リサ
　　 イクル（Recycle：再生利用）の 4つの頭文字をとった廃棄物減量のキャッチフレーズ。
36　食品ロス：本来食べられるにもかかわらず捨てられている食品のこと（食品廃棄物には、食品ロスのほか、例えば、魚・
　　 肉の骨等、食べられない部分が含まれる）。
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　併せて、市民の自主的かつ協同的な環境美化活動として「クリーンデー燕」を実施
していますが、参加者が減少傾向にあり、環境教育の推進と合わせて、環境保全に向
けた市民意識啓発を図っていく必要があります。
　さらに、安全・安心に暮らし続けるための公害対策については、揮発性有機化合物
の排出を抑制する市内中小企業者の取組に対し、補助金等の支援を行うほか、県と協
力して事業所の立入検査、指導を引き続き行っていく必要があります。
　加えて、光化学スモッグや微小粒子状物質（PM2.5）による大気汚染についても
発生が懸念されており、発生時の情報収集と、迅速な情報提供を行う必要があります。

ごみの排出量の推移
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◆　資源循環型社会の構築に向け、4R活動やごみの適正処理・再資源化を推進します。

◆　市民一人ひとりが環境保全への意識を高め、学び、体験できる機会を創出します。

◆　公害の発生抑止に努め、良好な生活環境を保全します。

1．4R 活動とごみの適正処理の推進

各家庭や市内事業所に対し、ごみの排出抑制、減量化に向けた啓発活動を広報
紙やイベント、出前講座などを通じて継続的に展開します。
また、家庭で不用となった物を再利用するフリーマーケットを新たに開催する
など、4R活動への理解促進を図ります。

2．ごみの再資源化の推進

引き続き、障がい福祉施設と連携した小型家電に含まれる有用金属の再資源化
や事業所の協力による「カンカン BOOK事業」などに取り組みます。

3．環境教育・普及啓発の推進

子どもたちが環境問題に関心を持ち理解が進むよう、引き続き「Let’s Try
Eco」啓発ポスターコンクールなどの活動を推進します。
また、今後も参加者への環境保全意識を醸成する契機となる「クリーンデー燕」
など、環境美化活動への参加促進に取り組むほか、食品ロス削減に向け、市民や
市内事業所に対する啓発や取組に対する支援を行います。

施策の方向性

主要施策
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4．公害対策の推進

県や関係団体等と連携し、事業所に対する定期的な立入検査や啓発活動を引き
続き推進するとともに、有害大気汚染物質（トリクロロエチレン）については、
環境負荷低減のための設備投資に対する補助金の活用等を促すことで排出抑制に
つなげます。
また、光化学スモッグや PM2.5 等の大気汚染については、県からの情報を防
災行政無線、防災メール、SNS により速やかに市民へ情報提供し、注意喚起を
行います。

　　燕市環境基本計画
　　燕市食品ロス削減推進計画
　　一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（燕・弥彦総合事務組合）

施策の達成目標

関連する個別計画等

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

ごみの総排出量

31,323t
（R3年度） 30,400t 29,700t

計画期間において、年約0.05％削減を目指す。

「カンカン BOOK」事業に
おけるアルミ缶・スチール
缶の回収量

2,270㎏
（R3年度） 2,300㎏ 2,400㎏

計画期間において、年約15㎏回収増加を目指す。

使用済小型家電の回収量

12,532㎏
（R3年度） 13,700㎏ 15,000㎏

計画期間最終年度までに20％増加を目指す。

　　一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（燕・弥彦総合事務組合）
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施策４ 脱炭素社会づくり

　近年、世界各地で多発している猛暑や豪雨などの異常気象は、地球温暖化が原因
と考えられており、平成 30（2018）年に公表された IPCC37「1.5℃特別報告書」
では、世界全体の平均気温の上昇を 1.5℃の水準に抑えるため、二酸化炭素排出量を
令和 32（2050）年頃に正味ゼロとすることが必要とされています。この報告書を
受け、世界各国で令和 32（2050）年までのカーボンニュートラルを目標として掲
げる動きが広まっています。
　我が国では、令和 2（2020）年 10月に「2050 年までに温室効果ガスの排出量
を全体としてゼロにする」目標を宣言し、その中間目標として、令和 12（2030）
年度に平成 25（2013）年度比で 46％の二酸化炭素排出量の削減を目指しています。
このような中、本市では令和 4（2022）年 6月に「燕市ゼロカーボンシティ宣言」
を表明し、令和 32（2050）年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すこととし
ました。
　これまで本市では、公有地でのメガソー
ラー発電所稼働等による再生可能エネル
ギーの活用のほか、ESCO事業 38 を活用
した防犯灯の LED化や燕市中央公民館の
空調等の改修、公共施設の照明 LED化等
により二酸化炭素排出量削減を進めてき
ました。しかしながら、令和元（2019）
年度の削減率は平成 25（2013）年度比
で 20％となっており、国の中間目標を達
成するためには、本計画期間中にさらに
26％（286 千 t-Co239）削減する必要が
あります。
　排出量削減には、二酸化炭素排出の主な原因である化石燃料の利用を減らす必要

現況と課題

市内に設置された太陽光パネル

37　IPCC：気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change）のこと。世界気象機関（ＷＭＯ）
　　 および国連環境計画（UNEP）により設立された政府間組織。
38　ESCO事業：自治体が行う省エネルギー改修にかかるすべての経費を民間事業者等が一旦負担し、その分を省エネルギー
　　 改修で得られた光熱水費の削減分で補う事業。
39　t-Co2：二酸化炭素 1トンを意味する単位。「トンCo2」と呼ぶ。
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があり、行政の取組だけでなく、市民や事業者の理解と主体的な取組が不可欠となっ
ています。今後は、公共施設における再生可能エネルギーのさらなる活用に加え、市
民や事業者の環境に対する意識を高め、官民一丸となって省エネルギー化に向けた取
組や再生可能エネルギーの普及を一層推進していくことが重要です。

部門・分野別の温室効果ガス（CO2）排出量
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◆　市民一人ひとりの地球温暖化対策への意識を高め、学び、体験する機会を創出し
ます。

◆　公共部門、民生部門、産業部門における再生可能エネルギーのさらなる利用促進
に取り組みます。

◆　庁舎・学校等の公共施設や住宅において、省エネ性能の向上を進めます。

◆　自動車移動の脱炭素化に向け、電気自動車等の普及に努めます。

1．一人ひとりが取り組める省エネ活動の推進

市民一人ひとりが取り組める省エネ活動等を推進するため、引き続き広報紙や
イベント、出前講座などを通じて環境に対する意識を高めます。

2．再生可能エネルギー活用の推進

再生可能エネルギーの活用を推進するため、市内 2か所目のメガソーラー発
電施設を設置します。また、令和 4（2022）年度実施の小風力発電実現可能性
調査の結果に基づき、公共施設への小風力発電設備導入の検討を進めます。

3．公共施設や住宅の省エネ性向上の推進

庁舎や学校等の公共施設の改修時に断熱性能を向上させるなど、省エネ化に取
り組むとともに、住宅の省エネ性能の向上も推進します。

施策の方向性

主要施策



146 147

ୈ
3
෦

ઓ
ུ
4

4．「ゼロカーボン・ドライブ」の普及促進

新たに公用車の電気自動車等導入を進めるほか、市内企業への電気自動車等の
普及に努めます。併せて、再生可能エネルギーを活用した充電施設整備を促進す
るための支援制度を検討します。

　　燕市環境基本計画
　　燕市地球温暖化対策実行計画

施策の達成目標

関連する個別計画等

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

燕市の二酸化炭素排出量
環境省「自治体排出量カルテ」

1,100 千 t-Co2
（H25年度） 700千 t-Co2 594 千 t-Co2

国に基づき、令和 12（2030）年度の排出量を平成 25
（2013）年比で 46％削減を目指す。

燕市の産業部門の二酸化炭
素排出量
環境省「自治体排出量カルテ」

635千 t-Co2
（H25年度） 433千 t-Co2 394 千 t-Co2

国に基づき、令和 12（2030）年度の排出量を平成 25
（2013）年比で 38％削減を目指す。

省エネに取り組んでいる人
の割合
市民意識調査

59.0％
（R4年度） 67.0％ 75.0％

計画期間において、年2ポイント向上させ、計画期間最終
年度までに75.0％を目指す。
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　人口減少の進行により、空き家や空き地の増加等による市街地中心部の空洞化や
商店街の衰退が進み、まちなかの活力低下がみられることから、平成 25（2013）
年に「燕市空き家の適正管理およびまちなか居住に関する条例」を制定するとともに、
平成 28（2016）年に「燕市空家等対策計画」を策定し、空き家の活用支援や解体
支援、空き家総合相談会の開催など、総合的な空き家対策を推進してきました。また、
平成 30（2018）年には「燕市立地適正化計画」を策定し、都市機能や居住の誘導
を見据えて、賑わいを創出する様々な空き家対策を実施しながら、移住者や定住者
の住宅の取得や改修に対して支援するなど、まちなかの活性化に取り組んできたと
ころです。
　こうした取組により、管理不全のため著しく
危険な状態となった特定空き家等 40 の解体が進
み、まちなかの住環境の改善が見られています。
また、燕市空き家・空き地活用バンクなどを通
じて、空き家・空き店舗等の既存ストック 41 の
活用が進み、商店街を中心としたまちなかにお
いては、移住者を加えた新たなコミュニティ形
成や、まちなかの活性化を目指す自発的な動き
も見られます。

40　特定空き家等：放置することが不適切な以下のような状態にある建物等のこと。
　　・放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
　　・放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれのある状態
　　・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
　　・雑草もしくは雑木が繁茂し、または枯草もしくは枯木が密集し、かつ、それらが放置されている状態
　　・不特定者の侵入による火災および犯罪を誘発するおそれのある状態
　　・その他周辺の生活環境の保全を図るため放置することが不適切である状態
41　既存ストック：市街地において過去に整備され、現在も存在している建築物等のこと。

著しく危険な状態となった特定空き家

施策１ 空き家対策とまちなかの賑わいづくり

現況と課題

持続可能な都市基盤の構築
基本方針２
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　このような地域や民間事業者等の連携による賑わいを、周辺地域へ波及させるよう、
引き続き複数の空き家や空き地を活用した面的な整備を進めるとともに、狭

きょう

隘
あい

道路の
拡幅を含む、住宅取得や既存ストック改修に対する支援を行うことで、良好な住環境
の整備が進み、まちなかの魅力向上につながっていくことが期待されます。
　併せて、まちなかの持続的な賑わいと暮らしやすさの向上を図るため、まちなかへ
の都市機能や居住の誘導を柔軟かつ効果的に展開することも重要です。
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資料：総務省「住宅・土地統計調査」
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◆　都市機能誘導区域内 42 の賑わいづくりに官民一体で取り組むことで、まちなか
の魅力向上に努めます。

◆　空き家や空き地の有効活用により住環境を向上させることで、住み続けたいと感
じるまちづくりに努めます。

◆　長期にわたり暮らしやすいまちを目指し、まちなかへの都市機能集積と、居住誘
導を推進します。

1．まちなかにおける賑わいと活気の創出

「中心市街地再生モデル事業」をはじめ、空き店舗、空き地を活用した取組や、
マルシェやワークショップなど賑わいを創出する活動を官民一体で推進します。

2．住居に適した区画再編の推進、定住の促進

狭隘道路など空き家活用の妨げとなる課題の解消を支援し、複数の空き家や空
き地の一体利用を促進することにより、市街地の区画再編を推進し、居住環境の
向上を図ります。

3．空き家活用の促進

引き続き、空き家等の情報を「空き家・空き地活用バンク」へ掲載するととも
に、空き家改修や家財道具処分に対し支援するなど、一層空き家の活用を促進し
ます。

施策の方向性

主要施策

42　都市機能誘導区域：燕市立地適正化計画に定める、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心部などに誘導し集約
　　 することで各種サービスの効率的な提供を図る区域。
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4．適切な土地利用の推進

「燕市移住家族支援事業」等の施策を総合的かつ継続的に展開することで、人
口減少に対応した都市機能の集積とまちなかへの居住の誘導を推進します。

　　燕市都市計画マスタープラン
　　燕市立地適正化計画
　　燕市空家等対策計画

施策の達成目標

関連する個別計画等

43　居住誘導区域：人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することで、生活サービスやコミュニティ
　　 が持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域。

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

まちなか対策に対して満足
と答えた人の割合
市民意識調査

12.7％
（R4年度） 14.9％ 17.0％

計画期間最終年度までに17.0%を目指す。

居住誘導区域 43 内戸建住宅
新築数

148棟
（R1～3年度の平均） 148棟 148棟

毎年度、基準値と同数の新築を目指す。
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施策２ 道路・公園の整備

　本市は、北陸自動車道の三条燕インターチェンジを高速交通体系の玄関口に、国道
116号、国道 289号および県道などの主要な幹線道路が道路網の骨格を形成してい
ます。これら幹線道路は渋滞の解消が長年の課題となっており、既に事業着手されて
いる国道116号吉田バイパス、国道289号燕北道路の早期整備を引き続き国・県に
働きかけていく必要があります。
　また、都市計画マスタープランにおける将来の土地利用計画等を踏まえ、今後必要
となる新たな道路整備を継続して検討していくとともに、年間を通して利用しやすい
道路環境となるよう、計画的な維持管理を行っていくことが重要です。
　身近な生活道路においては、通学路など歩行者の多い路線で歩道が整備されていな
い箇所があることから、歩行者が安全・安心に通行できる歩道の整備を順次進める必
要があります。また、古くからの住宅団地では、道路側溝の蓋のがたつきや破損に加
え、勾配の不具合から排水が流れず悪臭が発生するなど、環境面においても問題があ
る箇所があることから、引き続き道路側溝の整備も必要となります。
　一方、市内の橋梁は、高度経済成長期に整備されたものが多く、一斉に老朽化が進
んでいます。修繕や改修が同時期に重ならないよう、定期的な点検と橋梁長寿命化修
繕計画に基づいた修繕により、安全性を確保していくことが求められています。
　さらに、各地の都市公園、児童遊園等にお
いては、設置から長期間が経過することによ
るトイレや遊具等の公園施設の老朽化が進
み、安全性の確保が課題となっています。そ
のため、都市計画と整合性を図りながら、公
園施設の計画的な更新を進めるとともに、快
適な公園環境を維持するため、民間活力の導
入や利用ニーズに沿った適正な公園の管理手
法を検討していく必要があります。

現況と課題

吉田ふれあい公園
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市道の実延長および市道改良率、舗装率

955

960

965

970

実延長

令和3年度令和2年度令和元年度平成30年度平成 29年度平成 28年度平成 27年度 85

86

87

88

89

90

舗装率改良率

令和3年度令和2年度令和元年度平成30年度平成 29年度平成 28年度平成 27年度平成 26年度

(km) (％)

958.90

88.9 89.0 89.1

89.3

2 2

3

6 6

89.2
89.3 89.4 89.5

89.5 89.5 89.6 89.7 89.8 89.8 89.9
90.1

960.38 961.07 961.51 963.08 964.39 965.03 963.91

資料：土木課「燕市道路台帳」(令和 3年度 )

橋梁修繕着手件数および着手率
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着手件数（累計）

令和3年度令和2年度令和元年度平成30年度平成 29年度平成 28年度平成 27年度 0

1
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着手率

令和3年度令和2年度令和元年度平成30年度平成 29年度平成 28年度平成 27年度

(件 ) (％)

2

3.1 3.1 3.1

4.7

9.4 9.4

2 2 3 6 62

3.1

資料：国土交通省「道路メンテナンス年報」(令和３年度 )
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◆　生活道路の改良により、通学児童はじめ歩行者の安全性や快適性を確保します。

◆　消雪施設の整備や除雪体制の充実を図り、冬期間の円滑な通行を確保します。

◆　橋梁長寿命化修繕計画に基づき、計画的な橋梁の修繕を行います。

◆　都市公園施設長寿命化計画に基づく都市公園等の計画的な維持管理・更新を行い、
都市公園機能の安全性および機能の向上を図ります。

◆　民間活力の導入等による都市公園の施設整備や利用環境の向上に努めます。

1．道路環境の整備

老朽化に伴う道路側溝の蓋の破損や勾配の不具合、道路幅員が狭く側溝に蓋が
ないなどの生活道路において、側溝改修や道路改良工事を行います。
また、歩行者等の安全を守るため、歩道の整備や燕市通学路交通安全プログラ
ムによる要対策箇所への対応を行います。

2．冬期間の交通の確保

冬期間の円滑な交通を確保するため、消雪施設の整備や除雪体制の充実を図り
ます。

3．橋梁の長寿命化

定期的な橋梁点検の結果を反映させた、橋梁長寿命化修繕計画に基づき橋梁修
繕を行います。

施策の方向性

主要施策
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4．幹線道路の整備促進

国や県に対し、国道116号吉田バイパス、国道289号燕北道路の早期の整備
完了および主要地方道燕分水線などの広域幹線道路の整備・改良を要望していき
ます。
また、事業着手した国道 116号吉田バイパスと国道 289号燕北道路に加え、
都市の将来像を見据え必要な道路整備を検討します。

5．公園施設の計画的な更新

令和 5（2023）年度に策定する都市公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化
した公園施設の計画的な更新等に取り組みます。また、子どもの楽しめる遊具や
高齢者に優しい洋式トイレなど、市民ニーズに対応した施設整備を検討します。

6．公園の整備等における民間活力の導入

民間活力の導入により公園内の施設整備や利用環境の向上が見込まれる須頃郷
第一号公園などにおいて、P-PFI44 等の活用を推進します。

44　P-PFI：公募設置管理制度（Park–PFI）のことで、都市公園に飲食店、売店等の利便性を向上させる施設を整備し、そ
　　 の収益を活用して園路や広場等、公園利用者が利用できる公園施設の整備・改修等を一体的に行う者を公募により選
　　 定する。
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　　橋梁長寿命化修繕計画

施策の達成目標

関連する個別計画等

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

市道改良率
土木課「燕市道路台帳」

89.5％
（R3年度） 89.9％ 90.2％

計画期間において、年約0.1 ポイントの進捗を目指す。

橋梁長寿命化着手率
国土交通省「道路メンテナンス年報」

9.4％
（R3年度） 21.1％ 30.5％

計画期間において、年約3ポイントの進捗を目指す。

都市公園の長寿命化対象施
設の対策実施率

－
（R3年） 30.0％ 70.0％

R5年度に計画期間を R6年度からの 10年間とした都市公
園施設長寿命化計画を策定、R6年度以降、年 10ポイント
の進捗を目指す。
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施策３ 公共交通の利便性向上

　モータリゼーション 45 の進展により、主に働く世代における公共交通の需要は低
下していますが、鉄道やバスなどの公共交通は、通学者や高齢者等の車を持たない
人にとって大切な移動手段です。
　本市には、JR 上越新幹線の燕三条駅があるほか、JR 越後線、JR 弥彦線が市内各
地を結んでいますが、越後線と弥彦線の市内各駅の定期利用者は、沿線の高校生等
が少なくなってきていることから、減少傾向にあります。また、燕三条駅では、コ
ロナ禍の影響を受け、観光や出張等が減少したことに伴い、令和元（2019）年と令
和 2（2020）年を比較すると、定期外利用者が約7割減少しました。
　このような状況を踏まえ、さらなる利用者離れの要因とならないよう、鉄道の運
行本数の維持等について、継続的に JR東日本に要望していくことが必要です。
　また、国の「鉄道事業者と地域の協働による地域モビリティの刷新に関する検討会」
の提言では、一日の平均乗客数が 1,000 人を下回る区間を対象に、特定線区再構築
協議会（仮称）を設置して、存続策やバスへの転換などを議論することとされてい
ます。
　本市では、JR越後線の吉田駅から柏崎駅の区間と JR弥彦線の吉田駅から弥彦駅の
区間が、その対象区間に該当することから、利用者のニーズを踏まえた適切な議論
を行っていく必要があります。
　一方、市内においては、燕地区と三条市および新潟市南区、分水地区と長岡市お
よび三条市を結ぶ民間路線バスが運行されているほか、市内 3地区を結ぶ循環バス
「スワロー号」や弥彦村と共同で運営する広
域循環バス「やひこ号」を運行しています。
これらのバスにおいては、定常的に利用さ
れている時間帯がありますが、バス交通全
体の利用者数は、人口減少や感染症拡大の
影響により、減少傾向にあります。
　また、弥彦村と共同で運行しているデマ
ンド交通「おでかけきららん号」は、出発
地から目的地までドアツードアで送迎する

現況と課題

デマンド交通「おでかけきららん号」

45　モータリゼーション：自家用車が一般市民・家庭に普及すること。
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ため利便性が高く需要が多い一方、高齢の利用者等による、予約時や乗降時に支援が
必要な状況が見受けられます。
　今後は、こうした課題への対応に加え、県央基幹病院開院を契機とした須頃郷地区
の開発等に伴う人の流れの変化や、市民からの新たなニーズを踏まえた交通網の再編
等により、さらなる利便性向上を図り、利用者を確保していく必要があります。

市営バス、デマンド交通の
1日当たりの利用者数

( 人 )

152
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56 60
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やひこ号きららん号スワロー号

令和3年令和 2年令和元年平成30年平成 29年平成 28年平成 27年

資料：都市計画課調べ



158 159

ୈ
3
෦

ઓ
ུ
4

市内主要駅の1日当たりの乗車人員
( 人 )

2,200 2,231
2,285 2,318

2,215

1,037

1,579

1,039 1,025
957 959 914

809 767

551 521 495 465 453
377

※ 分水駅は無人駅となったため、令和2年までの集計

資料：JR東日本「各駅の乗車人員」(令和 3年度 )

1,582
1,514 1,490 1,430

1,227

1,153

1,309
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分水駅燕駅吉田駅燕三条駅

令和３年令和２年令和元年平成30年平成 29年平成 28年平成 27年

◆　引き続き、燕・弥彦地域公共交通会議の開催等により、総合的な公共交通体系の
運営を推進します。

◆　多様化する市民ニーズに対応するため、まちづくりと一体となった公共交通運行
路線の再編に取り組みます。

◆　予約システムの見直しや乗降支援等により、公共交通のさらなる利便性向上に取
り組みます。

施策の方向性
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1．公共交通の最適化

県央基幹病院を中心とした須頃郷地区の開発を受け変化する人の流れに対応す
るため、コミュニティバスの運行ルートやダイヤの見直しを行うほか、JR 東日
本へ運行本数の維持を要望していくとともに、交通拠点である JR 吉田駅前広場
の利便性向上を図ります。

2．デマンド交通の利便性向上

多様化する市民ニーズに柔軟に対応できる体制整備へ向け、デマンド交通にお
ける適正台数の検討や予約のオンライン化などシステムの見直しを進めます。

3．高齢者の乗降等支援

福祉政策と連携した高齢者の乗降支援等により、誰もが利用しやすい公共交通
の整備を推進します。

4．新たなモビリティサービス 46 導入の検討

新たなモビリティサービスであるM
マ ー ス

aaS47 や、IoT・AI 技術を活用した自動運
転バスといった最新の動向に注視し、将来における活用可能性についての研究を
進めます。

主要施策

46　モビリティサービス：鉄道やバス、タクシーなどの公共交通や自家用車、レンタカーなど移動に関する各種サービス
　　 全般のことをいい、近年ではカーシェアリングやAI を活用したオンデマンド交通などといったものも含む。
47　MaaS：マース（Mobility as a Service）。複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・
　　 決済等を一括で行うサービス。
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　　燕・弥彦地域公共交通網形成計画

施策の達成目標

関連する個別計画等

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

市営バス、デマンド交通の
1日当たりの利用者数

300人 / 日
（R3年度） 300人 / 日を維持 300人 / 日を維持

人口が減少していく中、計画期間において、基準値維持を
目指す。
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施策４ 水道水の安定供給と汚水処理の効率化

　本市の水道は市内 3地区それぞれにあ
る浄水場から供給していますが、いずれの
浄水場も老朽化による更新時期を迎えてい
ることから、全国でも先進的な取り組みと
して、同様の課題を持つ弥彦村との共同に
よる「統合浄水場」の整備を進めています。
安全で安心な水道水を継続して供給してい
くため、令和 7（2025）年度の供用開始
に向けた統合浄水場の整備を着実に推進す
るとともに、老朽化した配水管路や重要給
水施設管路の整備・更新を進めていくことが必要です。
　一方、下水道などの汚水処理については、平成 31（2019）年 3月に策定した燕
市汚水処理施設整備構想に基づき、下水道を整備する集合処理区域と合併処理浄化槽
で整備する個別処理区域とを明確に区分し、効率的な汚水処理施設の整備を進めてい
るところです。
　集合処理区域では、令和10（2028）年度までに区域内の下水道処理人口普及率 48

が 100％となるよう整備を進めています。また、老朽化が進む下水終末処理場など
下水道施設は、下水道施設全体の中長期的な施設状態を予測しながら、計画的かつ効
率的な更新を行い、長寿命化を図る必要があります。
　個別処理区域では、汲み取り方式や単独処理浄化槽で処理されない生活雑排水の削
減を目指し、引き続き合併処理浄化槽への転換を促進していくことが必要です。
　また、現在、し尿等の処理を行っている燕市衛生センターの老朽化が進んでいるこ
とから、下水終末処理場の余裕処理能力で、し尿等を受け入れるなど、既存施設を有
効利用した効率的施設整備の検討が必要です。

現況と課題

統合浄水場完成イメージ

48　下水道処理人口普及率：自治体の総人口に対する下水道を利用できる区域の定住人口の割合。
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集合処理区域の下水道処理人口普及率（集合処理区域換算値）および
下水道接続率の推移
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集合処理区域の下水道処理人口普及率（集合処理区域換算値）
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下水道接続率

令和3年度令和2年度令和元年度平成30年度平成 29年度

(％) (％)

82.9

70.9

71.5

73.9 74.0

72.7

84.6
85.9

87.5 88.6

資料：下水道課調べ

◆　統合浄水場および老朽化した配水管路や重要給水施設管路の整備・更新を着実に
進めます。

◆　集合処理区域における下水道の面的整備を進めるとともに、下水終末処理場など
下水道施設の計画的な長寿命化を図ります。

◆　個別処理区域における合併処理浄化槽への転換を促進します。

◆　下水終末処理場でのし尿受入整備を進めます。

施策の方向性
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1．統合浄水場・配水管網の整備および既存浄水場の跡地利用検討

令和 7（2025）年度の供用開始に向け、統合浄水場の整備を着実に推進する
とともに、既存浄水場の跡地利用の検討を進めます。また、引き続き老朽化した
配水管路および重要給水施設管路の更新・整備を進めます。

2．集合処理区域における下水道の未普及対策の推進

令和 10（2028）年度までの集合処理区域内の概成を目指し、下水道整備を
進めます。

3．ストックマネジメント計画 49 等による効率的な下水道施設の更新

ストックマネジメント計画を策定し、下水終末処理場など下水道施設を計画的
に更新します。

4．個別処理区域における合併処理浄化槽への転換促進

個別処理区域における単独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽への
転換を促進します。

5．効率的な汚水処理の推進

下水終末処理場の現況処理能力を活かした、し尿等の受入整備について検討を
進めます。

主要施策

49　ストックマネジメント計画：下水道施設全体を対象に、その状態を点検・調査等によって把握、評価し、長期的な施
　　 設の状態を予測しながら、点検・調査、修繕・改築を一体的に捉えて下水道施設を計画的かつ効率的に管理するため
　　 の計画。
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4　　燕市・弥彦村水道事業広域化基本計画

　　燕市汚水処理施設整備構想

施策の達成目標

関連する個別計画等

50　集合処理区域の下水道処理人口普及率（換算値）：各自治体の総人口に対する下水道を利用できる区域の定住人口の割
　　 合である下水道処理人口普及率を集合処理区域内における割合に換算した値（令和10年度概成とした下水道処理人口
　　 普及率59％を集合処理区域の下水道処理人口普及率100％に換算している）。

指標項目 基準値
（年度）

中間目標値
（R8 年度）

目標値
（R12 年度）

統合浄水場の整備の整備進
捗率
燕市・弥彦村水道事業広域化基本計画

8.7％
（R3年度） 100％ 完了

R7年度供用開始を目指す。

老朽管路（石綿セメント管
および重要給水施設管路）
更新事業の整備進捗率
燕市・弥彦村水道事業広域化基本計画

30.5％
（R3年度） 100％ 完了

R8年度整備完了を目指す。

集合処理区域の下水道処理
人口普及率 50

88.6％
（R3年度） 96.9％ 100％

R10年度までに 100％普及を目指す。

合併処理浄化槽転換設置数
（年間）

48基
（R3年度） 50基 55基

計画期間最終年度には年55基の転換を目指す。





１．策定経過
２．総合計画審議会
　　（１）燕市総合計画審議会条例
　　（２）燕市総合計画審議会委員名簿
　　（３）諮問・答申書
３．本編補足資料
　　（１）第２次燕市総合計画成果指標一覧表
　　（２）将来人口推計
　　（３）中期財政見通し
４．用語の説明
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1 策定経過

期　日 会議名称等 内　　容

令和3年度

7月6日 令和3度第1回
燕市総合計画審議会 第3次燕市総合計画策定スケジュールについての報告

　9月18日
～10月7日 ー 市民意識調査の実施

11月15日 ー 第1回燕ジョイ活動部ワークショップ（若者による燕
市の課題やあるべき将来像などについての意見出し）

11月25日 ー 第2回燕ジョイ活動部ワークショップ

1月28日資料送付
2月14日意見聴取

令和3度第2回
燕市総合計画審議会

第2次燕市総合計画の実績評価についての協議
第3次燕市総合計画策定の考え方についての協議
※新型コロナウイルス感染症の影響により書面開催

令和4年度

7月7日 令和4年度第1回
燕市総合計画審議会

第3次燕市総合計画策定について（諮問）
第3次燕市総合計画の骨子案についての協議

8月30日 市議会議員協議会 第3次燕市総合計画の骨子案について報告

10月28日 令和4年度第2回
燕市総合計画審議会 第3次燕市総合計画の素案についての協議

　10月21日
～11月8日 ー 市民意識調査の実施

12月5日 市議会議員協議会 第3次燕市総合計画の素案についての報告

　12月6日
～12月27日 ー 第3次燕市総合計画（素案）のパブリックコメント

1月26日 令和4年度第3回
燕市総合計画審議会

第3次燕市総合計画の答申案についての協議
第3次燕市総合計画案について（答申）

2月22日 市議会議員協議会 第3次燕市総合計画案について（最終説明）
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2 総合計画審議会

（1）燕市総合計画審議会条例

平成18年 9月 29日
条例第 192号

改正　平成 22年 12月 24日条例第 38号
平成 23年 3月 22日条例第 4号

（設置）
第１条　市長の諮問に応じ、市の総合計画に関する事項について調査し、及び審
議するため、燕市総合計画審議会 (以下「審議会」という。)を置く。

（組織）
第２条　審議会は、委員30人以内で組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
（１）関係行政機関の委員及び職員
（２）関係公共的団体の役員及び職員
（３）識見を有する者
（４）公募により選任された者
（任期）
第３条　委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残
任期間とする。
２　委員が任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したもの
とみなす。

（会長及び副会長）
第４条　審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
２　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
（会議）
第５条　審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
２　審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
３　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す
るところによる。

（部会）
第６条　審議会は、その所掌事務に係る特定の事項について調査し、及び審議す
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るため、部会を置くことができる。
２　部会は、会長が指名する委員をもって組織する。
３　部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
４　部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議結果を会長に報告しなければな
らない。
５　部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があら
かじめ指名する者が、その職務を代理する。

（庶務）
第７条　審議会の庶務は、企画財政部企画財政課において処理する。
（委任）
第８条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長
が定める。
　　附　則
この条例は、公布の日から施行する。
　　附　則（平成22年 12月 24日条例第 38号）
この条例は、平成23年 4月 1日から施行する。
　　附　則（平成23年 3月 22日条例第 4号）抄
（施行期日）
１　この条例は、平成23年 4月 1日から施行する。
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（2）燕市総合計画審議会委員名簿

条例上の選出区分 氏名 団体名 備考

関係行政機関の
委員および職員

佐藤　孝明 新潟県三条地域振興局長

杉本　　至 巻公共職業安定所長

関係公共的団体の
役員および職員

田邉　一郎 燕市自治会協議会長

山岡　重雄 燕市社会福祉協議会長

佐藤　　稔 燕市民生委員児童委員協議会長

水澤　彰郎 燕市医師会長

田邉　良文 燕市子ども・子育て会議 副会長

瀬戸　正秋 新潟かがやき農業協同組合 経営管理委員

田野　隆夫 燕商工会議所 会頭

髙浪智哉子 吉田商工会 女性部長

上田　佳澄 分水商工会 女性部長

池内　　博 協栄信用組合 理事長
新潟県央中小企業支援プラットフォーム

小林　勇二 新潟県司法書士会三条支部

山﨑　貴典 日本労働組合総連合会
新潟県連合会県央地域協議会 燕支部長

識見を有する者

宍戸　邦久 新潟大学 副学長・教授 会長

樋口　　秀 新潟工科大学 教授 副会長

中原　丈二 分水高等学校長

塩井　清隆 第四北越銀行 上級コンサルタント

渡部麻里子 新潟日報社 三条総局長

藤井　美穂 つばめ若者会議

清水レイ子 つばめ生活学校

田辺美香子 活働☆つばめこまち応援隊

公募により
選任された者

山口　博幸

小田　吉徳

（順不同、敬称略）
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（3）諮問・答申書

燕企第		310		号　　
令和 4年 7月 7日　

燕市総合計画審議会
会長　宍 戸　邦 久　様

燕 市 長　　鈴 木　　力　

第 3 次燕市総合計画の策定について（諮問）

　燕市総合計画審議会条例第１条の規定により、第３次燕市総合計画の策定につい
て諮問します。

令和5年 1月 26日　
燕 市 長　　鈴 木　　力　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　燕市総合計画審議会

会長　宍 戸　邦 久　

第 3 次燕市総合計画について（答申）

　令和4年 7月 7日付、燕企第 310号で諮問された「第 3次燕市総合計画の策定」
について、慎重に審議した結果、別紙のとおり答申します。
　なお、計画の推進に当たっては、審議過程において出された各施策・事業に対す
る個別の意見・要望等について、十分検討されることを要望します。
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3 本編補足資料

（1）第 2 次燕市総合計画成果指標一覧表（令和 3（2021）年度末調査時点）

　本編の第 1部 総論「4. 第 2次燕市総合計画の進捗状況」に掲載されている達
成状況のグラフに対する個別の進捗状況一覧表です。
　【計画期間：平成28（2017）年度～令和 4（2022）年度】

戦略 1　定住人口増戦略

基本方針 1　雇用・就労を支える産業の振興

施策 1　ものづくり産業の活性化

指標項目 計画策定時
基準値 R3 実績値 最終目標値

（R4 年）
最終目標値

達成率

製造品出荷額等 384,460 百万円
（H25年）

426,134 百万円
（R1年） 437,500 百万円 78.6％

金属製品製造品出荷額 82,660 百万円
（H25年）

95,217 百万円
（R1年） 92,400 百万円 達成

従業員一人当たり製造
業付加価値額

8,180 千円
（H25年）

8,233 千円
（R1年） 9,640 千円 3.6％

施策 2　新たな産業育成・創業の支援

新規創業者数（年間） 26人
（H26年度）

57人
（R3年度） 50人 達成

施策 3　変化に対応する農業の振興

ブランド米販売実績 33.3t
(H26 年度 )

33,2t
(R3 年度 ) 38.0t 基準値以下

直播栽培面積（コスト
低減）

5.4％
（H26年度）

10.8％
（R3年度） 13.0％ 71.1％

担い手の集積率・面積

59.5％
（H26年度）

74.3％
（R3年度） 85.5％ 56.9％

3,386ha
（H26年度）

4,096ha
（R3年度） 4,868ha 47.9％

主食用水稲に占める化学
肥料・化学合成農薬の5
割以上の低減による作付
割合

27.6％
（H26年度）

22.0％
（R3年度） 32.7％ 基準値以下
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指標項目 計画策定時
（基準値） R3 実績値 最終目標値

（R4 年）
最終目標値

達成率

30アール区画以上のほ場
整備率

64.5％
（H26年度）

68.6％
（R3年度） 66.5％ 達成

基本方針 2　地域に根ざした教育の推進・子育て支援

施策 1　知・徳・体を育成する教育の推進

全国標準学力検査（NRT）
偏差値平均 50 以上の中
学 1年生から 3年生の教
科の数（国語・数学・英語）
※中学 1年生の英語を除
く全8教科

2教科（中 1）
3教科（中 2）
1教科（中 3）
計 6教科

（H27年度）

2教科（中 1）
1教科（中 2）
0教科（中 3）
計 3教科
（R3年度）

8教科
（全教科） 基準値以下

「学校に行くのは楽しい」
と回答した小学 6年生と
中学 3年生の割合

小学校89.0％
（H27年度）

小学校 88.8％
（R3年度） 小学校 92.0％ 基準値以下

中学校84.4％
（H27年度）

中学校 85.9％
（R3年度） 中学校 87.0％ 57.7％

「将来の夢や目標を持って
いる」と回答した小学 6
年生と中学 3年生の割合

小学校86.2％
（H27年度）

小学校 77.1％
（R3年度） 小学校 90.0％ 基準値以下

中学校71.5％
（H27年度）

中学校 71.6％
（R3年度） 中学校 80.0％ 1.2％

施策 2　安心して生み育てられる子育て支援

子育て支援に対して満足
と答えた人の割合（市民
意識調査）

31.9％
（H26年度）

36.0％
（R3年度） 60.0％ 14.6％

特定不妊治療助成事業利
用者の出生数（累計）

39人
（H23～ 26年度）

143人
（H23～ R3年度） 134人 達成

育児相談会・育児教室参
加者（年間延べ数）

2,301 人
（H26年度）

904人
（R3年度） 2,596 人 基準値以下

育児が楽しいと感じる人
の割合（乳幼児健診時の
アンケート調査）

71.7％
（H26年度）

67.0％
（R3年度） 75.0％ 基準値以下

病児・病後児保育の利用
者数

462人
（H26年度）

394人
（R3年度） 658人 基準値以下

地域子育て支援センター
利用者（年間延べ数）

37,286 人
（H25年度）

22,381 人
（R3年度） 74,300 人 基準値以下

基本方針 3　健やかな暮らしを支える医療福祉の充実

施策 1　医療サービスの機能強化

病気になった時の医療体
制に対して不満と答えた
人の割合 (市民意識調査 )

46.6％
（H26年度）

49.8％
（R3年度） 30.0％ 基準値以下

休日在宅当番医の実施率 100.0％
（H26年度）

100.0％
（R3年度） 100.0％ 達成

土日祝日の二次救急病院
開院率

100.0％
（H26年度）

100.0％
（R3年度） 100.0％ 達成

施策 2　地域で支える高齢者福祉
高齢者の生きがいづくり
や介護制度の充実に対し
て満足と答えた人の割合
(市民意識調査 )

35.2％
（H26年度）

31.0％
（R3年度） 40.0％ 基準値以下
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指標項目 計画策定時
基準値 R3 実績値 最終目標値

（R4 年）
最終目標値

達成率
介護予防体操を行う自主グ
ループの登録者数

414人
（H26年度）

536人
（R3年度） 700人 42.7％

要介護認定率 18.1％
（H26年度）

18.7％
（R3年度）

介護保険事業計画
で推計した認定率
を下回る
(R3年度 19.5%）

達成

施策 3　障がいのある人への切れ目のない支援

障がいのある人への支援に
対して不満と答えた人の割
合 (市民意識調査 )

20.7％
（H26年度）

18.5％
（R3年度） 16.5％ 52.4％

福祉的就労施設利用者（就
労移行支援、就労継続支援A・
B）

215人
（H26年度）

298人
（R3年度） 268人 達成

つながりのある療育支援体
制の形成

無
（H26年度）

有
（R3年度） 有 達成

基本方針 4　移住・定住の促進

施策 1　移住・定住希望者へのサポート強化

移住相談者に係る本市定住
者数 ー 49人

（R3年度） 10人 達成

社会動態（純移動数）
（年間）

△88人
(H26年 )

△ 16人
（R3年） ± 0人 81.8％

戦略 2　活動人口増戦略

基本方針 1　市民が主役の健康づくり・生きがいづくり

施策 1　元気を磨く健康づくり

各種がん検診受診率

胃がん検診
18.9％

（H26年度）

胃がん検診
12.6％

（R3年度）
胃がん検診
50.0％以上 基準値以下

大腸がん検診
33.7％

（H26年度）

大腸がん検診
27.9％

（R3年度）
大腸がん検診
50.0％以上 基準値以下

肺がん検診
44.8％

（H26年度）

肺がん検診
24.8％

（R3年度）
肺がん検診
50.0％以上 基準値以下

子宮がん検診
60.1％

（H26年度）

子宮がん検診
59.6％

（R3年度）
子宮がん検診
80.0％以上 基準値以下

乳がん検診
35.8％

（H26年度）

乳がん検診
35.9％

（R3年度）
乳がん検診
50.0％以上 0.7％

胃がん男性死亡者数（直近
5カ年の対 10万人当たり平
均）

80.6 人
（H21～25年の平

均）

61.7 人
（H28～R2年の平

均）
69.3 人 達成

大腸がん女性死亡者数 (直
近５カ年の対 10万人当た
り平均 )

45.4 人
（H21～25年の平

均）

56.9 人
（H28～R2年の平

均）
39.0 人 基準値以下

特定保健指導率 36.2％
（H26年度）

57.9％
（R2年度） 60.0％ 91.2％
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指標項目 計画策定時
基準値 R3 実績値 最終目標値

（R4 年）
最終目標値

達成率

施策 2　健全な心と体を支えるスポーツの推進

市民 1人当たりのスポーツ
施設利用回数

10.58 回／年
（H26年度）

5.97 回／年
（R3年度） 10.82 回／年 基準値以下

地域総合型スポーツクラブ
会員数

1,150 人
（H26年度）

1,072 人
（R3年度） 1,500 人 基準値以下

小学生の体力テストで県の
平均得点を上回る割合

50.0％
（H26年度）

43.8％
（R3年度） 100.0％ 基準値以下

施策 3　心豊かな生涯学習・文化活動の充実

市民 1人当たりの講座・講
演会等の参加回数

0.63 回／年
（H26年度）

0.23 回／年
（R3年度） 0.67 回／年 基準値以下

文化協会加盟団体数 129団体
（H26年度）

99団体
（R3年度） 130団体 基準値以下

基本方針 2　支え合い・助け合い活動の活発化

施策 1　支え合いの地域福祉

地域支え合い体制づくり実
践地区数（まちづくり協議
会数）

4地区
（H27年 7月）

9地区
（R3年度） 全 13地区 55.6％

地域見守り協定締結数 2箇所
（H27年 7月）

7箇所
（R3年度） 5箇所 達成

ボランティア・市民活動登
録団体数

86団体
（H27年 7月）

100団体
（R3年度） 120団体 41.2％

地域の交流場所数 79箇所
（H27年 7月）

68箇所
（R3年度） 87箇所 基準値以下

施策 2　市民協働のまちづくり

市民活動団体の登録数 69団体
（H26年度末）

77団体
（R3年度） 100団体 25.8％

自治会やまちづくり協議会、
ボランティア活動などへの
参加割合 (市民意識調査 )

27.4％
（H26年度）

26.6％
（R3年度） 30.0％ 基準値以下

基本方針 3　若者・女性の力を活かしたまちづくり

施策 1　若者の活動の活性化

つばめ若者会議プロジェク
ト実行数（累計）

8事業
（H26年度末）

110事業
（R3年度） 80事業 達成

施策 2　女性が活躍しやすい環境づくり

ハッピー・パートナー企業
の登録数

30社
（H27年 8月）

90社
（R3年度） 66社 達成

各種審議会等における女性
委員の割合

31.9％
（H27年4月1日）

31.7％
（R3年 4月 1日） 36.0％ 基準値以下
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戦略 3　交流・応援（燕）人口増戦略

基本方針 1　観光の振興

施策 1　着地型観光の振興

指標項目 計画策定時
基準値 R3 実績値 最終目標値

（R4 年）
最終目標値

達成率

観光客入込数 699,100 人
（H26年）

500,184 人
（R3年） 1,000,000 人 基準値以下

外国人観光客入込数（燕三
条地場産センター）

300人
（H26年）

111人
（R3年） 4,000 人 基準値以下

基本方針 2　都市間交流の推進

施策 1　都市交流・広域連携の推進

燕・弥彦地域定住自立圏連
携事業数

5事業
（H27年度）

11事業
（R3年度） 7事業 達成

相互の地域住民が交流する
都市数

3都市
（H26年度）

5都市
（R3年度） 6都市 66.7％

基本方針 3　燕市のファンづくり

施策 1　イメージアップ・ふるさと応援

ふるさと燕応援寄附金の寄
附者数（年間）

6,012 人
（H26年度）

137,168 人
（R3年度） 26,000 人 達成

全国調査において本市を「魅
力的」と答えた人の割合（ブ
ランド総合研究所「地域ブ
ランド調査」）

10.1％
（H27年）

23.6％
（R3年） 13.5％ 達成

戦略 4　人口増戦略を支える都市環境の整備

基本方針 1　安全・安心機能の向上

施策 1　災害に強いまちづくり

自主防災組織の組織率 70.8％
（H27年4月1日）

75.1％
（R3年 4月 1日） 85.0％ 30.3％

総合防災訓練参加者数 2,561 人
（H27年度）

2,299 人
（R3年度） 4,250 人 基準値以下

地区防災計画策定地区数（累
計） ー 0団体

（R3年 4月 1日） 8団体 0.0％

住宅用火災警報器の設置率 67.0％
（H27年6月1日）

81.3％
（R3年 6月 1日） 80.0％ 達成

施策 2　防犯・消費者保護対策の推進

防犯対策に対して満足と答
えた人の割合 ( 市民意識調
査 )

31.5％
（H26年度）

37.2％
（R3年度） 35.0％ 達成
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指標項目 計画策定時
（基準値） R3 実績値 最終目標値

（R4 年）
最終目標値

達成率

犯罪認知件数 448件
（H27年）

245件
（R3年） 毎年減らす 達成

県消費生活センターと燕市
の消費者相談の合計件数に
対する市への直接相談の割
合

ー 58.1％
（R3年度） 37.0％ 達成

施策 3　交通安全の推進

交通事故発生件数 207件
（H27年）

119件
（R3年） 毎年減らす 達成

高齢者交通事故発生件数 87件
（H27年）

54件
（R3年） 毎年減らす 達成

交通事故死者数 2人
（H27年）

2人
（R3年） 毎年減らす 未達成

施策 4　公共交通の整備
バスや鉄道などの公共交通
の充実に対して不満と答え
た人の割合 (市民意識調査 )

48.3％
（H26年度）

52.3％
（R3年度） 33.0％ 基準値以下

市が運行するバス等の乗車
人数

70,164 人
（H26年度）

72,632 人
（R3年度） 95,800 人 9.6％

施策 5　快適な環境の確保

ゴミの総排出量 33,871t
（H26年度）

31,323t
（R3年度） 31,500t 達成

アルミ缶・スチール缶の回
収量 ー 2,270kg

（R3年度） 2,400kg 94.5％

使用済小型家電の回収量 3,854kg
（H26年度）

12,532kg
（R3年度） 6,300kg 達成

環境美化活動の参加人数 11,537 人
（H26年度）

9,687 人
（R3年度） 13,900 人 基準値以下

基本方針 2　快適な都市機能の向上

施策 1　まちなか居住と空き家等対策の推進

移住・定住人口数（年間） 152人
（H26年度）

270人
（R3年度） 300人 79.7％

特定空き家等の件数 86件
（H28年 4月）

61件
（R3年度） 60件 96.2％

施策 2　親しみのある公園づくり
市民 1人当たりの公園面積
（都市公園、児童遊園、分水
路高水敷）

5.64㎡／人
（H27年4月1日）

5.88㎡／人
（R3年 4月 1日） 8.78㎡／人 7.6％

管理を自治会、NPO、民間
企業などに委託する都市公
園、児童遊園数

114箇所
（H27年度）

115箇所
（R3年度） 124箇所 10.0％

施策 3　人にやさしい道路環境の整備

市道改良率 88.9％
（H26年度）

89.5％
（R3年度） 91.5％ 23.1％
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指標項目 計画策定時
（基準値） R3 実績値 最終目標値

（R4 年）
最終目標値

達成率

側溝改修率および整備延長

1.8％
（H27年度末）

15.0％
（R3年度） 30.3％ 46.3％

1.2km
（H27年度末）

9.9km
（R3年度） 20.0km 46.3％

施策 4　安全・安心・おいしい水道水の供給

配水管に占める石綿管比率 9.6％
（H26年度）

2.1％
（R3年度） 1.1％ 88.2％

経常収支比率 119.2％
（H26年度）

145.3％
（R3年度） 120.0％ 達成

施策 5　適正な汚水処理の推進

下水道処理人口普及率 45.8％
（H26年度）

52.3％
（R3年度） 53.5％ 84.4％
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　前回（平成 27(2015) 年）の国勢調査結果に基づき国立社会保障・人口問題
研究所（以下「社人研」という。）が行った推計方法により、今回(令和 2(2020) 年）
の国勢調査結果を用いて、独自に将来人口推計を行いました。

推計結果

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

R02 R07 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42

全体 77,201 74,017 70,710 67,195 63,476 59,914 56,481 53,052 49,555

男 37,629 36,110 34,477 32,751 31,000 29,306 27,635 25,961 24,275

女 39,572 37,907 36,233 34,444 32,476 30,608 28,846 27,092 25,279

燕地区 41,315 39,583 37,870 36,042 34,099 32,236 30,443 28,633 26,772

男 20,222 19,372 18,514 17,624 16,716 15,826 14,933 14,031 13,114

女 21,093 20,211 19,357 18,418 17,383 16,410 15,510 14,602 13,658

吉田地区 22,840 22,000 21,084 20,107 19,049 18,033 17,028 16,024 14,987

男 11,073 10,684 10,240 9,756 9,256 8,774 8,296 7,813 7,326

女 11,767 11,316 10,844 10,351 9,793 9,259 8,733 8,210 7,660

分水地区 13,046 12,434 11,755 11,047 10,327 9,646 9,010 8,395 7,796

男 6,334 6,054 5,723 5,371 5,028 4,706 4,406 4,116 3,835

女 6,712 6,379 6,032 5,675 5,299 4,940 4,603 4,279 3,961

1

（2）将来人口推計(令和2(2020)年国勢調査結果を用いた人口推計)
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①　総人口の将来展望

　平成 30(2018) 年に社人研が行った推計に準拠して 2060 年までの将来人口
を推計すると、2040 年の人口は 63,476 人、2060 年には 49,555 人になる
と推計されます。

図表　人口の将来展望

( 人 )
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45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

2060 2055 2050 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2015 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 

実績 今回推計結果

出所：総務省「国勢調査」（実績）
         社人研推計に基づく推計（今回推計結果）
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84,181

83,377
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79,784

77,201
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59,914

56,481

53,052

49,555

将来の総人口2
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図表　人口ピラミッド推移（単位：人）

男 女

2020年 0-4 歳
5-9 歳

10-14 歳
15-19 歳
20-24 歳
25-29 歳
30-34 歳
35-39 歳
40-44 歳
45-49 歳
50-54 歳
55-59 歳
60-64 歳
65-69 歳
70-74 歳
75-79 歳
80-84 歳
85-89 歳
90歳以上

男 女

2040年 0-4 歳
5-9 歳

10-14 歳
15-19 歳
20-24 歳
25-29 歳
30-34 歳
35-39 歳
40-44 歳
45-49 歳
50-54 歳
55-59 歳
60-64 歳
65-69 歳
70-74 歳
75-79 歳
80-84 歳
85-89 歳
90歳以上

男 女

2060年 0-4 歳
5-9 歳

10-14 歳
15-19 歳
20-24 歳
25-29 歳
30-34 歳
35-39 歳
40-44 歳
45-49 歳
50-54 歳
55-59 歳
60-64 歳
65-69 歳
70-74 歳
75-79 歳
80-84 歳
85-89 歳
90歳以上

77,201人 ( 実績 )
老年人口  24,120 人 (31.24%)
生産年齢人口 44,210 人 (57.27%)
年少人口    8,871 人 (11.49%)

63,476人
老年人口  24,297 人 (38.28%)
生産年齢人口 33,033 人 (52.04%)
年少人口      6,146 人 (9.68%)

49,555人
老年人口  20,621 人 (41.61%)
生産年齢人口 24,390 人 (49.22%)
年少人口      4,544人 (9.17%)

出所：総務省「国勢調査」（実績）
         社人研推計に基づく推計（今回推計結果）
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②　前回推計との比較

　「燕市人口ビジョン（平成 27(2015) 年 9 月策定）」の推計値と比較すると、
2040年時点の今回推計値（63,476 人）は 863人の増加でした。

図表　将来の総人口
( 人 )

82,984 83,377
84,297

83,269

81,876

79,784
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84,05184,181

74,017

70,710

67,195

63,476

56,481

53,052

49,555

59,914

73,636

70,063

66,371

62,613

78,616

＋340人

＋863人

実績

今回推計結果

H25 社人研推計
(H27「燕市人口ビジョン」の推計値)

H27 戦略的推計

※戦略的推計・直近の実績に基づく推計・社人研推計は、「燕市人口ビジョン (H27年 9月策定 )」より
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①　３地区別人口の将来展望

　3地区別に推計すると、2040年の人口は、燕地区で 34,099 人、吉田地区で
19,049 人、分水地区で 10,327 人、2060 年では、燕地区で 26,772 人、吉
田地区で 14,987 人、分水地区で 7,796 人でした。

図表　3地区別の推計人口
( 人 )
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13,046 12,434 11,755 11,047 10,327 9,646 9,010 8,395 7,796

3 地区別人口3
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②　前回推計との比較

　今回の推計は、燕地区では前回推計よりも上回っていますが、分水地区では前
回推計よりも下回っています。

図表　3地区別の推計人口の前回比較
( 人 )

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

分水地区吉田地区燕地区分水地区吉田地区燕地区

2060年2055年2050年2045年2040年2035年2030年2025年2020年

前回：H27燕市人口ビジョンの推計値

※ R3 年度推計の 2020 年人口は国勢調査の実績

( 人 )

2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 2045 年 2050 年 2055 年 2060 年

R3 年度
推計

燕地区 41,315 39,583 37,870 36,042 34,099 32,236 30,443 28,633 26,772

吉田地区 22,840 22,000 21,084 20,107 19,049 18,033 17,028 16,024 14,987

分水地区 13,046 12,434 11,755 11,047 10,327 9,646 9,010 8,395 7,796

計 77,201 74,017 70,710 67,195 63,476 59,914 56,481 53,052 49,555

H27年度
推計

燕地区 39,778 38,150 36,347 34,482 32,588 30,630 28,652 26,652 24,650

吉田地区 22,960 22,049 21,033 19,976 18,902 17,789 16,664 15,523 14,380

分水地区 13,968 13,423 12,812 12,175 11,527 10,856 10,176 9,487 8,795

計 76,705 73,621 70,192 66,633 63,017 59,275 55,492 51,662 47,826
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　年齢 3区分別で見ると、2040 年の年少人口は 6,146 人、生産年齢人口は
33,033 人、老年人口は 24,297 人、2060 年には年少人口は 4,544 人、生産
年齢人口は 24,390 人、老年人口は 20,621 人となります。総人口は、2020
年の 77,201 人から、40年間で約 27,600 人（約 36％）の大幅な減少となり
ます。

図表　年齢３区分別の推計人口
( 人 )
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8,871 7,833 7,055 6,608 6,146 5,660 5,241 4,870 4,544

年齢 3 区分別人口4
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　出産可能年齢（15 歳～ 49 歳）の女性の人口は、令和 2（2020）年の
13,909 人から 2060 年には 7,040 人となり、40 年間で約 6,900 人（約
49％）の大幅な減少となります。

出産可能年齢の女性人口
( 人 )
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2060年2055年2050年2045年2040年2035年2030年2025年2020年

13,909
12,452

11,367
10,262

9,421
8,681 8,157 7,600

7,040

出産可能年齢の女性人口5
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（3）中期財政見通し

　作成の趣旨

　中期財政見通しは、将来にわたって持続可能な財政運営を進めながら、本計画
に掲げた施策を着実に推進するために作成するものであり、市税をはじめとする
歳入や各政策分野における歳出の見通しを中期的に推計し、今後の財政状況を明
らかにするものです。
　なお、ここに掲載する中期財政見通しは、本計画策定時点での将来推計に基づ
いて作成したものですが、今後もその時々の社会経済情勢や国・県の動向、地方
財政計画などを踏まえ、毎年度の当初予算編成時点の推計に基づいて時点修正し、
毎年公表します。

　推計の前提条件

　① 基本的前提条件
　　　・令和５年度の一般会計当初予算をベースとしました。
　　　・市債の借換分を除く実質的な予算規模で推計しました。
　　　・現行の税財政制度及び社会保障制度を基本としました。

　② 個別の前提条件
　　〈歳入〉
　　ア 市税
　　　・市民税は、少子高齢化による労働力人口の減少を反映して見込みました。
　　　・固定資産税は、評価替の影響を見込みました。
　　イ 地方譲与税等
　　　・現行の税財政制度に基づき積算しました。
　　ウ 地方交付税
　　　・合併特例債等の公債費算入額の減少を見込みました。
　　エ 国・県支出金
　　　・普通建設事業費や扶助費に係るものは、歳出と連動させて積算しました。
　　オ 市債
　　　・施設の更新等を含む普通建設事業の事業費と連動させて積算しました。
　　　・借換債は除きました。

１

2
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　　カ その他歳入
・自治体クラウドファンディング型ふるさと燕応援寄附金は、「全天候型

　　　　子ども遊戯施設整備をはじめとした子育て支援」の目標額を令和６年度
　　　　まで見込み、令和７年度以降は令和６年度と同額の10億円で見込みま
　　　　した。
　　　・ふるさと燕応援寄附金および自治体クラウドファンディング型ふるさと　　
　　　　燕応援寄附金の寄附見込額は、令和５年度当初予算と同額の40億円で
　　　　見込みました。

〈歳出〉
　　キ 人件費（委員報酬等含む）
　　　・職員人件費は、定員適正化計画等により見込みました。
　　　・会計年度任用職員に対する地方自治法改正の影響を見込みました。
　　ク 扶助費
　　　・高齢化などによる関係経費等の影響を見込みました。
　　ケ 普通建設事業費
　　　・通常事業に加え、今後見込まれる主要な建設事業や施設の更新費用など
　　　　を見込みました。
　　コ 物件費
　　　・各種通常選挙の増減を見込むとともに、ふるさと燕応援寄附金の歳入に
　　　　連動させて積算しました。
　　　・内閣府「中長期の経済財政に関する試算」を参考に物価の上昇を見込み
　　　　ました。
　　サ 公債費
　　　・市債の発行額と連動させて積算しました。
　　　・市債の借換分は除きました。
　　シ 繰出金
　　　・国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険事業の３つの特別会計は、高
　　　　齢化などの影響を見込みました。
　　　・下水道事業会計は、公債費償還分などの影響を見込みました。
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　一般会計（借換分を除く）の財政見通し

　歳入においては、人口減少などにより市税収入が減少することが見込まれるこ
とに加え、歳出において今後見込まれる施設の改修・更新費用や高齢者人口の増
加に伴う扶助費等の増加により、歳入歳出差引額はマイナスとなり、厳しい財政
状況が続くことを示唆する結果となっています。
　また、新分水良寛史料館基本構想などを踏まえた各種事業費が今後見込まれる
ほか、ふるさと納税制度の見通しなど、不確定な要素も想定されることから、引き
続き事務事業の見直しや公共施設の統廃合などの行財政改革に取り組み、限られ
た経営資源を効率的・効果的に配分しながら、持続可能な行財政運営に努め、次
代を担う子どもたちの未来を見据えた、いつまでも住み続けられるまちの実現に
取り組んでいきます。

※　市債・公債費については、借換分を除いています。
※　歳入歳出差引額は、財源対策として財政調整基金から繰り入れる前の収支差引額を示しています。

※　計数については、それぞれ四捨五入しているため、合計が一致しないものがあります。

借換債を除く実質的な予算規模による財政見通し

3

項目 令和 5 年度
(2022 年度 )

令和 6 年度
(2023 年度 )

令和 7 年度
(2024 年度 )

令和 8 年度
(2025 年度 )

令和 9 年
(2026 年度 )

歳

入

市税 10,689 10,560 10,530 10,501 10,344

地方交付税
( 臨財債を含む ) 8,100 8,140 8,033 8,076 8,090

地方譲与税等 3,034 3,027 3,027 3,027 3,027

国・県・支出金 6,263 6,128 6,699 6,566 6,560

市債
( 臨財債を除く ) 1,401 1,109 2,783 2,425 1,302

その他の歳入 7,366 6,682 5,662 5,582 5,587

合計 36,853 35,647 36,733 36,178 34,910

歳

出

人件費 5,967 6,157 6,180 6,192 6,136

扶助費 5,744 5,871 6,000 6,132 6,267

普通建設事業費 3,249 2,879 4,332 3,649 2,034

物件費 7,070 6,887 6,877 6,876 6,821

補助費等 5,619 5,406 5,417 5,430 5,330

公債費 4,521 4,399 4,306 4,388 4,351

他会計繰出金 3,597 3,609 3,613 3,547 3,529

貸付金・その他歳出 1,930 1,450 1,450 1,450 1,450

合計 37,697 36,659 38,174 37,665 35,919

歳入歳出差引額 △ 844 △ 1,012 △ 1,441 △ 1,487 △ 1,009

年度

財
源
対
策
的
基
金

財政調整基金
年度末残高 2,503 2,193 1,904 1,568 1,711

減債基金年度末残高 996 1,074 1,152 1,230 1,308

ふるさと燕応援基金
年度末残高 3,033 2,307 2,651 3,025 3,394

合計 6,532 5,574 5,707 5,823 6,413

( 単位：百万円 )
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　市債残高・公債費等の見通し

　市債残高は、合併特例債および国の財源対策である臨時財政対策債の償還の進
展に伴い、減少傾向にあります。
　今後も、ふるさと燕応援寄附金の活用や建物系公共施設保有量適正化計画に基
づく施設の統廃合などを図りながら、新規借入の抑制や交付税措置のある有利な
市債を積極的に活用するなど、将来負担の抑制に取り組んでいきます。

4

市債残高・公債費等見通し
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(百万円 )

市債借入額・公債費 (償還額 )
( 百万円 )

42,305
39,512 38,524 37,116

34,638

15,128その他市債残高

臨時財政対策債残高

合併特例債残高

市債残高合計

市債借入額

公債費 (償還額 )

13,872

13,305

42,305

1,801

4,519 4,397 4,304 4,386 4,349

15,021

12,955

11,536

39,512

1,180

16,596

12,047

9,881

38,524

2,854

17,602

11,159

8,355

37,116

2,497

17,385

10,300

6,953

34,638

1,373

※市債借入額には臨時財政対策債が含まれているため、「一般会計（借換分を除く）の財政見通し」における市債の額と一致しません。
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4 用語の説明

【あ】

用　　語 解　　　説 ページ

悪性新生物 がんならびに肉腫の悪性腫瘍をいう。 84

オープンイノベーション
製品開発や技術改革等において、自社以外の企業
や組織等がもつ知識や技術を取り込んで、自前主
義からの脱却を図ることをいう。

47

【か】

カーボンニュートラル
二酸化炭素などの温室効果ガスの「排出量」から、
植林、森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、
合計を実質的にゼロにすること。

19

居住誘導区域
人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口
密度を維持することで、生活サービスやコミュニ
ティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべ
き区域。

151

ゲートキーパー 身近な人の自殺の危険を示すサインに気づき、適
切な対応を図ることができる人のこと。 85

下水道処理人口普及率 自治体の総人口に対する下水道を利用できる区域
の定住人口の割合。 162

こども家庭センター すべての妊産婦・子育て世代・子どもの包括的な
相談支援等を行う機関のこと。 62

子ども食堂 無料または低価格で子どもや保護者等に食事や居
場所を提供するコミュニティの場。 97

コミュニティ・スクール
学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一
体となって特色ある学校づくりを進めていくこと
ができる制度。

57

【さ】

食品ロス
本来食べられるにもかかわらず捨てられている食
品のこと（食品廃棄物には、食品ロスのほか、例
えば、魚・肉の骨等、食べられない部分が含まれる）。

140

ストックマネジメント計画

下水道施設全体を対象に、その状態を点検・調査
等によって把握、評価し、長期的な施設の状態を
予測しながら、点検・調査、修繕・改築を一体的
に捉えて下水道施設を計画的かつ効率的に管理す
るための計画。

164
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【た】

用　　語 解　　　説 ページ

地域生活支援拠点等

障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を
見据え、居住支援のための機能（①相談、②緊急
時の受け入れ・対応、③体験の機会・場、④専門
的人材の確保・養成、⑤地域の体制づくり）をも
つ、障がいのある人の生活を地域全体で支えるサー
ビス提供体制のこと。

79

地域連携ネットワーク
全国どの地域においても必要な人が成年後見制度
を利用できるよう適切な支援を行うための、市町村
と関係機関（弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、
家庭裁判所など）による連携体制のこと。

98

中核機関
成年後見制度を必要とする人が安心して制度を利
用できるよう、地域で支える体制を構築する地域
連携ネットワークの核となる機関。

98

つばめ輝く女性表彰

性別による固定的性別役割分担意識にとらわれず、
女性が事業所や地域等あらゆる分野で個性と能力
を十分発揮できる燕市を目指すことを目的として、
各分野で輝く女性個人や、女性の活躍推進に積極
的に取り組む事業所・団体を表彰する制度。

110

特定空き家等

放置することが不適切な以下のような状態にある
建物等のこと。
・放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるお
それのある状態
・放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれの
ある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく
景観を損なっている状態
・雑草もしくは雑木が繁茂し、または枯草もしく
は枯木が密集し、かつ、それらが放置されてい
る状態
・不特定者の侵入による火災および犯罪を誘発す
るおそれのある状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るため放置す
ることが不適切である状態

148

都市機能誘導区域
燕市立地適正化計画に定める、医療・福祉・商業
等の都市機能を都市の中心部などに誘導し集約す
ることで各種サービスの効率的な提供を図る区域。

150

【は】

ハイリスクアプローチ
健康リスクの高い人を対象として、リスクを減ら
すように個別もしくは集団での生活指導や治療を
行う取組方法で、二次予防の役割を果たす。

73

ハッピー・パートナー企業

男女がともに働きやすく、仕事と家庭生活等が両
立できるよう職場環境を整えたり、女性労働者の
育成・登用などに積極的に取り組んだりする企業
等を「ハッピー・パートナー企業（新潟県男女共
同参画推進企業）」として登録し、その取組を支援
する新潟県の制度。

110

販売チャネル 商品やサービスを販売するための場所や方法、流
通するための経路のこと。 49
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用　　語 解　　　説 ページ

フードバンク
まだ食べられるのに不要になった食品を個人や企
業から無償で受け取り、それらを必要とする人へ
無償で提供する取組。

97

フェニックス 11+
新型コロナウイルス感染症対策を目的とした、事
業継続・雇用維持や需要喚起、生活弱者支援など
からなる燕市独自の事業群の名称。

23

福祉的就労 障がいなどの理由で一般就労が難しい場合に働く
場を提供する福祉サービス。 75

フレイル状態
加齢とともに運動機能や認知機能が低下した状態
ではあるが、適切な介入・支援により機能の維持
向上を図ることが可能で、健康な状態と介護が必
要な状態の中間を意味する。

70

プレコンセプションケア

プレ（pre）は「～の前の」、コンセプション
（conception）は「妊娠・受胎」のことで、女性やカッ
プルを対象に将来の妊娠のための健康管理を促す
取組のことをいう。本人の健康寿命の延伸に加え、
妊娠・出産を希望する女性の不妊症予防と健康な
妊娠・出産、将来生まれてくる子どもの健康につ
ながることが期待される。

62

平均自立期間
「日常生活動作が自立している期間の平均」のこと
で、平均余命から要介護２以上の期間を除いた期
間をいう。

74

ヘイトスピーチ
特定の国の出身者であることまたはその子孫であ
ることのみを理由に、日本社会から追い出そうと
したり危害を加えようとしたりするなどの一方的
な内容の言動。

112

ポピュレーションアプローチ
健康リスクの高低・有無に関わらず、集団全体を対
象として、全体としてリスクを下げる取組方法で、
一次予防の役割を果たす。

73

【ま】

モータリゼーション 自家用車が一般市民・家庭に普及すること。 157

モビリティサービス
鉄道やバス、タクシーなどの公共交通や自家用車、
レンタカーなど移動に関する各種サービス全般の
ことをいい、近年ではカーシェアリングやAI を活
用したオンデマンド交通などといったものも含む。

160

【や】

ヤングケアラー
法令上の定義はないが、一般に、本来大人が担う
と想定されている家事や家族の世話等を日常的に
行っている子どもとされている。

98

【ら】

ロールモデル 考え方や価値観、実際の行動が、他者の模範とな
る人物等のこと。 110

【数字・アルファベット】

4R
リフューズ（Refuse：レジ袋等を断る）・リデュー
ス（Reduce：発生抑制）・リユース（Reuse：再使用）・
リサイクル（Recycle：再生利用）の 4 つの頭文字
をとった廃棄物減量のキャッチフレーズ。

140

DX（デジタルトランスフォー
メーション）

デジタル化により、社会や生活の形・スタイルが
変わること。 18
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用　　語 解　　　説 ページ

ER 救急医療体制
重症度、傷病の種類、年齢に関係なく、基本的に
すべての救急患者の初期診療を行い、病態に応じ
た専門医師による適切な治療に安全に引き継ぐ診
療体制をいう。

67

ESCO事業
自治体が行う省エネルギー改修にかかるすべての
経費を民間事業者等が一旦負担し、その分を省エ
ネルギー改修で得られた光熱水費の削減分で補う
事業。

144

IPCC
気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental
Panel on Climate Change）のこと。世界気象機関
（ＷＭＯ）および国連環境計画（UNEP）により設
立された政府間組織。

144

LGBTQ

Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）、Gay（ゲ
イ、男性同性愛者）、Bisexual（バイセクシュアル、
両性愛者）、Transgender（トランスジェンダー、
性自認が出生時に割り当てられた性別とは異なる
人）、Queer や Questioning（クイアやクエスチョ
ニング、自分自身のセクシャリティを決められな
い、分からない、または決めない人）の頭文字をとっ
た言葉で、性的マイノリティ（性的少数者）を表
す総称として使われている。

112

MaaS
マース（Mobility as a Service）。複数の公共交通
やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて
検索・予約・決済等を一括で行うサービス。

160

NPO
非営利団体（Non Profit Organization）のことで、
営利を目的とせず社会貢献活動や慈善活動を行う
団体の総称。

101

P-PFI

公募設置管理制度（Park–PFI）のことで、都市公園
に飲食店、売店等の利便性を向上させる施設を整
備し、その収益を活用して園路や広場等、公園利
用者が利用できる公園施設の整備・改修等を一体
的に行う者を公募により選定する。

155

SDGs 経営 SDGs の理念を活かし、持続可能な企業経営を進め
ること。 44

Society5.0

狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、
工業社会（Society3.0）、情報社会（Society4.0）
に続くもので、サイバー空間（仮想空間）とフィ
ジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシス
テムによって開かれる新たな社会。

18
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